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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２６日（火）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時４１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部次長兼学校教育課長　前馬晋策　　　　同部参事兼教育研究所長　以登田　毅

総務課長　岩見賢一郎 同課参事　日垣智之 学務課長　大橋徹之

学校教育課参事　谷田　学 人権教育室長　北橋ひとみ　教育研究所参事　平尾俊次

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　同課参事　上　清隆

青少年課長　門川好博　 市民図書館長　池上敦実

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　藤井智哉 同局書記　寺前和恵

１．審査案件

認定第1号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時３分　開会）

○柴田繁勝委員長　ただいまから文教常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　スポーツ、文化の秋でござ

いますが、何かと御多用のところ本日は、

文教常任委員会をお持ちいただきまして

大変ありがとうございます。御苦労様で

ございます。

　当委員会では、平成２１年度当委員会

所管の会計について決算の御審議をいた

だくわけでございますけれども、ちょう

ど今、来年度予算に向けていろいろとこ

れから精査に入るところでございます。

　この委員会での御審議はまた来年度の

予算にもつながっていくわけでございま

すので、どうぞ慎重審査の上御認定いた

だきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時４分　休憩）

（午前１０時５分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　それでは、平成２

１年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、教育総務部が所管しております事項

につきまして、決算書に従い補足説明を

申し上げますので、よろしくお願いいた

します。

　まず、歳入でございますが、決算書の

３４ページをお開けください。

　決算書３４ページから３７ページにわ

たります、款１３、使用料及び手数料、

項１、使用料、目６、教育使用料の主な

ものは、幼稚園の入園金及び保育料等と

なっております。

　次に、４２ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目４、教育費国

庫補助金の主なものは、学校で使用する

教材用備品に係る理科教育等設備整備費

補助金、幼稚園の就園に係る保護者の経

済的負担を軽減するための幼稚園就園奨

励費補助金、また中学校の普通教室に設

置いたしましたエアコン整備などに対す

る安全・安心な学校づくり交付金等でご

ざいます。

　次に、５０ページからの款１５、府支

出金、項２、府補助金、目８、教育費府

補助金の主なものは、小学校の受付員配

置に対する学校安全交付金や、学力向上

プラン推進支援事業に対する市町村支援

プロジェクト事業補助金などとなってお

ります。

　次に、５６ページでございますが、款

１９、諸収入、項３、貸付金元利収入、

目１、奨学資金貸付金元金収入は、奨学

資金の貸付金の償還金となっております。

　次に、６４ページでございます。項４、

雑入、目２、雑入の主なものといたしま

して、学校給食費負担金等となっており

ます。

　以上、歳入でございます。

　次に、歳出でございますが、１７８ペー

ジをご覧いただきたいと思います。

　１７８ページ、款９、教育費、項１、

教育総務費、目１、教育委員会費におき

ましては、教育委員に係る諸経費で、教

育委員の報酬がその主なものとなってお

ります。

　同ページから１８２ページにわたりま
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す、目２、事務局費は、教育委員会事務

局の運営全般に係ります経費で、主なも

のといたしましては、賃金では障害児介

助員や障害児等支援員の賃金、校務補助

嘱託員などの賃金、それに新一年生の入

学祝品のランドセルの購入費、小学校受

付員の報償金、児童に貸与する防犯ブザー

の購入費や通学路における交通専従員業

務委託の経費、並びに経済的理由により

高校進学が困難な生徒への奨学資金の貸

付金などとなっております。

　なお、前年度からの繰越明許費は、デ

ジタルテレビやパソコンなど、学校施設

のＩＣＴ事業に係る備品購入費となって

おります。

　次に、１８２ページからの目３、教育

研究所費は、教育研究所の運営に係る経

費で、適用指導及び教育相談に係ります

教育指導嘱託員に係る報酬、不登校や行

き渋りの子どもに対して大学生のさわや

かフレンドを家庭に派遣する報償金、連

合水泳大会、連合音楽会及び教育研究会

の活動に対する教育研究会補助金などと

なっております。

　なお、繰越明許費は、教育研究所移転

に伴う施設改修工事費用などでございま

す。

　次に、同ページから目４、教育指導費

は、小・中学校に配置いたしました読書

サポーターや学級補助員等の賃金、英語

指導助手などを派遣する国際理解教育推

進事業に係る経費、また歳入で御説明さ

せていただきました市町村支援プロジェ

クト事業の学力向上プラン推進支援事業

に係る消耗品や教材器具に係る経費、特

色ある学校づくり推進を支援するための

補助金などとなっております。

　次に、１８４ページ、目５、教育推進

費は、中国帰国子女等への日本語指導や

土曜つながり推進事業における指導員の

配置などに要した経費でございます。

　また、同ページから１８６ページにわ

たります、目６、人権教育指導費は、人

権教育についての管理職研修や教職員研

修などに要した経費でございます。

　次に、同ページからの項２、小学校費、

目１、学校管理費は、市内の１０小学校

の運営や施設設備の維持管理に要した経

費でございます。その主なものといたし

まして、教科用や通常の学校管理に必要

となる消耗品、施設の維持のための光熱

水費や修繕料、施設の管理に必要な法定

点検等の委託料、夜間における機械警備

委託料、管理用及び教科用の備品や図書

の購入などに要した経費となっておりま

す。

　なお、繰越明許費につきましては、学

校ＩＣＴ施設整備関連の校内ＬＡＮ、地

上デジタル放送受信設備などの経費でご

ざいます。

　次に、１８８ページ、目２、教育振興

費は、卒業記念品の購入費、理科教育等

の備品購入費、要保護及び準要保護児童

に対する扶助費などに要した経費でござ

います。

　同ページからの目３、保健衛生費は、

学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬、

各種健康診断などの報償金及び委託料、

学校管理下における児童の災害に対応す

るための日本スポーツ振興センター負担

金、要保護及び準要保護児童に対する医

療費扶助などに要した経費でございます。

　次、１９０ページ、目４、学校給食費

は、給食調理員のパートの賃金、給食に

係る賄材料費、衛生管理の委託料及び鳥

飼西小学校の給食調理業務等委託料、給

食調理用器具の費用や鳥飼北小学校給食

調理室改修に伴う工事費、準要保護児童

に対する教育扶助費などに要した経費で

ございます。
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　目５、支援学級費は、各小学校の支援

学級の運営に要した物品や備品の購入費

でございます。目６、建設事業費の主な

ものは、小学校５校にかかった耐震二次

診断の経費及び鳥飼小学校の耐震工事実

施設計費でございます。

　なお、繰越明許費は、鳥飼小学校体育

館及び給食場棟の耐震工事等に係る経費

となっております。

　１９２ページからの項３、中学校費、

目１、学校管理費は、市内五中学校の運

営、施設設備の維持管理に要した経費で

ございます。その主なものといたしまし

ては、小学校と同様教科用や通常の学校

管理に必要となる消耗品、施設管理のた

めの光熱水費や修繕料、施設の維持に必

要な法定点検等の委託料、夜間における

機械警備委託料、中学校コンピューター

授業に係る経費や普通教室に設置いたし

ましたエアコンに係る工事費、管理用及

び教科用の備品や図書の購入に要した経

費などでございます。

　なお、繰越明許費は、小学校費と同様、

学校ＩＣＴ施設整備関連の校内ＬＡＮ、

地上デジタル放送受信設備などの経費で

ございます。

　１９４ページからの目２、教育振興費

は、卒業記念品の購入、理科教育等の備

品購入費、要保護及び準要保護生徒に対

する扶助費などに要した経費でございま

す。

　同ページからの目３、保健衛生費は、

学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬、

各種健康診断などの報償金及び委託料、

学校管理下の生徒の災害に対応するため

の日本スポーツ振興センター負担金など

に要した経費となっております。

　１９６ページ、目４、支援学級費は、

中学校の支援学級の運営に要した物品や

備品の経費でございます。

　目５、建設事業費の主なものは、中学

校３校の耐震二次診断に要した経費及び

第一中学校、第四中学校の耐震工事実施

設計費でございます。

　なお、繰越明許費は、第一中学校、第

四中学校の体育館耐震補強等工事などに

係る経費となっております。

　次に、同ページからの項４、幼稚園費、

目１、幼稚園管理費は、市内３幼稚園の

施設維持管理経費及び消耗品、備品等の

購入などに要した経費でございます。そ

の主なものといたしまして、小・中学校

と同様、施設管理のための光熱水費や修

繕料、施設の維持に必要な法定点検等の

委託料、園児送迎用バス運行委託料、園

務員業務委託料並びに保育用備品や図書

の購入などに要した経費でございます。

　１９８ページ、目２、教育振興費は、

幼稚園教育の振興奨励と保護者負担の軽

減を図るための保護者補助金などに要し

た経費でございます。

　目３、保健衛生費は、幼稚園の園医、

歯科医、薬剤師の報酬、園児に対する各

種健康診断等の報償金及び委託料などと

なっております。

　次に、２００ページ、目４、建設事業

費の主なものは、幼稚園３園分の耐震二

次診断に要した経費及びせっつ幼稚園の

耐震工事実施設計費でございます。

　なお、繰越明許費は、せっつ幼稚園の

園舎耐震工事等に係る経費となっており

ます。

　以上、教育総務部に係ります平成２１

年度決算の補足説明とさせていただきま

す。

○柴田繁勝委員長　続いて、宮部生涯学

習部長のほうからお願いいたします。

○宮部生涯学習部長　続きまして、平成

２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち生涯学習部に関わる部分につきまし
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て、目をおって主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが３６ページ、

款１３、使用料及び手数料、項１、使用

料、目６、教育使用料は、青少年運動広

場、温水プール、体育館など市立体育施

設や学校体育施設、公民館などの使用料

及び学童保育室の保育料で、前年度に比

べまして５．３％の減となっております。

　これは、味舌スポーツセンター、三宅

スポーツセンターを新たに開設したもの

の、市民体育館が閉館となったことによ

る使用料の減収及び学童保育室の保育児

童数の減により、保育料が減収となった

ことなどによるものでございます。

　次に、３８ページ、項２、手数料、目

６、教育手数料は、別府公民館隣地所有

者からの境界明示による手数料でござい

ます。

　次に、５０ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金

は、学童保育室や放課後子ども教室の運

営費に対する補助金、及び学校と地域の

活動を支援する学校支援地域本部事業に

対する補助金でございます。

　次に、６４ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入は、水泳教室、

体育館など各種教室の参加費や摂津音楽

祭などの審査料等、青少年リーダーを養

成するチャレンジャークラブの参加負担

金及び放課後子ども教室等の傷害保険還

付金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、２

００ページ、款９、教育費、項５、社会

教育費、目１、社会教育総務費は、社会

教育委員報酬など社会教育の一般的事務

に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目２、文化振興

費は、せっつ生涯学習大学講師報償金や

市美術展、摂津音楽祭、生涯学習フェス

ティバルなど各種文化振興事業に係る経

費でございます。

　次に、２０２ページからの目３、青少

年対策費は、青少年指導員の活動や学童

保育室の運営、こどもフェスティバル、

成人祭、チャレンジャークラブ及び放課

後子ども教室など青少年の健全育成に係

る経費でございます。

　次に、２０４ページ、目４、公民教育

費は、生涯学習まちづくり推進市民会議

に係る報償金や家庭教育学級の開催など

に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目５、公民館費

は、市立公民館５館の館長報酬をはじめ、

各公民館に配置されている社会教育指導

嘱託員報酬や各種講座、公民館まつりの

開催など公民館運営に係る経費でござい

ます。このうち修繕料の主なものは、千

里丘、別府、味生公民館の２階トイレ設

置に要した経費でございます。

　なお、繰越明許費は、平成２１年度の

国の補正予算による安全・安心な学校づ

くり交付金などの補助により実施する、

公民館６館の地上デジタル放送対応設備

改修に係る経費でございます。

　次に、２０８ページ、目６、文化財保

護費は、文化財保護審議会の開催や文化

財の記録保存など、市内文化財の調査研

究、保存に係る経費でございます。

　次に、同ページの項６、図書館費、目

１、図書館総務費は、図書館協議会の開

催、鳥飼図書センター業務の一部委託な

どに係る経費でございます。

　次に、同ページからの目２、図書館管

理費は、市民図書館及び鳥飼図書センター

の管理運営に係る経費でございます。な

お、図書購入費は９，８９５冊の図書の

購入に要した経費でございます。

　次に、２１０ページからの項７、保健

体育費、目１、保健体育総務費は、体育
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指導委員の活動や大阪府体育指導委員連

絡協議会など、各種社会体育団体に対す

る負担金などに係る経費でございます。

　次に、２１２ページ、目２、体育振興

費は、市長杯総合スポーツ大会など市主

催スポーツ事業や体育協会など、世界体

育団体が実施するスポーツ事業及び地区

市民体育祭実施に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目３、体育施設

費は、社会体育施設の指定管理委託料の

ほかスポーツセンターの管理委託、味生

体育館用地の借上料など、体育施設の管

理運営に係る経費でございます。

　以上、生涯学習部に係わります平成２

１年度決算の補足説明とさせていただき

ます。

○柴田繁勝委員長　説明が終わり、これ

から質疑に入ります。

　質疑のある方は挙手をしてお願いいた

します。

　安藤委員。

○安藤薫委員　最初、主に決算概要のほ

うで少しお聞きしていきたいなと思って

おりますのでよろしくお願いします。

　決算概要の１４２ページにあります校

務員共同研修事業でございますが、執行

率６７．９％ということでございます。

　この際、校務員の共同研修事業につい

て、平成２１年度はどのような研修が行

われていたのか、主な内容についてお聞

かせをいただきたいということでござい

ます。また、執行率の７割に満たない状

況になっておりますが、その点の見解を

お聞かせください。

　２番目、同じく概要の１４２ページ、

安全対策事業についてです。これは、歳

入のほうでもありますが、大阪府の学校

安全交付金８００万円を財源として小学

校、幼稚園での受付員の配置がされてき

ているかと思います。この受付員が、シ

ルバー人材センターへの委託であったり、

地域のボランティアの方々にお願いして

いるということで、学校も保護者も地域

も大変ありがたい制度だなと思っており

ますが、配置の状況、それからこの安全

交付金が平成２２年度末をもって終わる

というふうに聞いておりますが、改めて

今後も継続していただきたいと思ってお

りますが、その点のお考えをお聞かせく

ださい。安全対策事業の中にあります防

犯ブザーの貸与についてでございますが、

防犯ブザーの使用状況ですね、それから

訓練ですとか、また保護者や学校、地域

の皆さんへの認識はどのようになってい

るのか、そういったことについてお聞か

せいただきたいと思います。

　続いて、同じく１４２ページで、新入

学用品支給事業です。ランドセルの新入

生に対する支給でございます。かつては

体操服とか傘とかいろいろございました。

今はランドセルになりました。改めて、

この新入学用品支給事業について、この

間長い間続けてきておりますが、その点

の意義についてお聞かせいただきたいと

思います。

　続いて、１４４ページの小中学校通学

区事業について２点ほどお聞きしたいん

ですが、交通専従員業務委託、これは、

シルバー人材センターのほうに委託して、

市内１８か所２６名の方が配置されてい

ます。子どもの通学における危険箇所で

専従員の方が立っていただくということ

で、非常にありがたいことだと思います。

　合わせてこの各小学校の通学路ってい

うものはどのように決められているのか、

ちょっとその点をお聞かせいただきたい

ということ。それから、その危険箇所１

８か所２６名の方が配置されているわけ

ですけれども、大体平均でいきますと小

学校区１人ないし２人、１か所ないし２
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か所という時点で立っていただいている

かと思いますが、危険箇所というのは時

を経過するごとに変化することも考えら

れると思いますが、その把握、それから

把握した上での対策ですね、もちろん安

全を守るということが行政だけではなく

て子ども自身も、それから学校も保護者

も地域の皆さんも一緒になって取り組ん

でいく協同は欠かせないと思いますが、

そういった通学路の危険箇所の把握とそ

の対策についてどこが主導的な役割を果

たすのか、聞かせていただきたいと思い

ます。

　５番目に、新型インフルエンザ対策事

業でございます。昨年は、新型インフル

エンザが大流行いたしました。５月の段

階から流行していろいろな市内の行事な

ども中止になったりいたしました。

　そんな中で、マスクであるとか消毒液

の備蓄品の購入であるとか、修学旅行へ

看護師を派遣するということで補正予算

として組まれたものだと思うんですけれ

ども、執行率６６．３％という形になっ

ています。金額全部を使えばいいという

ことではないと思いますが、そのマスク

とか噴霧式の消毒液ですね、それから修

学旅行での看護師の派遣の状況や経過等

を、また改めてお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、６番目に小・中学校の教職

員の配置についてお聞かせをいただきた

いと思います。１０月２３日付の朝日新

聞の夕刊で、非正規教員７人に１人とい

うような見出しでの記事が載りました。

　現在、摂津市内の学校で非正規教員の

方の数、全体の中でどのぐらいの割合に

なっているのかということをお聞かせい

ただきたいということ。それから、この

間ずっと講師が非常に不足していて、講

師の補充が困難をきわめているというふ

うに聞いていますが、市内の小・中学校

においてその講師不足という現状の中で、

どんなことが起きているのか具体的にお

聞かせください。合わせて体育実技軽減

講師賃金ですね。これは、妊娠されてい

る女性の教員の方が、体育の授業をする

上でのヘルプをするというんでしょうか、

応援をするというようなものだと思うん

ですけれども、執行率４．７％と低くご

ざいます。これも講師不足が原因になっ

ているのか、実際にそういったケースが

少なかったのか、その点を聞かせていた

だきたいと思います。

　同じく、教職員の配置状況の中で、小

学校の１年生の学級補助員の配置という

ものが行われています。平成２１年度か

らは小学校全校に２７名の方が配置され

ているということです。読書サポーター

の配置ですとか、中学校への学級補助員

の配置っていうのも行われていまして、

人的保障という点では非常にいいことだ

と思うわけですけれども、この配置につ

いての今後の継続の考えと、それから拡

充についての見解をお聞かせいただきた

いと。それから、人的な問題としてスクー

ルカウンセラーについてです。

　ちょっとあちらこちらと飛んで申しわ

けございませんが、相談回数っていうの

が小学校で２，８９０回、中学校で１、

５８０回。この決算委員会を前に配付い

ただきました、摂津市の教育に関する事

務の管理及び執行状況の点検及び評価報

告書などで見てみますと、回数もふえて

きている中で、相談体制の再構築が必要

であるというような記述がございます。

　その点、スクールカウンセラーは、非

常に効果的に活用されてるんじゃないか

なと思いますが、この再構築という意味

合いについてお聞かせをいただけないか

なと思います。
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　次に、市内の小・中学校の施設につい

て幾つかお聞かせいただきたいんですけ

れども、少人数授業等で今各校の普通教

室、空き教室が非常に少ないというふう

にいわれています。生涯学習推進計画で

進行管理の表もいただいてるわけですけ

れども、その中にはすこやかネットで空

いてる教室を使ったらどうかとか、地域

の活動で空き教室を利用しようというこ

とについて、今非常に困難になってると

いうような評価も出て見直しが図られて

るようでございますが、この普通教室の

不足の状況をお聞かせいただきたいと。

　合わせて小学校が１２校から１０校に

なりました。一方で、学校によっては児

童・生徒の数がふえているところもあり

ますが、教室や運動場の広さが十分なの

か、その点の状況をお聞かせください。、

　昨今、文部科学省の２０１１年度の概

算要求要望で、少人数学級実現８か年計

画というものが盛り込まれましたけれど

も、少人数学級が８年かけて小・中学校

３５人と、小学校低学年で３０人学級と

いうことで、随時進んでいくというよう

な計画が、これから国政、のほうで議論

されていくかと思いますが、その少人数

学級になったときにクラス数がふえるこ

とも想定する必要があるかと思いますが、

現状の校舎、施設において対応が可能な

のかどうか聞かせてください。

　それから、施設では耐震補強工事につ

いてです。先ほども御説明がありました

が、平成２１年度から繰越明許費で平成

２２年度、今年度、耐震補強工事が行わ

れています。Ｉｓ値０．３未満の校舎、

園舎、体育館が耐震化されるということ

ですけれども、これによっての耐震化率、

それから今後まだＩｓ値０．７未満の校

舎についても残されていると思いますが、

その点の計画についてお聞かせください。

　施設面での五つ目として、中学校の普

通教室にエアコンが設置されました。こ

の夏は、ほんとに暑い夏だったんですけ

れども、中学校のほうは普通教室のエア

コンで大変喜んでいると思うんですけれ

ども、１教室あたりの設置費用がどのぐ

らいかかっているのかをお聞かせいただ

きたいのと、まだ中学校では特別教室で

エアコンが設置されていないところ、小

学校に至っては、普通教室はまだ未設置

ということです。

　児童、生徒の健康と学習環境を考えた

ときに、エアコン設置というものは非常

に必要ではないかと思いますけど、その

点の見解をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　次にいきます。概要にいきますが、１

５０ページと１５４ページに小学校、中

学校での管理運営事業の中で消耗品費と

いうものがございます。小学校は、１，

８７６万１９４円。前年と比べますと４

４万２，１７９円減っています。中学校

では、１，２７６万６，２１７円、前年

比２１万５，０１５円減っています。こ

の学校管理運営事業の消耗品費について、

その内容をお聞かせをいただきたいと思

います。

　続いて、就学援助金の制度をお聞きし

たいと思います。事務報告書を見ますと、

平成２１年度の準要保護児童生徒は小学

校で１，８１７人、認定率３７．７２％

と前年度置比で比べますと５８人ふえま

して１．５３％認定率が上昇しています。

　中学校では７７５人、認定率３６．１

％、前年度置比で３９人増、０．５９％

認定率が上がっております。就学援助金

の制度については、まさに貧困と格差が

広がっていく中で、義務教育は無償であ

るべきだという憲法の精神、それから国

連の人権規約で日本の政府も批准してい
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るわけで、非常に有意義な重要な制度で

あると思いますが、就学援助金制度につ

いてこの平成２１年度の状況、この間の

状況からみて今日的意義について担当課

の見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、次いきます。概要１５２ペー

ジにあります小学校給食についてでござ

います。鳥飼北小学校で、平成２１年度

学校給食の調理室のドライ化の改修工事

が行われました。千里丘小学校、鳥飼西

小学校、味舌小学校ですかね、これで四

つ目になるんでしょうか、その工事の期

間とその工事期間中の児童や教育活動、

更には２学期の給食への影響についてど

うだったのか、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから、同じく給食についてですけ

れども、鳥飼北小学校ほか５校へ補正予

算等でスチームコンベクションオーブン

が導入されました。１，４６９万９，７

９０円でございますが、このオーブンで

すね、その効用等をお聞かせください。

それから、そのほかの学校への導入状況

ですね、計画等をお聞かせいただきたい

と思います。

　次にいかせていただきます。いじめ、

不登校、暴力行為ということです。あま

りいい中身ではないですけれども、不登

校であるとか暴力行為の発生件数が、先

ほどの評価報告書の中でも増加している

ということが報告されています。

　一方でいじめの認知件数は減っており

ますが、不登校暴力行為ですね、それか

らいじめについての対策の取り組みや再

発防止であるとか予防の取り組みについ

て、それから今年度の状況を参考にお聞

かせいただけたらと思います。

　続いて、参考に聞かせていただきたい

と思うんですけれども、今回の評価報告

書の中には、平成２０年度にはなかった

項目もあって非常に中身もだんだん充実

してきたのかな、と思って参考に見させ

ていただいているわけですが、その中で

教職員の服務規律の徹底についてという

項目が強調されておりました。

　その評価報告書の３６ページにありま

す、教職員の体罰事象の発生という欄が

ありました。そこに発生でいろいろ信頼

を失墜したというような記述があったわ

けですけれども、その辺の発生の状況で

すね、体罰の問題ですね、原因であると

か再発防止策について、改めてお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、同じく評価報告書の３６ペー

ジにありますが、これも平成２０年度に

はなかったような項目なんですけれども、

セクシャル・ハラスメントの事例、再発

防止っていうと何か起きたような感じが

しますが、セクシャル・ハラスメントの

事例について、実態はどうなっているの

か、学校において教職員同士または保護

者との関係、それから先生と児童・生徒

との関係っていうことで、本当はあって

はならないようなことでありますが、こ

ういったことを起こさないようにするっ

ていうことは非常に大事なことだと思い

ますので、未然防止策や校内研修などの

経過についてお聞かせをいただけないか

なと思います。

　次にいきます。概要にまた戻りますが、

１４６ページにございます学力定着度テ

スト、平成２１年度は１３４万６，０６

４円執行されております。学力定着度テ

ストは、全国一斉の学力テストに先んじ

て、摂津市独自で民間の業者に委託をし

て行われているテストで、今回で６回目

になるのかと記憶しております。平成２

１年度で結果的には終了というような形

になっています。

－9－



　全国一斉学力テストが悉皆調査になり

ましたが、そちらのテストを平成２２年

度は学力定着度テストからシフトして全

員が受けているということで、平成２１

年度が、この間、継続的に行ってきた定

着度テストが最後というときになりまし

た。学力定着度テストと全国一斉学力テ

ストを併せて行ってきたことが、有意義

であるというような御説明をいただいて

きておりますが、定着度テストの成果は

何だったのかですね、その点の総括をお

聞かせいただけないかなと思います。

　次に、学校の図書館についてお聞きし

たいと思います。小学校の図書購入が５

３５万２，８１９円執行されました。中

学校では５０９万８，４０５円、ほぼ前

年並みだと思います。

　読者サポーターの配置等で学校図書館

の開館時間であるとか、本が読みやすい

ように非常に整頓されているとか、学校

図書館の充実ぶりを目の当たりにして感

心しておるわけなんですけれども、評価

報告書において、学校図書館図書標準冊

数には達していないという記述がござい

ます。読書に特に力を入れてきている摂

津市において、標準冊数に達していない

ということはどういうことなのか、国が

定める標準冊数っていうのは何冊であっ

て、現在の状況と比べてどうなのか、今

後のその蔵書増に向けての考え方をお聞

かせいただけないかなと思います。

　それから、司書教諭が１５校に配置さ

れているということでございますが、司

書教諭の身分ですね、専任の司書教諭で

あるのか、読書サポーターとの連携とい

うのはどのようにとられているのかも合

わせてお聞かせいただきたい。

　それから、図書との関係で図書館とい

うことでございますので、市民図書館と

鳥飼図書センターについてでございます。

　これは、先の委員会等でも指定管理者

制度の導入で議論させていただきました。

きょうは、決算ですのでそこはあまり触

れませんが、平成２１年度で先ほどもお

話がありました市民図書館の本の購入で

９，８９５冊を購入したお金が執行され

ているわけですけれども、この本の選書

の状況ですね、どのように選書されてい

るのか。それから、本の購入経路ですね、

市内の業者を特に支援するために、市内

の業者から入れるというようなお話を前

もお伺いしてたわけですが、その点につ

いて改めて聞かせていただきたいと思い

ます。

　次に、教材とか副読本についてお聞か

せいただきたいと思うんですけれども、

人権教育における副読本として「にんげ

ん：ひとシリーズ」というものを強調さ

れています。評価報告書にもありますが、

この「にんげん：ひとシリーズ」という

ものに特定しているということについて

はどういうことなのか、併せて道徳教育

の中にあります「心のノート」というも

のがございます。

　これは、政府が発行しているんでしょ

う。これも補助教材という位置づけなん

でしょうか。これが、特にクローズアッ

プされて取り扱われている点についての

考え方ですね、お聞かせいただきたいと

思います。

　評価報告書にまたいきたいと思います。

非常に勉強になる資料を提供していただ

いているわけなんですけれども、幼稚園

のこども園についてなんですけれども、

平成１９年度にこども園検討委員会って

いうのが開かれて、平成２０年度には幼

保連携等検討委員会というのが開かれて、

幼稚園教諭、それから保育所の保育士を

含めて、幼保連携についてのさまざまな

検討がされてきたということでございま
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す。今、平成２４年度スタートとして、

別府こども園の開設に向けていろいろな

準備がされてきてるかと思いますが、幼

保連携について平成２１年度の開設準備

委員会の取り組みということについてど

うだったのか、その点をお聞かせをいた

だけないかなと思います。

　続いて、学童保育について幾つかお聞

かせをいただきたいと思います。これも

新聞の記事に載っておりまして、朝日新

聞や各紙で報道されましたが、厚生労働

省の集計によって、半年間で全国の学童

保育室の児童１０５人が、全治１か月以

上の事故にあっていたということが報道

されています。

　子どもたちの放課後の生活のスペース、

生活の場所を提供していく学童保育で、

もちろん子どものことですから、遊びの

中でけがとか事故とかいうのはつきもの

でありますけれども、重篤な事故ってい

うのは起きないにこしたことはありませ

んし、特に低学年の児童たちを預かるわ

けですので、その点の注意等を払う必要

が非常に出てくるかと思います。

　その上に立って、摂津市内の学童保育、

それから学童保育とは別ですけれども、

週に１回、２回と各校で行われています

放課後こども教室・わくわく広場につい

て、事故の発生の状況等をお聞かせくだ

さい。

　続いて、概要へいきます。１７４ペー

ジで学校体育施設開放事業、それからス

ポーツセンターの管理運営事業がござい

ます。これについてお聞かせいただきた

いんですが、学校開放における施設の利

用については、その利用する団体の性格

にもよりますが、また減免等の規定もご

ざいますが、基本的には利用料が発生し

ます。

　一方、旧三宅小学校とか旧味舌小学校

で開設されましたスポーツセンターにつ

いては、無償になっているという点です

ね、その点の違い、どのようになってい

るのかをお聞かせをいただきたいなと思

います。

　最後でございますが、生涯学習まちづ

くり推進市民会議運営事業についてです。

１３万９，４４０円で執行率が６７％ほ

どになっておりますが、生涯学習推進計

画の推進調査結果では遅延・課題有との

評価になっております。この問題につい

てどのような認識になっておられるのか、

その問題はどこにあったのかという点に

ついて最後にお聞かせいただいて１回目

を終わらせていただきます。

○柴田繁勝委員長　ちょっと各課にわた

ると思うんですが、答弁していただくほ

うは、できるだけ順位に従って、そして

また飛んでいるところは、併せて答弁を

していただきたいと思います。

　岩見課長。

○岩見総務課長　私のほうから、何点か

所管に関わる御質問につきまして御答弁

させていただきます。

　まず、校務員共同研修事業でございま

す。内容につきましては、校務員共同研

修では各学校等で補修等を校務員が共同

で研修することによりまして、各人の技

術の向上ということで、１人ではなかな

かできない業務等を校務員一同が集まり

まして、一斉に作業をするという内容で

ございます。

　特に、大規模な学校等になりますと、

１人でするのはなかなか大変なところが

ございますので、一同が集まれる時期、

また作業ができる時期ということで、夏

休み等を利用いたしまして、平成２１年

度については、確か２校だったと思いま

すが、６日間にわたりまして校内の廊下

等の塗装作業等を行っております。また、
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こういった研修もしておりますが、昨年

度については、熱中症対策の講演という

ことでの研修も行っておるところでござ

います。執行率が６７．９％ということ

でございますけれども、ペンキ類等、か

なり節約もして使っていただいたという

ことで、そういった部分での減というこ

とになっておりますので、御理解いただ

きますようお願いをいたします。

　続きまして、安全対策事業の受付員の

配置ということでございます。受付員の

配置につきましては、現在、小学校と幼

稚園にそれぞれ配置して、ボランティア

活動をしていただいております。

　現在、個人のボランティアの方々の登

録が３５名、それと団体として登録して

いただいております団体が５団体ござい

ます。その５団体は、自治会の方５名、

老人会の方６名、それと有志によります

ボランティアの団体が２団体、５人と３

人という人数でございます。

　それとシルバー人材センターにつきま

しても、ボランティアということで登録

していただきまして、シルバー人材セン

ターのほうには、３３名の方について受

付員をお願いしておるところでございま

す。

　したがいまして、団体として５２人、

全員で８７人の配置をもって、今現在受

付員をさせていただいておるという状況

でございます。お問いの平成２２年度、

本年度で、大阪府からの補助金が、交付

金ですけれども、打ち切られるというこ

とでございますけれども、この受付員制

度を設けましたのが平成１６年でござい

ます。

　大阪府のほうから当初、補助金として

いただけるようになったのが翌年の１７

年度からですので、教育委員会といたし

ましても大阪府の交付金が打ち切りとい

うことになりましても、これは以前から

市単独費で行ったものでございますので、

引き続き子どもたちの安全を確保するた

めに受付員の配置を続けていきたいと考

えております。

　続いて、施設の関係でございます。少

人数のクラスが進む中で空き教室等の不

足がないか、実態はどうかという問いで

ございます。

　平成２１年の５月１日現在で、各小学

校が普通教室として使っている部分がご

ざいますけれども、それに余裕教室とい

いますか、教室として使用しなくて学習

室、またランチルーム、生活室など多目

的に使える部屋、また会議室や児童会室、

ＰＴＡ会議室、そして教育相談室等、そ

れと資料室、教具室、また作業室等々に

使っている教室がございます。その分を

入れますと教室につきましては復元でき

ますので、かなりの数が普通教室に戻せ

るということでございますので、少人数

のクラスになりましても十分賄えるよう

な試算をしております。

　例えば、３５人学級ということに全学

年がなりましても、現時点では大きく変

わるところはございません。約一クラス

ないし二クラスがふえるという試算をし

ております。

　また、将来的に小学校の低学年の学級

が３０人学級になりました場合でも、ほ

とんどクラスの数は変わっておりません。

多くても３教室程度という試算をしてお

るところでございます。

　続きまして、児童数の増によりまして

その面積ということでございます。お問

いの中で、各学校におきましては国が定

めます必要面積というものがございます。

それと今現在、校舎として保有している

面積というものがございます。

　それで、その必要面積と保有面積を比
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較いたしまして、必要面積のほうが多け

ればまだ増築をしても国のほうから負担

金をいただけるという制度でございます

けれども、必要面積と保有面積を比べま

すと、そのほとんどが保有面積のほうが

上回っておりますので、面積的には国の

基準を十分にクリアしておるというふう

に我々としては考えております。

　ただ、１点、三宅柳田小学校につきま

しては、多目的ホールということでの利

用がございます。この多目的ホールを建

築した際に国のほうから認可をいただき

まして、このホールをつくることによっ

て必要面積の約１．１８倍の面積が上乗

せされるということがございますので、

三宅柳田小学校についての必要面積は多

くなっておりますけれども、子どもたち

の人数からいきますと、同等の摂津小学

校と比べますと三宅柳田小学校のほうが

保有面積は大きいということでございま

すので、ご理解いただきますようお願い

いたします。

　続きまして、耐震の状況でございます。

平成２１年度から平成２２年度に繰り越

して本年、平成２２年度に工事を行いま

した小学校につきましては、鳥飼小学校

の体育館と給食場棟の一部。それと中学

校につきましては、第一中学校の体育館

と第四中学校の体育館。それと幼稚園に

つきましては、せっつ幼稚園ということ

でございます。

　その結果、耐震化率ということでござ

いますけれども、平成２２年４月１日現

在、文部科学省のほうが毎年公表してお

ります耐震化率では５８．５％でござい

ますけれども、この工事が完了いたしま

したことから、今現在６４．６％の耐震

化率ということでございます。

　今、申し上げましたのは小・中学校の

分でございます。幼稚園につきましては、

せっつ幼稚園の工事をもちまして１００

％の耐震化工事を完了いたしたところで

ございます。

　続きまして、エアコンの関係ですけど

も、一クラスどのぐらいの費用がかかる

のかというお問いでございます。事務報

告書にも今回、中学校のほうで工事をい

たしました工事請負金額が載っておりま

す。

　その金額、９，６４０万６，８００円

ということで、それが７５台ございます

ので単純に７５台で割りますと一クラス

当たり１２８万５，４２４円ですので、

これは落札しております関係上落札金額

が下がっておりますので、設計金額上は

おおむね１５０万円前後かかっておるも

のと考えております。

　続きまして、学校図書館の図書の標準

冊数と蔵書冊数がどうかというお問いで

ございますけれども、小学校で、平成２

１年度末で７万６，４２４冊、平均でご

ざいますけれども、１０校で割りますと

７，６７２冊ということでございます。

　中学校におきましては、年度末で４万

６，９９０冊、１校当たりにいたします

と９，３９８冊ということでございます。

　それで、国が示しております標準冊数

でございますけれども、小学校が仮に１

８クラスあるとしますと、小学校で７，

４８０冊ということになります。

　中学校につきましては、標準として１

２クラスございますと、１万７２０冊と

いう国の基準が示されておるところでご

ざいます。小学校も標準に達していると

ころ、達していないところ各校ばらつき

がございますけれども、中学校も若干少

ないかと思います。

　あと、消耗品等の関係につきましては、

日垣参事から答弁させていただきますの

でよろしくお願いいたします。
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○柴田繁勝委員長　日垣参事。

○日垣総務課参事　小・中学校管理運営

事業の消耗品の内容、執行金額について

でございますが、消耗品の内容につきま

しては、小・中学校ともに教科用・管理

用消耗品に分けておりまして、まず小学

校の教科用消耗品の主なものにつきまし

ては、気体検知管、実験用ガスボンベ、

ビーカー、サッカーボール、ドッジボー

ルなどでございます。管理用消耗品につ

きましては、色画用紙、再生紙、フラッ

トファイル、白色ライン、更紙などでご

ざいます。

　次に、中学校の教科用消耗品につきま

しては、バドミントンシャトル、ソフト

ボール、テニスボール、実験用ガスボン

ベ、エタノールなどでございます。

　管理用消耗品につきましては、更紙、

プリンター用インク、剥離紙、フラット

ファイル、再生紙などでございます。執

行額の減少でございますが、財政当局の

予算削減がございまして、それに伴いま

して執行金額が下がったものでございま

す。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、学校

教育関係の御質問に対して御答弁申し上

げます。

　まず、貸与しております防犯ブザーの

使用状況などでございますが、平成２１

年度、平成２２年度で、実際に使用され

たという報告は受けておりません。使用

状況は以上でございますが、使用してい

るというよりも、実際持っているけれど

も使っていない、かばんの底に入ってし

まっている、そんな状況があるかと思い

ます。

　地域・保護者の認識でございますが、

１年生のときには実際に家でも鳴らして

みたり、これは何かのときに使うんだよ

ということを、ご家庭でもお話しいただ

いておるようなんですけれども、その後

につきましては、かばんの底に入ってい

る状況からいいますと、更に啓発等が必

要ではないかと思っておるところでござ

います。特に、訓練等につきましては学

校では行っておりません。

　続きまして、小・中学校の教職員の配

置状況、非正規教員の数でございますが、

全体での割合で申し上げますと、いわゆ

る定数で申しますと、１０％前後が講師

等の欠員補充の教職員である、そんな状

況でございます。非常勤等も含めますと、

全体の教職員の数からしますと１７、８

％がいわゆる臨時的な任用等になってお

ります。

　講師不足でどのような状況があるか。

必要なときにすぐに入らないような緊急

の状況が発生しておることは事実でござ

います。

　特に、理数系の中学校の講師が不足し

ておりまして、大阪府内で各市町村が講

師を取り合いしておるような状況がござ

います。いろいろなネットワークで探し

てはおるんですけれども、現実に講師配

置は遅れてしまう場合が発生しておる、

このような状況でございます。

　続きまして、体育実技軽減講師の執行

率が４．７％ということ。これは、講師

不足とはあまり関係ございません。実際

に２件、この軽減講師を配置したケース

がございました。私どもは、必要の度合

いが増すのではないかと考えておりまし

たが、学校も担任が替わるであるとか、

そういった状況をできるだけ避けるため

にさまざまな工夫をしており、この体育

実技軽減講師が結果的にはあまり必要で

なかった、そのような現状でございます。

　続きまして、小学１年生等学級補助員、

あるいは読書サポーター、中学校の学級
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補助員についての今後の継続や拡充につ

いての考えでございますが、必要である

ものは継続していきたいと思っておりま

す。

　したがって、小学１年生等学級補助員

や読書サポーターにつきましては、この

効果検証を常に行い、良いものは続けて

いきたい、そのように考えております。

　なお、中学校の学級補助員であります

が、これは、府の緊急雇用の事業等を活

用しておりますので、平成２３年度をもっ

てとりあえずは終了でございます。

　しかし、どのような形で中学校を支援

していけるかは今後も検討してまいりた

いと思っております。

　続きまして、いじめ・不登校・暴力行

為が大変増加しておる中での対策の取り

組みでございます。再発防止のために、

とにかく学校の中でチーム対応、また関

係諸機関との連携、この充実を我々は指

導しております。事実、学校でも学級担

任等が単独で対応することは、非常に困

難な状況が発生しております。

　また、早期発見、未然防止のためには、

複数の教職員が関わることが大変重要で

ございます。スクールソーシャルワーカー、

あるいはスクールカウンセラーも活用し

まして、また校内でも教員のみならず、

さまざまな職員がチームをつくって対応

する、これが防止のための取り組みでご

ざいます。

　なお、今年度の上半期の状況でござい

ますが、いじめについては、昨年度１年

間で１４件の認知に対して、今年度上半

期では９件の認知、また不登校に関しま

しては、これは１学期末での状況でござ

いますが、昨年度１３９人に対し１１１

人、やや減少傾向でございます。

　暴力行為につきましては、中学校で上

半期４７件、小学校で５件発生。器物損

壊については減少の傾向がございますが、

生徒間での暴力、これがやや増加してお

る、そのような状況がございます。

　続きまして、教職員の服務に関わって

でございます。大変残念なことでござい

ますが、昨年度、教員による体罰事象が

発生し、任命権者より懲戒処分を受けて

おります。新聞報道等はございませんで

したが、原因につきましては、行事の際

の生徒指導のときに行き過ぎた指導をし

てしまったと、そのような状況でござい

ます。再発防止のために、私ども学校教

育課が主催しまして管理職研修、そして

生徒指導担当者研修、また各学校で体罰

防止に関わる校内研修を行ったところで

ございます。

　続いて、学力定着度調査事業に関わっ

てでございます。昨年度で６回目でござ

います。小学校６年生、中学校３年生を

対象としたものが３回、小学校５年生、

中学校２年生を対象としたものを３回実

施いたしました。成果といたしましては、

実態から子どもたちの学力向上を考える

ように各学校がなったこと。

　そして、この実態の背景にあるもの、

さまざまな子どもたちの生活習慣である

とか、学習への意欲であるとか、そういっ

たものをいかに向上させるかという学校

での取り組みがスタートしたこと、これ

が成果であったと思います。

　各学年で年度を通して総括的に検証を

行うことは必要であると思います。予算

的なこともありまして、全学年では実施

できませんが、一定の期間を通して状況

を把握し、その実態に基づいて取り組み

を行っていくことは、今後も重要である

と考えております。

　続きまして、司書教諭の配置でござい

ます。司書教諭は教諭が兼務をする、そ

のような状況がございます。
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　したがって、専任ではございませんの

で、司書教諭としてすべての業務をその

時間にあてることはできません。読書サ

ポーターとの連携でございますが、学校

でこの司書教諭等が中心となって、図書

の計画、読書指導であるとか、そのよう

な教育活動の計画についてサポーターと

も十分連携を図り、補っていただけると

ころは補っていただく、そんなような状

況がございます。

　続いて、副読本関係で、こころのノー

トに関わってでございます。こころのノー

トは、いわゆる主教材であるとは考えて

おりません。道徳の時間、あるいは全体

的な道徳に関わる教育活動、これを充実

させるための補助教材等であると、その

ように考えております。

　したがって、こころのノートを教える

というよりも、こころのノートを活用し

て道徳を充実させる、そのように考えて

おる次第でございます。こころのノート

が、学校だけではなく学校と家庭を結ぶ

物、そのような状況になれば更に有効な

活用が行われるのではないかと考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　それでは、岩見課長。

○岩見総務課長　申しわけございません。

２点ほど答弁を漏らしてましたので、再

度答弁させていただきます。

　新入学のランドセルに関わります支給

事業の意義ということでございます。こ

のランドセルの支給につきましては、新

入学の１年生への支給ということで、昭

和４９年からずっと続けてきておるもの

でございます。当時は、新しく小学校に

上がられますお子様に対するお祝いの気

持ちを込めて、また保護者の負担軽減と

いう目的で支給をしてまいりました。

　この制度は、財政事情も大変厳しくなっ

た状況の中で、一たん見直しということ

もございましたが、他に、ランドセル以

外に体操服、黄色い帽子、傘というもの

も新入の祝い品として支給しておりまし

たが、その分は廃止させていただきまし

たが、やはりランドセルにつきましては、

継続していくということで、現在にいたっ

ておるところでございます。

　また、新聞報道等も取り上げていただ

きまして、子どもが喜んでいるというこ

とも新聞にも書かれております。ランド

セルの支給につきましては、一定定着を

しているものというふうに考えておると

ころでございます。

　続いて、耐震の今後の計画ということ

の御答弁が漏れておりました。来年度以

降の耐震の予定でございますけれども、

千里丘小学校の体育館の耐震の工事を予

定いたしております。

　その後の話でございますが、大規模の

地震発生や異常気象等が最近は多く、大

災害時には市民の避難場所となるという

ことから、次は別府小学校の体育館と第

二中学校の体育館の耐震工事が必要でご

ざいますので、我々といたしましては、

それらを優先させて準備を進めていきた

いというふうに考えておりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　北橋室長。

○北橋人権教育室長　セクシャル・ハラ

スメントの防止についての取り組みにつ

いて、御答弁申し上げます。

　平成２１年度のセクシャル・ハラスメ

ントについて報告された事象はございま

せん。各学校園におきましては、児童・

生徒保護者・教職員に対しまして、相談

窓口担当者を男女それぞれ複数配置して

おります。そして、学校だより、学級指

導、またポスターやカードなどを配布し

て、周知徹底をして相談しやすい体制づ

くりを行っております。
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　また、未然防止のための取り組みとし

まして、児童・生徒の危機回避力を高め

る取り組みとして、ＣＡＰプログラムな

ども実施しております。

　更に、教職員研修につきましては、平

成２１年度は、大阪府からの「なくそう

職場のセクシャル・ハラスメント」等の

指針なども活用させていただき、全小・

中学校で未然防止の研修を行っておりま

す。今年度もこの２学期に、窓口担当者

を対象に市全体の研修を実施する予定に

しております。

　続きまして、「にんげん：ひとシリー

ズ」の活用について御答弁申し上げます。

「にんげん：ひとシリーズ」につきまし

ては、平成２０年５月１４日の大阪府教

育委員会の通知により、これまで個人配

布されていたものが学校設置用として配

布されることになりました。それを受け

まして、現在、学校で保管し活用してい

るところでございます。

　一方、大阪府教育委員会からは、人権

教育に関する資料・教材等の資料集がＣ

Ｄ版等で各校に配布されております。

　現在、学校においては「にんげん：ひ

とシリーズ」だけに限ることなく、それ

ぞれの人権課題や児童・生徒の発達段階

に応じまして、さまざまな教材資料等を

活用させていただいている状況でござい

ます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、私の

ほうから、学務課に関わります６点の御

質問に順次御答弁申し上げます。

　まず、小中学校通学事業でございます

が、通学路の決定方法につきましては、

毎年度当初に各学校とＰＴＡを中心とす

る地域の方々が、新入学の１年生の状況

も踏まえながら通学路を決定し、学務課

に報告をいただいているところでござい

ます。その際に、危険箇所についても再

確認をしていただいているものと認識を

しております。したがいまして、その交

通専従員の配置の考え方でございますが、

基本的には、児童の見守りの部分につい

ては、地域の方が中心になって見守って

いただき、その補完的な部分を専従員を

配置して補っていくといくスタンスで考

えております。

　次に、新型インフルエンザ対策事業に

ついてでございますが、新型インフルエ

ンザにつきましては、平成２１年４月に

ＷＨＯのほうから、アメリカ・メキシコ

において患者の発生が公表され、５月に

は神戸のほうでの第１号の患者の発生、

それと関西大倉高校の部分もございまし

た。それを受けて、大阪府下では５月１

８日から一斉に、中学校の休業を実施し

た経緯がございます。

　それらを踏まえて本市といたしまして

は、いち早く６月の補正予算で、いろい

ろな対応物品についての予算についてご

承認をいただいたところでございます。

　その後、本市の状況につきましては、

第１号の児童・生徒の患者の発生につい

ては７月、全国的な流行入りが８月、そ

して１１月の末にはピークを向かえると

非常に速い流れの中で進んでいった経過

がございます。

　そういった中で、６月の時点で考え得

る物品を購入したわけなんですけれども、

これは教育委員会だけではなく、市のほ

うとも連携を取りながら一体で入札等を

した経過もあり、執行額、執行の割合に

ついては、このような状況になっている

ということで御理解をいただきたいと思

います。看護師の派遣等につきましては、

１１月にピークを迎えたあと徐々に終息

に向かっていった経過もあり、修学旅行

の時期等の問題もありましたので、この
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年度の中で、２回分執行した学校もあれ

ば１回で済んだ学校もあるということで

確認をしております。全体の効果として

どのぐらいであったかというのは、非常

に難しい部分もあるんですけれども、抑

止力も含めて一定の効果があったものと

いうふうに認識をしております。

　次に、就学援助事業なんですけれども、

平成２１年度は、確かに率が若干上がっ

ております。この就学援助の率につきま

しては、若干ではございますがＧＤＰの

成長率と少し連動があるというふうには

認識をしております。しがいまして、平

成２０年度のＧＤＰ成長率がマイナス３．

７％ということで、近年では非常に大き

な落ち込みとなった部分の影響も少なか

らずあるものというふうには考えてます。

　それで、就学援助事業の今日的意義で

ございますが、この部分については個人

的な見解もございますが、非常に大きな

転換点を迎えているのではないかという

ふうに考えております。

　これは、国のほうの議論もございます

ので、そのあたりとも関係するところは

あると思うんですけれども、もう市町村

が独自にこの施策を実施するというとこ

ろが限界にきている部分があるというふ

うに考えております。

　これは、各地域の財政力の差によって

就学援助の認定基準であったり、その辺

のところの差異が顕著になっているとい

う部分からも考えられるものというふう

には認識をしておりまして、本来就学援

助につきましては、生活保護とのボーダー

のラインの方々を救済するという趣旨で

はじまったものでありますので、その部

分のコアのところに対象者をしぼりなが

ら、援助する金額等も果たしてそれでい

いのかというところあたりも議論、検討

する必要があるというふうには考えてお

ります。

　続きまして、小学校給食事業ですけれ

ども、鳥飼北小学校のドライ化改修工事

についてでございます。鳥飼北小学校の

ドライ化改修工事につきましては、老朽

化とともに衛生管理の強化のため、完全

ドライ運用の可能な施設に全面改修をさ

せていただいております。

　その際に、この前年度に茨木保健所の

食品衛生監視指導等も受け、現状の問題

点なども指摘をいただく中、それらも改

善する形で工事を行っております。

　したがいまして、書庫を配ぜん室に改

修したり、廊下の一部を洗浄室に改修し

延べ床面積を広げたり、あとはドライ運

用に伴う機器の全面更新等を実施いたし

たもので、工期については、以前にご指

摘もいただいておったんですけれども、

夏休みを越して２学期に少し入ってしまっ

たということになっております。

　その際の給食の問題ですけども、工期

としては９月１８日まででございました

が、特別給食を実施した時期については

９月１１日までの計７回を、この施設を

使って給食を提供することがまだできず

に、お弁当であったり調理パンであった

りというところで、この７日間を対応さ

せていただいたといことで、ここの部分

については、学校のほうにも児童にも少

し御協力をいただきながらさせていただ

いたということで、やはりこの工期の問

題については、児童のための全面改修で

すので、調理に影響があってそのことが

児童に影響を及ぼすことはさけなければ

なりませんので、慎重にミスのないよう

に工事を行ったということで、そのよう

な工期になったということで御理解をい

ただきたいと思います。

　次に、スチームコンベクションオーブ

ンでございますが、これも補正予算をご
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承認いただき４台を４校に入れさせてい

ただいて、鳥飼北小学校についても工事

のほうで入れさせていただいております。

　以前にも御答弁申し上げたんですけれ

ども、このスチームコンベクションオー

ブンというのは、焼いたり蒸したりする

という工程に非常にたけた万能型の調理

器具でございまして、本市でも魚のホイ

ル焼きなんかをよく提供するんですけれ

ども、そういった際であったり、生野菜

をグリルするということであったり、こ

ういったことで素材本来の栄養価を損な

わずにおいしく調理を仕上げて、子ども

たちに提供することができて、子どもた

ちや教職員の意見も聞く中で非常におい

しくなったとか、甘くなったとか、野菜

が甘いとかということも聞いております

ので、これについては、非常によかった

なというふうに考えております。残りの

５台についてもできるだけ早く予算を獲

得して、できれば次年度には導入したい

と思っております。

　それと、こども園の関連でございます

が、平成１９年度からそういう幼保の連

携、こども園についての検討をスタート

させたわけなんですけれども、平成２１

年度につきましては、平成２０年度の協

議も踏まえ、主に交流を中心に進めてま

いりました。

　保育士並びに保育園の園児が、幼稚園

に行きいろいろな交流活動をする、また

幼稚園の教諭と幼稚園児が保育所に行き

いろんな交流活動をして遊んだりもする、

そのような活動を何回か繰り返してその

交流・連携ということを考えていきまし

た。

　それと年度の後半につきましては、別

府のこども園での基本的な保育指針とい

いますか、保育の考え方であったり一日

の保育の流れであったり、そのようなと

ころを保育士と幼稚園教諭が、会議を持っ

て協議をしていったというところでござ

います。

○柴田繁勝委員長　以登田所長。

○以登田教育総務部参事　それでは、ス

クールカウンセラーの相談体制の再構築

という御質問に対しまして御答弁申し上

げます。

　スクールカウンセラーは、相談室での

活動、これを行っておるわけなんですけ

れども、これに加えまして先ほど前馬次

長からのお話もございましたんですけど

も、校内でのさまざまないろんなケース

を解決するためのチームに加わったり、

あるいは学校外でありましたら専門機関

との連携とかを進めていく、そういうい

ろいろな専門家の一つとしてスクールカ

ウンセラーを位置づけた相談体制という

ものを構築していこうということでござ

います。これにより課題解決に更に向か

いやすいような体制ができるというふう

に考えております。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　それでは、市民図

書館に係ります御質問について御答弁申

し上げます。

　１点目の選書につきましては、市民図

書館収集方針に基づきまして収集を行っ

ております。収集方針を申しますと、公

立図書館としての役割を十分に配慮して、

広く市民の文化・教養・調査・研究・趣

味・娯楽などに役立つ資料を収集してお

ります。表現の自由・思想の自由を尊重

し、あらゆる思想・信条・宗派に対して

も公平な立場を保ち、資料の選択を行っ

ております。住民の多様な資料要求に応

えられるように、各分野にわたっても幅

広く資料を収集しております。

　また、資料につきましては、図書をは

じめ、即時的な情報源でございます、雑
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誌・新聞等の印刷資料や視聴覚資料など

さまざまな形態のものも収集しておりま

す。

　また、摂津市に関する資料につきまし

ては、幅広く収集しております。それで、

選書の方法につきましては、毎週木曜日

に市民図書館の司書資格を持った職員３

名と、同じく司書資格を持った鳥飼図書

センター職員１名の４名により、毎週１

回ですけども選書会議を行っております。

　そのときに、取り次ぎ販売の株式会社

大阪屋から毎日配達されます現物を見ま

して、選書、見計らいといいますが、こ

れと選書リストによります選書を行って

おります。

　購入冊数につきましては、市民図書館

約５，９８０冊、鳥飼図書センターでは

約３，９００冊となっております。また、

発注・納品につきましては、大阪屋の場

合、納品までに時間がかかりますことか

ら、急ぐ場合につきましては、一週間か

ら１０日ほどで納品されるジュンク堂書

店から購入しております。

　大阪屋とジュンク堂書店との割合は、

大阪屋約６５％に対しましてジュンク堂

約３５％となっております。これも冊数

で申しますと、大阪屋につきましては、

摂津書店会から納品ということで約６，

３００冊、ジュンク堂からは約３，５０

０冊となっております。

　私の方からは以上でございます。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、青少年課

に関わります御質問に御答弁申し上げま

す。

　まず、学童保育室の事故の件数でござ

いますが、平成２１年度は２９件で、平

成２２年度上半期で９件でございます。

それと、わくわく広場のほうが平成２１

年度５件、平成２２年度上半期で４件で

ございます。

　いずれも両事業の指導員に対しまして

は、年１回でございますが、安全講習を

実施いたしております。今後も再発防止

等について、より安全に一層の推進を努

めていきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課に関わります２点について御

答弁申し上げます。

　まず、学校体育施設の件でございます

が、学校体育施設につきましては、摂津

市学校施設等の使用に関する条例、同施

行規則に基づき開放をし、平成１２年４

月１日から、現在のように有料化とさせ

ていただいておるところでございます。

　運動場につきましては、３０分につき

１５０円、体育館につきましては、３０

分につき２５０円の利用料金となってお

ります。スポーツセンターは、平成２０

年５月１日に開設したわけでございます

けれども、同じくスポーツセンター条例、

同施行規則に基づき運用しておりますけ

れども、旧の三宅、味舌小学校の体育室・

運動広場を活用するということで体育室

につきましては、同様に３０分につき２

５０円をいただいておりますけれども、

運動広場につきましては、スポーツセン

ター条例第１条第２項の中で附属施設と

して位置づけておること、暫定活用とい

う形で運用しておることから、現在、無

償とさせていただいておるところでござ

います。

　なお、使用に関する減免制度の適用に

つきましては、学校体育施設、スポーツ

センターとも同じ減免規定でございまし

て、中学生以下で構成される団体が利用

される場合は全額免除、また社会教育関

係団体や社会福祉関係団体が利用される

場合は、４割減免といった制度を適用さ
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せていただいております。

　次に、生涯学習まちづくり推進市民会

議の件でございますけれども、生涯学習

まちづくり推進市民会議は、摂津市生涯

学習推進計画、現在、第２次の計画を立

てておりますけれども、この計画の効率

的な推進に向けて、市民の方々の視点で

生涯学習を考えていただこうということ

で設置しておるものでございます。

　まちづくり推進市民会議の委員構成と

いたしましては、一般公募の方２名、あ

と自治連合会やＰＴＡ、老人クラブ、そ

ういった市民団体の代表者の方６名、学

識経験者の方１名と社会教育委員会議や

公民館運営審議会からの代表、こういっ

た方の代表５名の合計１４名で構成され

ておるところでございます。

　執行状況６７％でございますけれども、

主な要因といたしましては、２回会議を

開催予定しておりましたけれども、その

欠席者がおられたということで、若干執

行率が低くなっておるところでございま

す。

　まちづくり推進市民会議の中では、本

市の生涯学習に関するさまざまな事業に

ついての御意見を頂戴しておるんですけ

れども、先ほど委員からもありました

「遅延・課題有」ということにつきまし

ては、小委員会が開催できなかったとい

うことなんですけれども、私どもは学ん

だ成果を生かす仕組みづくり、例えば出

前講座であったり、リーダーバンク、生

涯学習大学、こういった方々の学んだ後

の地域での活躍の場をその市民目線の観

点から、まちづくり推進市民会議の中で

考えていただきたく計画しておりました

けれども、開催できなかったことにより

「遅延・課題有」とさせていただいてお

ります。

　今後、委員長とも協議しますけれども、

こういった市民のいろんな各種団体が集

まり、生涯学習について議論する場でご

ざいますので、何とかそういった小委員

会なんかも機能させるように取り組んで

いきたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　これで一通りの答弁

が終わりましたかね。

　それでは、続いて安藤委員。

○安藤薫委員　では、２回目の質問をさ

せていただきます。

　校務員共同研修事業につきまして御説

明をいただきました。校務員の方が学校

の施設などいろいろ研修をする中で、快

適な安全な学校の施設のためにご努力を

いただいているということでございます。

　施設面だけでなく、子どもたちの見守

りという点でも、校務員の役割というの

は非常に大きいものがあるのかなという

ふうに思いますが、気になる点は、第４

次行革計画の中にさまざまなアウトソー

シングという考え方が出されてきていま

す。

　私は、学校に関わるような中身につい

て、それから社会教育に関わる問題につ

いて、民間委託というのは、そぐわない

のではないかというような考え方をして

いるわけですが、特に校務員というのが

日常的にも先生と、それから子どもたち

と関わり合いをもって、しかも教育的観

点も持ちながらお仕事をしてらっしゃる

方だと認識しているわけです。

　研修も夏休みの暑い中でやられながら

役に立つ仕事をということで頑張ってお

られるわけで、こういうところに民間会

社が悪いなんていうことは一言もいわな

いわけなんですけど、そぐわないのでは

ないかなというふうに思っておりますが、

その辺の検討状況ですね、どうなってい

るのか参考に教えてください。

　続いて、安全対策事業でございますが、
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受付員の問題については、大阪府が補助

金をつける１年前から摂津市独自で先ん

じてやってきたものであると。

　しかも、その受付員の配置についても

当初なかなか苦労されたかと思いますけ

れども、今お聞きしますと、ボランティ

アの方や各種団体のほうから８７人の方

が配置されていると。

　毎日、子どもたちの通学で門のところ

で立って元気にあいさつされている姿を

見ますと、当初御説明をいただいていた

学校を地域で見守っていく、地域の人と

子どもたち、先生とのつながりという点

では非常に有意義な制度であるなあとい

うふうに改めて感じているところで、今

お話がありましたように、大阪府のほう

の交付金がなくなったとしても継続した

いというお話をお聞きしました。ぜひ、

そのように継続をしていただきたいとい

うふうに思うわけです。

　例えば、幼稚園の受付員についてなん

ですけれども、小学校とはまた異なって

幼稚園は、門から園舎までの距離が非常

に短いと。

　しかも、男性の先生が少ないですし、

子どもたちも大変小さいということで、

何かあったときというのは非常に心配さ

れるわけで、この間何度も議論してきた

わけです。死角というんですかね、非常

に死角も多いわけですが、その点で受付

員と、それから幼稚園の先生との連携は

どのように取られているのか。

　以前、小学校と幼稚園が隣接している

ということで、小学校と幼稚園で兼務さ

れているというお話をお伺いしたような

記憶があるんですんけれども、今、現状

について教えていただきたけたらなと思

います。

　新入学用品支給事業でございます。新

聞でも報道されておりますが、子どもた

ちが、来年の４月から幼稚園や保育所か

ら今度は大きな小学校のほうに入学し、

ランドセルをもらうということで非常に

胸を膨らませて入学を待っているという

ような、非常にいいことだと思います。

　意義については、お祝いの気持ちを示

すとともに保護者の負担軽減ということ

で、昭和４９年からはじまったというこ

とで、その間財政的な理由で大分支給の

品物も減ってきてはいるんですけども、

これは市として、摂津市が子どもの安全

を守ろうとか、安心を守ろうとか、子ど

もたちをみんなで見守っていこうという

ような思いを、子どもたちに直接伝える

という意味では非常にいいものだと思っ

ています。これの継続もぜひお願いした

いんですけども、

　例えば、これは市内の小学校に通う子

どもたちだけでなく、さまざまな事情に

よって市内の小学校以外に通っておられ

る市内の児童もいらっしゃる。

　例えば、私立の小学校であるとか、支

援学校に通うお子さんであるとか、そう

いう方についてもやはり摂津の子どもと

いうことで、そういうお祝いの気持ちや

負担軽減の品物について考える必要があ

るのかなと思いますが、現段階でその点

についてはどんなふうになっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、小中学校通学区事業でござ

いますが、通学路について毎年４月に学

校やＰＴＡ等で検討してもらっている。

　ずっと同じところであれば検討する必

要がないところもあるのかもしれません

が、学校、それからＰＴＡがそれぞれの

通学路というのをどれぐらい現実問題と

して把握されているのかどうか、という

点でいうと少し疑問な部分もあるんです

ね。その点、その通学路というのを学校

の先生たちがきちんと把握されているの
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かどうか、もう一度お聞かせをいただけ

ないかなと。

　それから、危険箇所の把握・対策につ

いては、基本的には地域・保護者で面で

子どもたちをみていくというのはそのと

おりだと思います。

　それで、交通上の非常に危険な箇所と

いうものについて、補完的な意味合いで

専従員を置くんだということも理解でき

るわけでございますが、この間の子ども

を取り巻くさまざまな問題が起きて、最

近少し当時の過剰反応とまではいいませ

んけども、ちょっと気にし過ぎる部分と

いうのもあったという部分もあるのかも

しれませんけれども、しかし車の問題と

か交通安全の問題でいうとたくさん危険

なところがあると思うんです。

　そういう危険箇所についてきちんと見

直しをして、そこにきちんと専従員を充

てていく。若しくは、そこは専従員じゃ

なくても地域の皆さんでやっていただく

必要がある。どちらにしても把握してい

く必要があるのではないかなと思うんで

すけども、その点、各学校であるのか、

若しくは学務課であるのか、ＰＴＡであ

るのか、それぞれの学校で、危険箇所を

把握するという仕事というのは、大事な

のではないかと思うんですが、再度お聞

かせいただきたいと思います。

　専従員というのは、危険な場所に立っ

ていただいているわけで、子どもたちを

いかに安全に、例えば道路を渡らせるの

か、車に待ってもらう、自転車に待って

もらう、若しくは子どもを止めて自動車

や自転車を通過させる、結構判断力が要

る難しいお仕事だと思うんですけども、

専従員のそうした交通専従員として、ま

た子どもと接するという意味合いでそう

いう学習をする場であるとか、研修をす

る場というものが保障されているのかど

うかですね、併せてお聞かせいただきた

いと思います。

　新型インフルエンザ対策事業について

は、昨年の大流行の中でいち早く対応を

されたということを御説明いただきまし

た。

　今年度は、昨年のように春から新型イ

ンフルエンザの流行というのは聞きませ

んが、これからまたさまざまな流行性の

疾患等の危険性とかいうのもあるかと思

います。今年度の備蓄の状況等、ぜひお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、修学旅行の看護師の派遣に

ついてですけども、新型インフルエンザ

にかかわらず、やはり専門的な知識を持っ

た方が、泊まりの課外活動について同行

するということは、非常に安心安全とい

う点ではいいことだと思うんですけども、

今後の継続について考えていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

　続いて、小・中学校の教職員の配置状

況についてです。講師が不足していると

いうのは本当に大変な状況にあるなと思

います。産休・育休若しくは病欠、先生

がお休みになられた際に直ちに補充の先

生が入らない、若しくは年初当初からも

う既に入ることができないというような

事態というのを幾つかお聞きしているわ

けです。

　学力問題が盛んにいわれている中で、

やはり子どもたちを豊かな教育をしっか

りと保障していくという点では、先生の

確保というのは非常に重要だと思います。

　ホームページ上でも講師の登録などアッ

プされて努力をされているということは

わかるわけですけど、全国的な状況だと

いうことで、なかなか困難な部分がある

と思うんですけど、この講師不足という

のはそもそもどこに原因があるのか、何

が原因なのか、どういう認識をしていらっ
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しゃるのか、その認識の上でどのような

対応をとっていくのかというのが、また

問われてくるかと思いますけど、その点

お聞かせをいただけないでしょうか。　

　今、学校等ＩＣＴ環境整備事業ですね、

繰越明許でことしデジタルテレビが入っ

て、それから電子黒板が入って、学校現

場というのは新しい機材のもとで新しい

教育というような取り組みもはじまって

いますし、小学校で英語をやっていこう

と、ＡＬＴですかね、派遣事業等がある

かと思うんですけども、こういった新し

い教材を活用して子どもたちに豊かな教

育をということでやっていかれるときに、

長期的なビジョンに立って先生たちがき

ちんとしたコミュニケーションであった

りとか、それから派遣されてくるＡＬＴ

の先生との打ち合わせがきちんとできて

いるのか、ＩＣＴについては非常に専門

的な知識も必要になってくると思います。

　そういったものの研修をしたり、どの

ように活用していくのかという点でも非

常に継続的に、しかもしっかりとした人

員を保障した上でやらないと、何か宝の

持ち腐れになってしまうような気がする

わけなんですけども、その点本当に保障

されているのかどうか、人員の確保が非

常に困難だというときに、その辺を心配

しておりますけども、そのＩＣＴである

とかＡＬＴであるとか、新しい取り組み

について、今いる先生たちの研修とか活

用とかコミュニケーション、どういうふ

うにとられるのかお聞かせいただきたい

なと思います。

　スクールカウンセラーについても御説

明をいただいたわけですが、子ども・先

生を含め、今社会の状況を反映して、子

どもたちの中でもいろいろな悩みをかか

えながら学校生活を送っていると思うん

ですけども、スクールカウンセラーの人

数、今現状何人で、これを補強して相談

回数もふやしていくとかいうことが必要

ではないか。場合によったら、私は、各

校一人ずつ配置するっていうのがいいん

ではないかなと。もちろん、財政的な問

題はあるかと思いますが、その点のお考

えをお示しいただけたらと思います。

　それから、小中学校の施設についてで

ございます。普通教室も現状では教科以

外に使っている書庫であるとか、資料室

であるとか、ＰＴＡ室であるとかいろい

ろな形で活用しているので復元も可能に

なってくる。しかも、３５人学級になっ

ても各校一クラスか二クラスぐらいの増

であるので、対応は十分可能だというよ

うなお話をいただきました。

　今後、もし改修・増築ということにな

るとまた多額の費用がかかる問題にもな

ります。一時的に生徒や児童の数がふえ

ても、日本全体の社会として少子化、そ

れから人口減少状況の中でやっぱり長期

的なビジョンにたって、しかも子どもた

ちが少人数学級にも対応した形できちん

と教育を受けられる環境を整備していく

という上では、先を見据えて計画など、

検討もしていただきたい。これは、要望

にしておきたいと思います。

　耐震補強等についても、体育館という

のは地域の避難所でもあるということで

ございます。優先的にということですの

で、２分の１の補助という期限つきのも

のが平成２２年度で終了するということ

でございますけれども、やはり子どもの

安全に関わる問題でございますので、市

町村、各教育委員会、また市長部局、力

を合わせて国に対して補助の継続等、強

く要望もしていただきつつ、前へ進めて

いただきたいということで要望したいと

思います。

　それから、施設面について１点。南千
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里丘のまちづくりが進み、阪急の新しい

駅ができて、２０階建のマンションが５

棟、今建設されて約６００戸弱の住宅が

建設されていると。

　また、新たに高層マンションの建設計

画もあるというようなお話も聞いている

わけで、そこは恐らく摂津小学校、第一

中学校が校区になると思うんですね。

　摂津小学校は、摂津市内の中でも一番

児童数の多いところで、今回も隣の味舌

体育館を廃止にしてそこに給食施設をつ

くって、学校施設を拡充していこうとい

うような計画が進められているわけです

が、新しい大きなまちができるというこ

とで、近隣のその小・中学校への影響は

どのように認識しておられるのか。

　それから、通学区域を変更するという

検討もされるのかどうか、教えていただ

きたいというふうに思います。

　それから、耐震工事でですね、先ほど

も給食の調理場の工事のときでも教えて

いただいたんですが、もちろん子どもた

ちの安全のためにやるものですから、ど

うしても子どもたちや地域には影響は出

てくるものだと思うんですけども、耐震

補強工事をする際に体育館ですので、学

校の体育だけでなく地域の開放事業とか

にも影響してしてくる問題があると思う

んです。その点の対応はどうだったのか。

それをお聞かせいただきたいと思います。

　それから、エアコン設置についてもで

すね、先ほども一教室当たり約１５０万

円ということで、小学校すべての普通教

室に入れるとなると、これも多額な費用

がかかってくると。さきの本会議でもそ

ういう答弁もございましたが、しかし子

どもたちの学習環境改善ということでも

ありますので、これも国に対して補助の

問題等、強く申し入れていただきたいと、

これは要望しておきたいと思います。

　もし、エアコン設置についての国庫補

助の動き等がありましたら、教えていた

だきたいなと思います。

　続いて、小中学校の管理運営事業で、

消耗品費のことについてお聞きいたしま

した。

　財政上の問題等もありまして、少し減っ

てきているというような御説明でありま

した。先ほど、就学援助のときにも申し

上げましたように、基本的には義務教育

というのは無償であるべきだと。これは、

教育基本法に書かれているものですし、

これは国際人権規約、Ａ規約というもの

ですね。Ａ規約で義務教育の無償化条項

がありますが、日本は１９７９年に批准

しております。

　本来は、国の責任等、きちんと義務教

育を経済的な理由によって、その義務教

育を受ける保障を脅かさないような手だ

てをとらなければいけないんですけれど

も、実際的には、完全には無償になって

いないというのは周知のことだと思いま

す。

　文部科学省が、平成２０年度に子ども

の学習費調査というのをされまして、そ

れを見ますと、公立小学校で学校教育費

が平均で年間５万６，０２０円かかって

いると。公立中学校で平均１３万８，０

４４円かかっているということが明らか

になりました。

　摂津市内の小学校でも、もちろん給食

費がありますね。それから、ＰＴＡの会

費がございます。修学旅行積立金などあ

ります。そのほかに、それぞれの学習を

していく上で教材費として、毎月１，０

００円前後別途に徴収されているという

ことがあると思います。

　中学校をみますと、私も最近、「二中

パイロット」というのを配布していただ

いたので、これで見させていただいてい
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るんですけれども、やはりさまざまな無

償化といえども、保護者の負担というの

はかかってきています。

　要らないものにかかっているのであれ

ば、やめればいいんですけれども、要る

ものですので、どうしても徴収しないと

運営できなくなってくるものだと思いま

すが、例えば、中学校１年生ですと、教

材費ですとか、修学旅行の積み立てとか

で、年間５万９，９００円とのことです。

２年生にいきますと、４万９，９００円、

３年生で３万５，９００円ということで、

かなり支払いの負担も生じています。

　貧困格差、これが子どもたちの社会の

中でも影響をしてきて、給食のない中学

校では、お昼の時間に本当に数百円で、

コンビニの本当に栄養価を心配しなきゃ

いけないような物でお昼御飯を済まして

いるような子どもたちがいたり、それか

らその徴収金について支払いが困難になっ

たり、またさまざまな家庭の事情がある

と思いますが、そういう状況でいろいろ

な問題が出てきているわけです。

　保護者の負担をお願いしつつ、しかも

学校によってはＰＴＡの予算の中で、学

校の活動費として幾らかの援助をしてい

るという部分も実態としてあるわけです

ね。義務教育無償化だけれども、きちん

とした教育を提供していこう、保障して

いこうとすれば、やはりどうしてもお金

が必要になってくる。保護者の負担が出

てくるというのが実態としてあるわけで

す。

　一方で、財政は苦しいけれども、財政

が苦しいということで、その消耗品費な

んかはもうプリントとか、そういった印

刷代とか、本当に消耗品になっているん

ですけれども、そういったものが削られ

ていっているということで、保護者負担

がまたふえていくということになりはし

ないかという心配があるわけですが、学

校の教育や運営上、必要なものについて

は、保護者の負担軽減という観点、また

は、義務教育は無償だという観点からいっ

て、しっかりとした予算に組み込んでい

くということは必要ではないかと思うん

ですけれども、現状の保護者の負担がど

うなっているのかという認識と、予算を

しっかり組んでいくということについて

の見解を聞かせていただきたいと思いま

す。

　就学援助金制度についてでございます。

大橋課長から個人的な思いも含めてです

ね、御答弁をいただきました。転換点に

あるというようなお話でございました。

　もちろん、その財政の問題、それから

２００５年からでしたでしょうか、準要

保護に対する国庫補助が廃止になって、

それによって地方自治体の負担によって

就学援助金制度を守らなければいけない

というような事態になってきたことによっ

て、自治体によっての格差、財政状況の

格差がそのまま就学援助金制度の格差に

なっているというのも、そのとおりだと

思います。

　そんな中で、摂津市の就学援助金制度

は、生活保護世帯とのボーダーの人たち

を救うための制度ということだけでなく

て、子育て支援の一環という柱として、

制度を後退させずに頑張ってこられたわ

けで、結果、大阪府内でも認定率が非常

に高くなっています。これは、もちろん

扶助費がふえるということですから、財

政は使うかもしれませんけれども、摂津

の子どもたちの、先ほども保護者の負担

が大きくなっている中で、就学援助金制

度によって、それを補てんすることがで

きるというものですから、非常に重要な

ものだと思うんですね。

　財政力の差があるから、市町村によっ
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てばらつきがあるので、本来、国がやる

べきだということで国に渡してしまって、

市町村が今までの責任を放棄してしまう

という考え方は、また違うのではないか

なというふうに思います。

　その点で改めて、その基準についての

見直し、どういう状況になっているのか。

生活保護基準で、現在１．３倍になって

おりますが、それを仮に見直しをして、

認定基準切り下げをするとすると、大体

どのくらいの影響額を見込んで今、検討

されているのか。どのくらい受給されて

いる世帯に影響があるのか、その点の御

認識をお聞かせいただきたいと思います。

　給食器具費でございます。スチームコ

ンベクションオーブンについては、もう

お昼でございますので、非常にいい香り

もするような答弁でございましたが、ぜ

ひこれは広げていただきたいというふう

に思います。

　調理室のドライ化工事について御説明

もありましたが、今後のドライ化工事を

進めていく上で、できる限り児童や教育

活動等に影響がないような形で努力をし

ていただきたいと要望しておきます。

　それから、調理業務の民間委託です。

平成２０年に鳥飼西小学校で、はじめて

調理業務の民間委託がはじまりました。

平成２１年度には、鳥飼北小学校の調理

場がドライ化されて、衛生面でも非常に

いい形で新しい調理場ができ、平成２２

年４月から民間委託をしていくというこ

とで、地元への説明であったり、ＰＴＡ

への説明であったりというようなことが

行われ、半年弱で民間委託がはじまった

わけですが、その点の説明の過程等、そ

れから業者の選定について、どのような

形で選定が行われていったのか、民間委

託１年目となっている鳥飼北小学校の今

年度の検証についても、できましたら参

考に教えていただきたいと思います。

　いじめと不登校についてです。本当に

社会を反映しているという部分もあると

思いますが、やはりいじめ・不登校・暴

力がないにこしたことはありませんし、

それを起こさないための努力、それから

起きたときの対応というのは、非常に重

要だと思います。

　不登校や暴力行為について、複数対応

であったり、スクールソーシャルワーカー、

スクールカウンセラーの方々とチームで

対応されているということであります。

人員が非常に少ない中で、さまざまな仕

事が学校現場にいって、どうしてもしわ

寄せ、しわ寄せという言い方がいいのか

わかりませんが、その対応を学校任せ、

担任任せにならないような対応を、ぜひ

していただきたいというふうに、要望を

しておきたいと思います。

　教職員の服務規律の徹底については、

多く申し上げるまでもなく、しっかりと

徹底をしていただきたいと思います。同

時に、子どもの教育や安全、命に関わる

問題について、熱意を持って取り組んで

いただくために、萎縮されるようなこと

のないように、取り組んでいただきたい

というのは、つけ加えておきたいという

ふうに思います。

　セクシャル・ハラスメントについても、

事象はないということで、ほっとしたわ

けですけれども、先生同士、それから保

護者との関係、とりわけ先生と児童・生

徒との関係は、よくテレビのニュースな

んかでも本当に目を覆いたくなるような

事件、事象が報道されています。

　信頼されるべき、信頼するべき先生か

らもしセクハラであるとか、パワハラが

あったときに、相談するところというの

は、恐らくよっぽどなことがないことに

は、子どもたちは相談場がないんじゃな
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いかなと思いますね。親にも言えない、

先生は同じ先生同士だから、先生にも相

談できないという事態が起こりかねない

と思います。

　そういう点では、スクールカウンセラー

とか、給食の調理員とか、学校に関わっ

ている方というのは、そういった声を聞

く非常に重要なつながりだと思います。

　そういう点で、スクールカウンセラー

の問題では増員ということでお願いでき

ないかなということを申し上げましたけ

れども、そういったことも含めて、ぜひ

絶対に起きないように研修やお互いのチェッ

ク体制をしていただきたいと思います。

　それから、気になることをお聞きした

んですけれども、先生の言葉遣いで、非

常に暴力的な、非常に乱暴な言葉遣いで

子どもに接している、もちろん子どもと

教師との関係の中で、フランクにお話を

するという場があるにしても、子どもた

ちの中で暴力行為が起きているような状

況の下で、そこに対してまた先生からも

暴力的な、若しくは乱暴な言葉遣いが起

きると、学校全体にしても、雰囲気の問

題、それから暴力行為を助長するような

形にもなりかねないのではないかという、

危惧をしております。その点についても、

ぜひ注意をしていただきたいというのは、

要望としたいと思います。

　学力定着度テストでございます。定着

度テストの成果をお話しいただいたわけ

です。これもこの間、何度も議論をして

きた問題でございますので、多くはお話

ししませんが、定着度テストによって、

効果がわかるんだと。経年の変化もわか

るんだということでございます。せっか

くやられたものについて、どのように教

育に生かせていかれるのか、きちんと進

めていただきたいとおもいます。

　全国学力一斉テストについても、習熟

度を把握して、順位とか競争ではなくて、

摂津の子どもたちの置かれている状況と

か、そういうのを把握する中で、対策を

打つんだということでありますので、情

報発信として、教育改革フォーラムをさ

れたり、説明会をされています。参加者

が非常に少ないというのが残念なのかも

しれませんけれども、そういったものだ

けでなく、学校の教育の中身についての

情報発信というのは、今後ともぜひ積極

的に行っていただきたいと要望したいと

思います。

　それから、１点お聞きしたいのは、大

阪府の学力テストというのがあって、し

かも、大阪府の学習指導ツールというも

のもあると。これは、教育を進めていく

上で、学習をしていく上での補助的な指

導ツールだというようなことで認識をし

ているんですけれども、これが、大阪府

からおりてきたので、各現場での押しつ

けということになってしまうと、それぞ

れの現場、それぞれの子どもに対しての

学習習熟度状況に適さない場合もあるの

ではないか。

　例えば、府の学力テストをやる期間と

いうのは決まっているので、早い段階で

テストをやったときに、採点をしてすぐ

に返して、その状況を子どもと何ができ

てないかというのをチェックすれば、学

習能力を高めていく、学習の効果がある

と思いますけれども、そういった制約が

あるもとで、学力テストのときもそうだっ

たんですけれども、返すのが時期を逸し

てしまえば、子どもにとっては何も響か

ないテスト結果になってしまうのではな

いかなというふうに思うわけですけれど

も、府の学力テストについて、どのよう

な活用方法、それから、どのような現場

への提供の方法になっているのかについ

てお聞かせいただきたいと思います。

－28－



○柴田繁勝委員長　安藤委員、まだ大分

かかりますか。

○安藤薫委員　そうですね。

○柴田繁勝委員長　それでは、引き続き

質問を受けて、休憩時間を若干ずらすと

いうことでよろしいですか、委員の皆さ

ん。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　では、そういうふう

にします。

　それでは、安藤委員、続けてください。

○安藤薫委員　継続させていただきます。

　図書館につきましては、お話をいただ

きました。標準の冊数で、中学校のほう

はやや足りないということでございます

ので、その冊数もそうですし、その中身

についてもよく吟味をしていただいて、

それから兼任の司書教諭の方と学校読書

活動推進サポーターの方との連携をとっ

て、子どもたちの読書活動をサポートし

ていただくよう要望したいと思います。

　それから、学校図書館と市民図書館、

それから鳥飼図書センターとの連携につ

いても、評価報告書の中で触れられてお

りましたので、その点の取り組みについ

てもお聞かせいただきたいと思います。

　それから、副読本と補助教材について

です。「にんげん：ひとシリーズ」は、

平成２０年５月に大阪府からの通知で、

一人ひとりへの配布から学校配布で保管

をされていると。人権教育については、

「にんげん：ひとシリーズ」ということ

に特定するのではなくて、いろいろな形、

いろいろな教材を使って、進めていって

いるんだというようなお話であります。

　かつて、副読本「にんげん」が各子ど

もに配られて、それがその一つの教材に

よって人権教育が行われていた。かつて

は同和教育と言われておりましたけれど

も、そういった中身でなく、幅広く人権

教育をやっていくという点で、今後も幅

広い教材をそれぞれの現場にあった形で

やっていただきたいなというふうに思っ

ております。

　それから、道徳の「心のノート」です

けれども、補助教材としてその中身につ

いて活用していくんだということでござ

います。市民道徳を子どもたちが身につ

けていくというのは、社会を構成してい

く大人をつくっていくという、人格形成

をしていくという意味では、私も非常に

重要なことだと思います。同時に、道徳

というのは、これがいいことだ、これが

悪いことだというような決めつけという

のは、今度は子どもたちの考える力とい

うのを奪っていくのではないかというよ

うな考えを持っているわけなんです。

　そういう点では、その道徳教育につい

ても、「心のノート」というものに固執

せずに、幅広い教材の中で、市民道徳を

身につけていくという、もちろん学校だ

けでなくて、社会であるとか、卒業後の

生活の中で身につけていくものとしての

幅広い、長いスパンを持った道徳教育に

していただきたいなという思いを申し上

げておきたいと思います。

　続いて、こども園につきましては、平

成２１年度は交流を中心に行ってきたと

いうことでありますが、いよいよ平成２

４年の４月に向けて改修工事等もこれか

らはじまってくると思います。

　べふ幼稚園の改修をするに当たっては、

園児であるとか、増築の際には仮設の園

舎の問題も出てくると思います。お隣が

別府小学校があると思いますが、その辺

の改修計画は今どのようになっているの

か、現状をお聞かせいただきたいという

こと。

　それから、はじめての幼保一元化の施

設という形になります。今、保育士と、
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幼稚園教諭との交流、園児との交流になっ

ていると思いますけれども、地域での子

育て支援の拠点にでもなる施設というこ

とになりますから、やはり子育て世代、

それから地域の皆さん、幅広く意見を聞

いたり、現状を報告したりすることが必

要だと思いますけれども、そのお考えを

お聞かせください。

　学童保育についてですが、厚生労働省

の報告事故の件ですね。１位は遊具から

の落下。ボール遊び中の衝突、転倒、児

童同士のふざけ合い、階段からの転落と。

　子ども同士のことであり、子どもも元

気で、外で遊ぶ中で、けがというものは

どうしてもつきものでありますけれども、

特に、低学年の事故、けがが多いという

ことでもありますので、その点の人員の

配置などは適切なのかどうかということ

もお聞かせいただきたいと思います。

　義務的な中身ではありませんが、学童

保育のガイドラインが示されて、集団規

模はおおむね４０人程度までとするとさ

れています。国庫補助の基準は、最大７

０人というふうにされていますから、こ

の間７０人を超すような学童保育につい

ては、２教室に分かれたりとか、いろん

な対応をとられて、努力は評価したいと

思うわけですけれども、一方で、ガイド

ラインの中では１人当たり１．６５平方

メートルという生活スペースも望ましい

とされておりますので、その点の学童保

育の状況ですね、施設面での状況、それ

から指導員の配置の状況、それから集団

の規模・状況についてもどのようなお考

えなのか、併せて待機児童数はどうなっ

ているのかもお聞かせいただきたい。

　それから、平成２２年度からはじまり

ました保育料、口座振替になってきたと

思います。参考までに、その口座振替の

事務手続であるとか、周知であるとか、

現状をお聞かせいただけたらと思います。

　学校体育施設につきましては、ご説明

をいただきました。スポーツセンターの

グラウンドについては附属施設であるし、

暫定的な利用ということでの無償だとい

うことでありますが、地域で旧小学校の

施設として開放授業としても活用されて

きたものであるし、小学校の跡地をぜひ

残していただいて、活用してほしいとい

うような市民の声も非常に強くあるとい

うふうに聞いておりますので、その点も

ぜひ考えていただき、また摂津市のその

生涯学習スポーツの観点から、体育館や

グラウンド、スポーツ施設が減ってきて

おりますので、非常に有効なスペースと

いうことで、ぜひその活用について前向

きに検討していただきたいと思います。

お考えをお聞かせください。

　最後ですが、生涯学習まちづくり推進

市民会議の件についてですけれども、

「遅延・課題有」というようなことがあ

りました。生涯学習推進計画は１７０数

項目、教育委員会生涯学習スポーツ課の

みならず、全庁的に取り組んでおられる

計画だと思います。その進捗状況も管理

しながら、全庁的な取り組みとして、ぜ

ひ進めていくということを要望しておき

たいと思います。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩をいたしま

す。

（午後０時１６分　休憩）

（午後１時１５分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　それでは、安藤委員の２回目の答弁を

お願いいたします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら、４点の御質問に対し答弁させていた

だきます。

　まず、１点目、校務員の民間委託とい
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うことで、第４次行革の御質問だったと

思います。校務員につきましては、現在、

第４次行革を進めておるところでござい

まして、原則、サービス面、経費面とも

に民間のほうが優位ということでござい

ましたら、学校校務員の民間委託につい

ても協議を進めていかなければならない

ものと、そのように考えております。

　続きまして、幼稚園の受付員というこ

とでございます。委員ご指摘のとおり、

幼稚園の職場におきましては、女性職員

が全員でございます。したがいまして、

受付員の方もできるだけ男性のボランティ

アの方に行っていただくようしておりま

す。

　また、受付員と教員との連携は、十分

に密にとっておる状況でございまして、

また安全面を考えまして幼稚園で何かあっ

た場合には、幼稚園の職員室から緊急の

ボタンを押すことによりまして、隣接す

る小学校の職員室に警報が鳴るような仕

組みをつくっておるところでございます。

　続きまして、ランドセルの件でござい

ます。私立学校に通っている子どもにつ

きましては、私立学校でご使用になる決

まった標準かばんといいますか、という

物があろうかと思いますので、そちらの

ほうをお使いの方がほとんどかと考えま

す。

　あと、このランドセルを配布いたしま

すそのご案内の案内文でございますけれ

ども、就学前健診の中で案内状を、ラン

ドセルの配布表をですね、それを同時に

入れさせていただいて、新１年生の方に

通知するようにしております。

　したがいまして、支援学校等にお通い

になる方々につきましても、校区での進

学される小学校のほうにおきまして、準

備させていただいておりますので、保護

者の方、必要ということでありましたら、

ランドセルのほうですね、お使いいただ

けるようになっております。

　また、直接教育委員会総務課のほうに

でも来られる場合もございます。そういっ

た場合でもランドセルを配布させていた

だいております。また、転入者の方につ

きましても、ご希望がございましたら、

ランドセルを配布させていただいており

ますので、御理解をよろしくお願いいた

します。

　続きまして、耐震工事に伴います学校

開放での対応ということで、体育館等、

耐震工事の期間どうなのかということで

ございますけれども、一応学校開放につ

きましては、学校教育の行事等が一番優

先ということで御理解いただいて、学校

開放をさせていただいておりますので、

工事期間中につきましては、その旨、前

もって開放委員会等で学校のほうから通

知していただきまして、閉鎖という形に

なろうかと思います。

　あと、どうしても運動場ですね、グラ

ウンドの面につきましても、子どもたち

の安全面を考えますと、工事エリアとい

うことで、資材置き場等のエリアも使用

することになりますので、グラウンドの

開放につきましても、一定開放団体の方

に理解を得ておるところでございます。

　最後に、消耗品の予算組みということ

の考えはないかということでございます

けれども、この経費節減ということにつ

きましては、教育委員会のみならず市全

体での需用費削減ということでしておる

ところでございます。

　したがいまして、学校関係の需用費、

消耗品関係につきましても、一定削減が

続いているところでございますけれども、

その分につきまして学校運営に関しまし

て、必要となる消耗品関係も節約に努め

しておるところでございますので、その
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需用費、消耗品が減ったということで、

保護者から負担いただいております教材

等の個人的負担となります徴収金の増額

には影響はないものというふうに考えて

おりますので、御理解をお願いいたしま

す。

○柴田繁勝委員長　続いて、大橋課長。

○大橋学務課長　それでは、学務課に関

わります２回目の御質問に御答弁申し上

げます。

　まず、通学事業ですけれども、通学路

の選定につきましては、できる限り安全

な道を選定する。また、交通量であった

り、道路の形態であったりというのは変

化を生じるものでございます。

　また、危険箇所の認識につきましては、

小学校６年生の保護者の方と小学校１年

生の保護者の方では、相当大きな違いも

あると思います。

　そういったことからすれば、その選定

につきましては、ＰＴＡやこども会等の

地域の方々が中心になって、その地域の

実情を踏まえ、選定していただくことが

一番適切であるというふうに認識をして

おります。

　また、その選定いたしました通学路に

つきまして、子どもたちに指導をしてい

ただくというのが一番ふさわしいという

ふうに認識をしております。

　専従員の業務の部分の指導研修につい

てでございますが、専従員も毎年変わら

れるケースもございますし、最低年に１

回は学務課のほうから機会を設定して、

そういった業務の内容等についてお話を

させていただいておりますし、春の交通

安全週間のときに学校で児童を対象とし

た交通安全教室を実施しておりますので、

そこに参加をしていただいて、状況、実

情等についての把握をしていただいてお

ります。

　次に、新型インフルエンザでございま

すが、備蓄の状況ということでございま

すが、学校に配布させていただいた大き

な物としては、保健室に各１台の空気の

清浄器であったり、マスクと消毒液があ

るわけですけれども、マスクにつきまし

ては、啓発用として昨年、児童に１人１

０枚、配布させていただきました。それ

と同数を、現在、学校で備蓄しておりま

す。加えて、同数を教育委員会でも備蓄

しております。

　消毒液につきましては、各校園２０リッ

トルの消毒液を配布させていただきまし

て、その同数を教育委員会で備蓄してお

ります。

　ですから、来年度ぐらいまではその消

費期限といいますか、その部分含めて、

十分対応はできるものというふうには考

えております。

　次に、南千里丘地区の４３階建てのマ

ンションの計画に関連する御質問でござ

いますが、現在進んでおりますＡ街区の

５８６戸の２０階建てのマンション、こ

の部分について売り主である三井不動産

に協力をいただきながら、入居予定の方

にアンケートを実施させていただきまし

た。まだ契約者数は５８６戸で、約５割

程度という状況ではございますが、その

アンケート結果を見る限り、来年度３月

入居の方の分については、大きな影響は

ないというふうに考えております。

　ただ、来年度以降の計画で進んでおり

ます、４３階建ての５８６戸の高層マン

ションの部分につきましては、Ａ街区の

５８６戸の今後の推移と、販売がはじまっ

てからのＢ街区の４３階建ての部分の推

移も確認をしながら、通学区域の変更等

も踏まえ、検討を進めていきたいという

ふうには考えております。

　次に、就学援助事業でございますが、
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基準の見直しの考え方でございますが、

就学援助につきましては、多くの自治体

で生活保護基準額の１．３倍から１．０

倍というところで、認定基準を設けてお

ります。

　したがいまして、現在のところ、見直

しの考え方といたしましては、現在摂津

市が１．３倍を用いている部分、１．３

倍というものを他市並の１．２倍や１．

１倍に、どこに位置づけるかというとこ

ろで検討を進めることになろうかとは思っ

ております。

　その部分の影響額、影響人数でござい

ますが、平成２０年度の決算をベースに

したごく粗いシミュレーションですけれ

ども、仮に１．３倍を１．２倍にしたと

きの影響額、削減額ということになりま

すが、１，０００万円ちょっと。これを

１．０倍までもっていきますと、２，６

００万円程度の影響額、削減額というこ

とで考えております。

　対象人数なんですけれども、影響を受

けられる人の数ということですけれども、

１．２倍の場合で約２００名、１．０倍

にしますと５４０名程度が影響を受ける

ということでは考えております。

　今後、国のほうでも就学援助の議論が

されているようですので、その辺の推移

も踏まえ、基準をどうするのかとともに、

先ほども御答弁申し上げたんですけれど

も、援助額についても検討を加えていき

たいというふうに考えております。

　次に、給食調理場の民間委託の件でご

ざいますが、説明責任ということでは、

当然きっちりと説明をして、理解をして

いただく必要がございますので、今後と

も委託の部分については拡大という方向

が行革計画の中で示されておりますので、

そういう場合については、きちんと説明

をさせていただきたいというふうに思っ

ております。

　鳥飼北小学校の場合は、少しスケジュー

ルがタイトになって、その辺のご指摘も

いただいている部分がございますので、

その辺は今後十分踏まえながら、進めて

いきたいというふうに考えております。

　業者選定ですけれども、業者選定につ

きましては、鳥飼西小学校と同様に、単

純にその金額だけで選定する入札方式で

はなく、金額とともに受託する内容です

ね、その職員の配置の人数であったり、

配置する職員の経験であったり、そのあ

たりを加味し、トータルで選定するとい

うプロポーザルの方式をとらせていただ

きました。

　その際、金額とそれらの内容を検討す

る中で、実際に配置していただける職員

のこれまでの学校給食の経験と、人数の

部分で双葉給食が最も適しているという

ことで、選定をさせていただいておりま

す。

　検証の部分につきましては、第１回目、

初年度の検証を１１月４日に予定をして

おりますので、そのときに検証をしてい

きたいというふうには考えております。

　最後に、こども園でございますが、こ

ども園の工事の進捗等でございますが、

当初は、仮設ということも検討しておっ

たんですけれども、やはり仮設というこ

とになりますと、費用の問題も含め、あ

まり好ましい状況ではないということも

ございましたので、小学校のほうとも話

をして、協力いただける方向で、現在、

調整を進めております。ですから、仮設

については、基本的には実施しないとい

うことでは考えております。

　地域の方々の御意見を伺うということ

についてでございますが、これについて

は、こども園という部分だけではなく、

現在、進めております検討委員会が、就
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学前の教育の充実という部分で進めてお

ります。その一つの手法として、こども

園があるというふうには認識しておりま

すので、こども園単体ということではな

く、就学前の教育の部分で、これから広

く市民の皆さんの御意見も頂戴しながら、

進めていきたいというふうには考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、安藤

委員の２回目の御質問に御答弁申し上げ

ます。

　まず、小中学校の教職員配置の問題で

ございます。講師不足、その原因はどこ

にあるのか、どのように認識しておるの

か、そのようなお問いでございましたが、

一番大きな原因は、財政状況等から、定

数増がなかなか行われておらない、その

ようなことがあろうかと思います。定数

としてきちんと教員数を確保していけば、

このような講師不足は一定防げるのでは

ないかと思っております。

　また、児童数、生徒数そのものは、長

い間、自然減の状況でございます。そう

いった中で、教員を一定採用し過ぎると、

いわゆる過員状況が発生します。そのよ

うな状況で、非常に人事上、悩ましい状

況を生み出すことになります。ですから、

財政状況あるいは児童数、生徒数の問題

がこの背景にはあると考えております。

　しかし、学校は、子どもに向き合う時

間を十分に確保することが必要でござい

ます。概算要求等を見ておりましたら、

ようやく１０年ぶりに教職員定数改善計

画の策定案が出されておりました。私ど

もといたしましては、やはり学校教育の

充実のために定数確保へ向けて、さまざ

まな場で要望を出していきたいと、その

ように考えております。

　現在、ＩＣＴ教育、あるいは小学校の

英語活動、このグローバルな世界に対応

できるような力を子どもにつけるために

どうしていけばいいか、大きな課題がご

ざいます。その中で、定数として配置さ

れておる教員が十分に話し合い、また研

修し、協議の場を確保することが重要で

あると考えております。

　とりわけ、私は、ベテラン教員がこの

新しい課題に対して対峙することが重要

である。若い教員だけに任せてしまうこ

とがないように、方法は新しいものが入っ

ておりますが、教育そのものは普遍な部

分もございます。そういう意味では、ベ

テラン教員の力を今一度、十分発揮して

いただきたいと、そのように考えており

ます。

　続きまして、府の学力テストに関わっ

てございます。ご承知のとおり、この府

の学力テストは、学習指導ツールを活用

した授業改善のための事業として、モデ

ル授業、ワークブック、単元別テストと

並んで学校へ導入されておるものでござ

います。学校の授業改善のために、学校

は、現状の課題に照らし合わせて必要な

ものを選択し活用していく、そのような

状況になっております。

　本市の学力向上プラン推進事業、市町

村支援プロジェクト事業を活用してのも

のでございますが、その市町村支援プロ

ジェクト事業活用に当たっての計画書に

おいても、これらのツールを活用するこ

とが必須として入っておりますが、それ

ぞれの学校の取り組みにあわせて、必要

な部分を活用するように、そのような計

画を立てておるところでございます。

　なお、府の学力テストにつきましては、

実施後、教員が採点し、返却し、また今

後の指導に生かしておる状況でございま

す。

　しかし、さまざまなテスト、ワークブッ
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ク等がございますので、府の学力テスト

が十分に活用されていない状況がござい

ますが、一つのツールとしては、現在、

活用されておる状況でございます。

　次に、学校図書館と市民図書館の連携

でございます。

　学校図書館に配置をされております、

読書活動推進サポーターの研修を行う際

に、市民図書館と連携して行ったことも

過去にございます。また、市民図書館で

の団体に対しての貸し出しを活用し、１

００冊単位で本の貸し出しを行っていた

だいておりますので、それを学校が利用

することもございます。現在、申し上げ

られる連携状況は、以上のとおりでござ

います。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、青少年課

に係る４点の質問にお答えします。

　人員配置につきましては、定員４０名

で２名の指導員を配置しております。４

０名を超える部分につきましては、人数

に応じ、また支援を要する指導員につき

ましても加配をしております。現在の配

置は、適正配置と青少年課としては考え

ております。

　それと、２点目、部屋の大きさの件で

す。放課後児童クラブのガイドラインの

スペース、一応、一人当たり１．６５平

方メートルがおおむね良好ということな

んですけども、本市の状況の件でござい

ますが、全体の平均としまして、平成２

２年度で１．７８平方メートルを確保し

ております。ちなみに、平成２１年度で

いきますと、１．８０平方メートルにな

ります。

　それと、待機児童の件が３点目だと思

います。待機児童につきましては、平成

２１年４月１日現在で２１名おりました。

待機している主な理由というのは、１月

の一斉受付時に、保護者の方が申請を忘

れていたというケースもかなりあるよう

に聞いております。この平成２１年度に

ついては、１１月１日で、すべてのホー

ムで待機児童を解消しました。

　平成２２年４月１日現在の待機児童は、

７名でございます。これも昨年と同様、

理由等聞いているわけなんですけども、

一斉受付時に申請を忘れたとか、あと３

月末で退職するということを言っておら

れたんですけれども、それができなかっ

て、申請をされて待機になってしまった

ということになります。１０月１日現在

で、７名でございます。ただ、これは、

今のところ千里丘ホームのみの待機であ

りまして、他のホームにつきましては、

逆に欠員が生じております。

　口座振替についてでございますが、３

月のときに口座振替の説明をさせていた

だいているんですけども、４月１日に手

払いの納付書をお送りする際に、９月か

ら口座振替を予定しておりますという文

面を出しております。実際に口座振替を

実施させていただいたのは、事務手続上

等がございまして、１０月になっており

ます。８月９日に保護者あてに口座振替

の依頼をしまして、９月２１日に開始通

知をさせております。

　人数につきましては、４月１日現在の

納付義務者４７７名中、１０月のときに

７３件、１１月に引き落としですね、こ

れが３８件、合計しますと、２３．２７

％の方が口座振替を希望されております。

○柴田繁勝委員長　以登田所長。

○以登田教育総務部参事　それでは、私

のほうから２点、ＩＣＴの研修に関わっ

てとスクールカウンセラーの配置につい

てのお話をさせていただきます。

　ＩＣＴ教育の研修につきまして、市全

体で集まって行います集合研修と、それ
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から学校単位でする研修というふうな二

本立てで考えております。

　ＩＣＴ機器の導入研修、そして使用ソ

フトの研修、教材ソフトの研修などを計

画しておりまして、学校現場での有効な

活用を進めていきたいと考えております。

　スクールカウンセラーの配置について

でございますけども、小学校が市費、中

学校が府費のスクールカウンセラーを当

てておりまして、１週間当たりで１日の

配置ということでございます。小学校、

中学校とも、各校に１名ということでご

ざいます。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課に関わります２回目

の御質問に御答弁させていただきます。

　スポーツ振興の観点から、スポーツセ

ンターの活用ということでございますけ

れども、スポーツセンターは、スポーツ

関係団体の試合や練習会場、こういった

ものといたしまして、平成２１年度には、

三宅・味舌スポーツセンターを延べ５万

７，７４５人の方にご利用いただいてい

る施設でございます。

　体育室につきましては、恒久施設とし

て位置づけておりますけれども、運動広

場につきましては、売却等を視野に入れ

た関係から、平成２３年３月末までの暫

定活用となっておるところでございます。

　スポーツ振興を所管いたします生涯学

習スポーツ課といたしましては、スポー

ツ関係団体の活動場所を確保するという

こと、また市内の社会体育施設の中では、

体育室と運動広場が一体となった唯一の

施設であるといった、こういった特性も

含めまして、暫定期間の延長を進めてま

いりたいと考えておるところでございま

す。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　交付金の国の動きとい

うことで、小学校のエアコンで１点抜け

ておりました。申しわけございません。

　このエアコンの交付金に関しましても、

国のほうでは安全・安心な学校づくり交

付金の中に位置づけられておりますけれ

ども、文部科学省のほうは、やはり学校

の耐震化を重点的に置いた配分となって

おる関係上、優先順位的には低いという

ことでの情報を得ております。

○柴田繁勝委員長　これで２回目の答弁

が終わりました。

　それでは、安藤委員。

○安藤薫委員　３回目になりますが、校

務員共同研修事業に関わって、校務員も

例外なく民間委託の検討の一つだという

ことでございますが、優位性というもの

は、お金ではかれるものと、教育的観点

であるとか、地域でのつながりというこ

ともあると思いますので、その点をぜひ

加味した形で検討していただきたいと思

います。

　続いて、安全対策事業についてですが、

幼稚園の受付員の状況もお聞かせいただ

きました。連携を、ぜひ、とっていただ

きたい。もちろん、何もないことにこし

たことがありませんし、幼稚園は園舎か

ら門までも近いです。

　それから、地域の人たちもよく通る往

来の多いところですので、小学校にしろ

中学校にしろ幼稚園にしろ、どれだけ地

域の方々に見守っていただいて、一緒に

その地域で活動できるかということが問

われてくるかと思いますので、地域への

働きかけ、それから開かれた園・学校と

いう形で、受付員の皆さんとも力を合わ

せて、何らかが不幸にも起きた場合、起

きないようにしてほしいんですけど、起

きた場合についてもきちんと対応できる

ように、日頃から調整を図っていただき
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たいというように要望したいと思います。

　新入学用品支給事業でございますが、

私学の小学校へ行かれる場合は、それぞ

れの指定のランドセルもあるということ

で、その他については、希望があればお

渡しできるということだと思います。ぜ

ひ、知らない方もいらっしゃると思いま

すので、周知していただきたいというふ

うに思います。

　お祝いの気持ちと負担の軽減が、ラン

ドセルという物での支給ですから、例え

ば、私学の方が、ランドセルは違うけど

も、同じような形でこういったものをお

願いできないかなというものはどうなの

か。同じぐらいの額のものをお祝いの気

持ちで、近くだけど何かあったらいつで

も市の教育委員会にご相談くださいとい

う意味合いで、何かアプローチをとるよ

うな形があり得ないのかなということを

ちょっと思っているんですが、その点も

コメントをいただきたいと思います。

　通学区域についてですけれども、基本

的には、通学路の選定については、一番

よくわかっている保護者やＰＴＡや地域

の人たちと力を合わせてということだと

思うんですけども、その中で、交通安全

上、非常に問題があるというところにつ

いて、ボランティアで立っていただいて

いる方もたくさんいらっしゃいますが、

安全上の問題でいったら、専門の専従員

に立っていただかなければいけないとい

うところも幾つか出てくるかと思います。

　そういった点については、ＰＴＡや学

校を通して要望を上げる中で、簡単に増

員というわけにはいかないにしても、そ

れに応えていく体制というのは必要かと

思いますけど、その点だけお聞かせくだ

さい。

　それから、インフルエンザ対策の備蓄

についてはよくわかりました。流行の前

からの準備をしっかり図っていただきた

いなと思います。

　学校の教職員の配置でございますが、

原因として、財政的な問題で職員増が図

れてなかった。定数増が図れてないとい

うことと含めて、少子化の中で、ストレー

トに増員をすることによって、今度は先々

の定数管理が難しくなる、というような

ことも原因の一つではないかなというよ

うなお話をいただきました。

　朝日新聞の記事では、７人に１人が非

常勤講師だと。本来、正規の先生として

大阪府に採用されている先生で占められ

なければいけない地位のところに、短期

契約の講師の方が定数内講師として入っ

ておられると。

　そのことについて、学校の中での継続

的、若しくは連携をとらなければいけな

いような教育活動の中で、短期的な講師

の方も一緒に、もちろん一生懸命やって

いらっしゃるんだと思うんですけれども、

非常にその辺では齟齬が発生したり、不

都合が生じることがあるんでないという

ような心配もあると思うんです。

　先ほども、概算要求のほうでは定数改

善計画が出されていて、そこに正規採用

をどんどんしっかりふやしていただいて、

そこでおさめていただくということが重

要だと思いますけども、その定数内講師

の方々と正規採用の教職員の方々との連

携ですとか、それから１年契約という形

をちょっとでも延ばしたりとか、同じ格

好で継続的に採用するとか、採用は、大

阪府になるんでしょうから難しい面もあ

ると思うんですけれども、そういった弾

力性というのはとれないものなのかどう

か。その辺、正規の採用の職員と定数内

講師の方々との連携ですとか、子どもた

ちとの関係とか、その点についてお聞か

せをいただきたいと思います。
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　それから、ＩＣＴ・ＡＬＴ教育等、さ

まざまな新しい取り組みが、教育活動が

行われていく中で、研修のお話もいただ

きました。どちらにしても、日常的に子

どもとの関わりを持ちながら、さまざま

な課題をこなしていきながら、新しい分

野にも入っていこうと思えば、結局、人

的補償がなければ、一人で幾つも抱えて

いくということは、恐らく不可能ではな

いかなというように思うわけで、その点、

いろいろな研修機会を設けても、それを

補充できるだけの人員補償というのが必

ずや必要だと思います。その点について

は、よく相談をしていただきながら、調

整を図りながら進めていただきたいとい

うふうに思うわけです。これも要望にし

たいと思います。

　教職員の採用というのは、主に府費で

やられると。ただ、市費で採用されると

いうような場合もあるんだと思うんです

けども、先々には定数改革というのがあ

りますが、現行、講師の方さえもなかな

かすぐに埋まらないというような状況の

もとで、病気で休む先生がいらっしゃっ

たり、けがをされたり、産休・育休とい

うような形で休まれる方を前提とした教

職員の配置がなければ、対象とするお仕

事の中身というのは、機械を相手にして

いるものでなくて、一人ひとりの人格を

持った人間と関わるわけで、先生がゆと

りを持っていなければ、子どもたちにき

ちんとした教育ができないんじゃないか

なと素人ながらに思うんですけども、そ

ういう点では、市費としても、そういっ

た補充要員を当てていくということも必

要ではないかなと思うんですが、その辺、

見解をお聞かせいただけないでしょうか。

　それから、施設面です。エアコン設置

については、安全・安心交付金でやられ

てきたものですけれども、優位性はやは

り耐震のほうが高く、優先順位が低いの

ではないかというようなお話でありまし

たけども、摂津市としても、きちんと国

のほうへ申し入れをしていただきたいの

と、財政も大変な中、たばこ税もそれを

当てにするというわけではありませんが、

財政状況をみながら、どこか取っかかり

を見つけて、学習環境を改善してもらう

ということは必要ではないか。

　とりわけ、ことしのような猛暑が来年

も続くかどうかわかりませんけども、ずっ

とこの間の気象状況をみていますと、昔

と比べて夏は非常に暑くなっています。

熱中症対策なども非常に重要になってく

るわけで、エアコンと同時に、夏の猛暑

対策として、小学生は夏休みも１日だっ

たですかね、ちょっと早くスタートをす

るようになりましたが、暑い夏の日に、

小学校の校舎や運動場で勉強したり運動

したりするような状況になっているわけ

で、その点は何らかの熱中症対策、猛暑

対策というのはとる必要があると思いま

す。ことしの経験を来年にぜひ生かして

いただきたいと思いますが、この間の猛

暑を受けて、考えておられることをお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、耐震工事中の状況ですね。

体育館ですと開放委員会の方々にも協力

をいただかなければいけないと思うんで

す。大規模改修で校舎の屋上の張り替え

をやったりとか、給食の調理場の工事を

やったり、主に夏休みを中心にやられる

ことが多いと思うんですけども、夏休み

になりますと、日常的には学童保育の子

どもたちもおりますが、その点の配慮等

もしっかりしていただく必要があると思

います。　その点、工事を行われるとこ

ろの学童との関係も改めて要望しておき

たいと思いますので、今後耐震補強や大

規模改修等々があるときは、配慮してい
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ただきたいと思います。

　続いて、消耗品費についてですけども、

消耗品については、学校教育に必要な消

耗品なので、経費削減で、できるだけ無

駄のないように使おうということで、予

算が若干残っていると。経費も削減する

中で、予算も少な目にして頑張っている

というのはよくわかります。よくわかる

んですが、それと同時に、学校教育をし

ていく上で、教材として保護者の負担が

現にあるわけで、そういったところに教

材費として市の予算をつけていって、義

務教育は無償であるという、それの理想

といいますか、その方向に近づけていく

努力は必要ではないかなと思うんですけ

ども、そういったことはどうでしょうか。

改めてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　就学援助金制度ですが、今の保護者負

担の大きさと絡めまして、就学援助金制

度で補てんされているというような制度

の中身に重要性があると思うんです。

　私は、これまでも就学援助金制度につ

いてここで御質問させていただいて、そ

の都度、就学援助金制度というのは、生

活保護基準とボーダーラインの方々への

援助ということだけでなくて、摂津市と

しての子育て支援の大きな柱ということ

で、水準を守って頑張ってきたんだとい

うような御答弁を何度もいただいていて、

そういう点では、非常に就学児童を応援

していこうという摂津市教育委員会のメッ

セージといいますか、子どもたちや地域

社会へのメッセージというものになって

いるんではないかなというように思いま

す。

　就学援助金の見直しということで、平

成２０年度の決算シミュレーションで少

しご説明をいただきました。現在は、生

活保護基準の１．３倍を１．２倍に引き

下げたり、１．１倍、１．０倍というよ

うに引き下げた場合どうなるかと。そう

いうような見直しとともに、援助費のほ

うの見直しもされるという二つの角度か

らの見直しのお話もいただいたわけです。

　財政の問題とか、それから国庫負担が

なくなってしまって、それぞれの地域の

地方財政の力によって格差が出てしまっ

ているという問題と、就学援助金制度そ

のものがもっている義務教育無償化とい

うことに近づけていこうと。

　そのために子育て支援を応援している

摂津市としては、通常よりも、よそより

もちょっと高目の水準にもっていこうと、

そういった考えと、やっぱりしっかりと

分けて考える必要があるんじゃないかな

と思うんです。

　基準１．３倍を１．２倍にしたら１，

０００万円削減できますよと。教育予算

の中でいえば、わずかな割合だと思うん

ですね。わずかな割合を削るために頑張っ

ているんだという、皆さんからしてみる

と何ていうことをいうんだと思われるか

もしれませんが、しかし、教育予算は、

摂津市全体の予算からいえば大きくあり

ません。

　一方で、それをすることによって影響

を受けるのは、約２００名の、今まで就

学援助金を受けて教育を受けていた世代

の人たちが削られるわけですよね。これ

は、一世帯一世帯にすれば非常に大きな

ものです。

　これを１．０倍にすれば、２，６００

万円削るために５４０人の摂津の学校へ

通っている人たちの世帯の負担をふやす

ということになってしまうんですよ。

　教育費の中で扶助費の割合というのは、

わずか４％ほどですよね。ちょっとクロ

ス表などを見てみますと、ほかの民生費

などは扶助費中心ですけども、教育費の
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中では扶助費というのは、恐らく就学援

助の部分ぐらいだと思うんです。４．数

％ですね。その中の２，６００万円、１，

０００万円、こうした金額を削るために

２００名、５００名という人たちに負担

を求めていくと。

　今まで、摂津市が子育てを応援してい

ます。教育を受ける権利・環境を保障し

ていますというメッセージがなくなって

しまうと。その辺の市民に対するアピー

ル、市の姿勢、教育委員会の姿勢という

ものを失ってしまう。てんびんにかけた

ときに、どちらが大事なことなのかなと

思うときに、私はやっぱり就学援助金制

度は、こうした大変な中でも守って、逆

に国に対して、国庫負担をもとに戻せと

いう意見を申し上げていくということが、

これまで頑張ってきた摂津市教育委員会

の姿勢ではないかなと思うんですけど、

改めてお聞きします。見解を伺います。

　給食調理業務については、説明責任を

果たすのは当然ですし、今お話がありま

した、前回の鳥飼北小学校の民間委託を

する上で、スケジュールが非常にタイト

であったことは問題でありますが、仮に

民間委託を進めていくという上でも、や

はりきちんと時間をとって説明をしてい

くということを求めておきたいと思いま

す。

　同時に、給食調理業務の民間委託とい

うのは、これまでも申し上げてきました

が、なじまないものだという見解は改め

て申し上げておきたいと思います。

　また、民間委託をされている鳥飼北小

学校や鳥飼西小学校の検証については、

検証結果が出たときに公開をしていただ

きたいというように思います。

　それから、民間委託と関わって、財政

上のことで質問しておきたいんですけど

も、職員削減計画、定数管理によって、

６６０人体制を目指して行革が進められ

ています。退職者不補充で、給食の調理

現場であるとか、さまざまな現場の人の

確保ができなくなって、民間委託へシフ

トせざるを得ないという状況になってき

ていると思うんですが、当初予算ベース

でみますと、義務的経費の人件費につい

て確かに減っているんですね、平成２０

年と平成２１年を比べますとね。しかし、

委託費がふえますよね。維持補修もふえ

ますよね。すると、物件費は、人件費の

削減よりも上がってくるんですね。

　この辺は、今後、どんどん民間委託を

仮に進めていこうとすると、確かに人件

費は下がっていきますが、教育費の中の

物件費であるとか維持補修費が上がって

いくと。民間委託についても、市として

主体的にやれているうちはいいんですけ

ども、民間委託をどんどん進めていく上

で、委託費についても、業者ペースになっ

てきたときには、物件費はどんどんどん

どん上がっていくということも考えられ

ますね。

　この辺、決算ベースではどういうふう

にとらえておられるのか、今後の財政構

造の問題について見解を聞かせていただ

きたいなと思います。

　学童保育についてです。放課後児童ク

ラブガイドラインそのものが義務的な中

身になっていない。望ましいという状況

のもとで、指導員の配置は適正であり、

学童保育室の面積についてもクリアでき

ているというようなお話でございました。

　今後、学童の充実、それから学童保育

でも民間委託見直しというのが４次行革

のメニューの中に入っていました。この

ことは私は、本当に民間委託というのは

安易に取り入れるべきではないと思いま

すので、そういうことのないように要望

しておきたいなと思います。
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　待機者のことですが、これだけ共働き

の家庭がふえてきまして、子どもの放課

後の居場所については保護者も大分苦労

している中で、保育所であるとか学童保

育が充実しているということは、本当に

ありがたいことだと思いますし、摂津市

で子育てをしようという一つの大きな武

器にもなるんではないかなというふうに

思うんです。

　一つ疑問に思うのは、例えば小学校に

上がる前の５歳児の方ですね、保育所に

通っておられる５歳児の方の人数と、そ

れから学校に上がって学童保育に入る１

年生の人数をみますと大きな差があるん

ですね。

　もちろん、希望して申請をするわけで

すから、希望数を定数にされていますの

で、表面的には待機者も年内のうちには

解消できるということなんですけども、

現実小学校に入る前に保育所に預けてい

る親というのは、基本的にはお仕事をさ

れていて預けていらっしゃいます。その

方が、子どもが小学校に上がったときに、

学童にお願いをしなくても済むというよ

うなことが現実としてはあるんですね。

　例えば、平成２２年２月の時点で、市

内の保育所に通っておられる５歳児の方

の数、民生のほうの所管のほうから資料

をいただいているんですけども、３８６

名いらっしゃるんです。待機者が３名い

らっしゃいますから、３８９名になるん

です。

　一方で、平成２２年４月時点で、小学

校１年生の学童の定員の合計は２９３名、

その差が９６名と、かなりあります。学

童保育の使い勝手であるとか、それから

保育所と違って減免の制度の問題とかも

あるのかもしれません。いろいろな問題

があるかと思いますけども、この中には、

かなり多くの潜在的待機児童がいるんで

はないかなというふうに思うわけなんで

すが、その点のお考えをお聞かせいただ

けないでしょうか。

　あとはスポーツセンターについて御答

弁をいただきまして、暫定的利用の延長

を求めていきたいというような御答弁で

ございました。

　やはり、体育館とグラウンドが一緒に

ある施設、しかも摂津の市民が健康に、

スポーツに身近で親しめるような施設と

いうのが、どんどん減っている中で貴重

な空間ですので、暫定的といわずに恒久

利用ができるように、ぜひ働きをしてい

ただきたいというように思います。

　それと、こども園のことでございます

が、これは決算審議とちょっと離れてい

きますので、これまでにしておきたいと

思います。新たなこども園の建築で、仮

設園舎を予定していたけども、小学校に

協力を求めていくというようなお話でご

ざいました。

　これは、お隣の別府小学校の空き教室

を活用していくということなのかどうか、

それだけ確認をさせていただきたいと思

います。

○柴田繁勝委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　考え方がありまし

たので、幾つか私のほうからさせていた

だきます。

　まず、１年生のランドセルの支給が、

私立は、何か替わりのものにならないか

ということですが、これは、やはり摂津

市が昭和４９年から行ってきた事業で、

唯一、ランドセルだけ残して今日まで続

けているという中には、やはり摂津市の

小学校に上がる方にランドセルをお渡し

して、摂津市の小学校で学んでほしいと、

そういう強い教育委員会としての希望が

ございますので、ほかのものに替えると

いうことは、我々の考えとは若干、違う
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と思いますので、その点については現行

のままでやっていきたいと、そういうよ

うに考えております。

　それから、エアコンに関連いたしまし

て、今年度の猛暑の対策の中で、それを

どう考えるかということでございますが、

確かに学習環境を改善するためにエアコ

ンという形で、私ども、エアコンの重要

さを認識しております。また、今年度の

ようなこの暑さの中では、そういったこ

とプラス、やはり子どもの健康、そういっ

たものも含めてエアコンの重要性を再認

識をしております。

　ただ、やはり相当財源がかかりますの

で、この財源をどう捻出するかを我々と

しては非常に苦慮しているというのが現

状でございます。決して、エアコンが要

らないとか、後回しでいいということで

はございませんので、その点、よろしく

お願いしたいと思います。

　それから、保護者負担を考える場合、

教材費も市の負担でというお話でござい

ますが、これにつきましては、やはり義

務教育の無償化というのは、本来、公費

負担しなければならないものは何かとい

う中で、その分については当然、無償化

ということでございますが、例えば給食

費であるとか、そういった個人に関わる

分については、これは無償化とは若干、

話が違うという理解の中で、今日、学校

で個人負担していただいておりますのは、

いわゆる教材費、個人の教材に関わる部

分でございますので、その点については、

やはり無償化とは切り離して、個人の中

でお願いをしなければならない分である

というふうに私どもは整理をさせていた

だいております。

　それから、就学援助の見直しの中で、

仮に１．２倍にすれば１，０００万円。

この金額が大きいか少ないかは別といた

しまして、やはりその１，０００万円を

どういうふうに活用するかということで、

またこの見直しが生きた見直しになると

いうこともあると思います。

　今、私たちはいろんなケースを考えて

おります。摂津市が今まで行った子育て

支援という形の中で、ご支持いただいて

いるそういう中で、しかし一方では、新

たないろんな行政需要が生み出されてい

る中で、果たして今、１．３倍まで我々

が広げているこの型ですね、基本的には

所得ベースでいきますが、この１．３倍

の所得の人まで、今日的には本当に我々

がカバーしなければならないのか。

　しかし、そういうことじゃなくて、我々

が先行してやっていた子育て施策を、国

のほうが一般化施策として昨年からこど

も手当もはじめました。月１万３，００

０円。また、今後見直しもという話があ

るようでございますが、そういった地方

自治体が先行していたものを国が一般化

施策として、そういう子育て施策に財源

を振り向けている中で、では摂津市とし

て、こういった状況の中で、この１．３

倍の財源を果たしてそのまま個人給付に

回すのがいいのか、それとも若干、その

辺りは見直しさせていただいて、広く便

益がいくような形の施策があるのかない

のかという、そういう見直しは、やはり

させていただくべきではないかなと考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それと、行革の中で、人件費が減る中

で物件費がふえるということですが、当

然、私どもは、行革をする中におきまし

て、人という面もさることながら、やは

り行革は経費節減という面もございます

ので、人が減ったからということで物件

費が極端に上がるような形では、やはり

それは行革ではあり得ませんので、当然、
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人件費と物件費を照らし合わせて、トー

タル的に経費節減になるような形の行革

を目指していっているということでござ

いますので、人が減ることによって物件

費がふえるということは、基本的には行

革の中では、そういう選択にはならない

ということで、基本的には経費も節減で

きる方向で行革は進められるものだと。

　ただ、教育委員会といたしましては、

当然、サービスが落ちてはいけませんの

で、そのサービスについても、私たちが

求めているサービスを民間のノウハウで

やっていただくような形の中で、業者選

定をさせてもらっているということでご

ざいます。

　細かい点については、また担当課長の

ほうから申し上げます。

○柴田繁勝委員長　それでは、前馬次長。

○前馬教育総務部次長　教職員配置関係

に関わって御答弁申し上げます。

　いわゆる定数内講師と教員、あるいは

定数内講師と子どもたちの関係性に関し

てでございますが、これは講師といえど

も研修を受ける権利等、正規の教員と何

ら変わりはございません。本市に配置し

ております講師の方々、みな全力投球で

教育に励んでおります。

　そういったことから、この雇用につい

ては、弾力的な形はなかなか難しゅうご

ざいますが、本市で頑張っていただいた

方には、また翌年度も欠員があればお願

いしている状況はございます。

　講師でお勤めの方はどの方も、現在、

教員採用試験の年齢等、受験資格も緩和

されており、ほとんどの方が何とか採用

選考に合格したいと、そんな思いで頑張っ

ておられます。

　私どもとしましても、また学校としま

しても、採用選考等に全力で臨んでいた

だき、ぜひ正規教員になっていただきた

いと思っておる次第でございます。

　それから、病気・けが・産休・育休等

の補充で、市費で補充要員を雇用できな

いかということでございますが、先ほど、

国の状況で財政面、それから児童・生徒

数の減少の問題を申し上げましたが、そ

れは市の中でも同じような状況がござい

ます。

　財政によって、教職員の採用に市町村

で差があってはいけないと私は思ってお

ります。そういうことからしましたら、

かつて府費でさまざまな単費の教職員の

任用をしておりましたが、ぜひその復活

をお願いしたいなと思っているところで

ございます。

　したがいまして、毎年でございますが、

都市教育長協議会、あるいは都市人事担

当課長会等を通じて、府教委に要望をし

ておるところでございます。今年度も要

望を続けてまいります。

○柴田繁勝委員長　それでは、大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、私の

方からは、小中学校通学事業と子ども園

の関連の御質問に御答弁申し上げます。

　小中学校通学事業につきましては、先

ほども御答弁申し上げたんですけども、

何をもって危険とするかということは、

人の主観の中で非常に難しい問題がござ

います。

　また、それを踏まえますと、２，４０

０万円という金額の費用対効果というと

ころをどうとらえるかという問題も非常

に難しい問題がございます。

　そうはいいましても、やはり地域で危

険な箇所というものが存在する中では、

我々といたしましては、現在もそうなん

うですけれども、単純に交通専従員の配

置という観点だけではなく、歩道改良で

あったり、信号機設置であったり、ミラー

の設置、また啓発物の設置等、道路課、
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交通対策課、警察等も連携しながら対応

してまいりたいというふうに考えており

ます。

　それと、こども園の仮園舎の問題でご

ざいますが、これについては、幾つかの

先進的な事例も調査する中で、今後の幼

小連携を踏まえた中では、やはり小学校

との連携というのが一番いい手法である

というふうに考えておりまして、他市の

事例も参考にしながら、そういった小学

校の空き教室を使わせていただいて、と

いうことで今のところは考えております。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、３回目の

御質問に御答弁させていただきます。

　待機児童対策の件だと思うんですけど

も、一応、安全で安心な快適な保育環境

を維持し、保育事業を維持するために、

今後、入室児童数を見据えて考えていか

ないといけないなということは十二分わ

かっております。

　ただ、委員御指摘の保育所の人数の分

につきましては、私どもは把握しており

ませんでした。

○柴田繁勝委員長　それでは、安藤委員。

○安藤薫委員　ランドセル支給、それか

らエアコン設置についてはわかりました。

　エアコンについても、財源の問題もあ

りますが、部長がおっしゃったように、

子どもの健康と学習環境という点では、

ぜひ努力をしていただきたいということ

をお願いしておきたいと思います。

　保護者負担の軽減についてでございま

すが、教材、給食費まではということだ

と思うんですけども、教材というのは、

少なくとも無駄な教材というのはないわ

けで、学校教育課程の中で必要だからこ

そ先生があえて選んで、それを子どもた

ちに提供してやっているものであるわけ

ですから、義務教育の中の一環として活

用するものであれば、本来、教育費とし

て持つべきではないかということで私は

申し上げました。

　この点については、私の意見として申

し上げておきますので、今後、いわゆる

保護者の負担ですとか、学校をみんなで

支えているという意味では、それはそれ

で一つの形かもしれませんが、現行、保

護者負担がふえている中、格差と貧困が

広がっている社会の中での現状として、

問題意識として質問させていただきまし

たので、また今後、検討の中に入れてい

ただけたらと思います。

　就学援助金制度についてもお話しいた

だきました。地方が先行していたさまざ

まな施策、国の施策に上乗せをして、地

域の子育て世代を応援してきたと。これ

は、やっぱり国では考えられない。住民

や保護者の方々や子どもたちと、一番身

近に接している自治体だからこそ要望が

上がり、議会で可決して、行政がそういっ

た選択をして行ってきたものであります

から、それはとても大事なことだと思い

ます。

　国のほうが違う形で給付をしたからと

いって、摂津市が行ってきたものは用が

なくなったかというと、そうではないと

思います。子ども手当の話が出ましたけ

ども、子ども手当も結局、１万３，００

０円の給付で、残りの分は現物給付にな

るのかはっきりしませんけども、財源は

結局、子育て世代の増税が財源がありま

すから、国の施策の問題、矛盾点がたく

さんあります。

　ですから、子ども手当はもらっている

けども、来年、再来年と、住民税や所得

税で扶養者控除の廃止によって税金によ

る負担がふえてくれば、中には負担のほ

うがふえる方も出てくるわけで、子ども

手当があるからというような形にはなら
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ないと思います。

　そういった意味合いでおっしゃったの

でないと思いますけども、自治体として

独自に頑張ってきたものについては、やっ

ぱり自治体として自信を持って、それを

誇りに思っていただいて、継続していた

だく努力というのは私は必要だと思いま

すので、意見として申し上げたいと思い

ます。

　それから、教員と講師の方々の不足の

問題に絡めて、定数内の講師として頑張っ

ておられる方を私もよく存じ上げており

ますけど、本当に一生懸命やっていただ

いていると思うんです。

　ただ、システム、構造として、短期的

な雇用で不安定雇用の中でやらなければ

いけない。しかも、少ない人数の中で、

来年度、自分は正規採用を目指して勉強

する時間もとらなければいけない。

　しかし、目の前の教育活動をおろそか

にできないということで、なかなか採用

試験のための勉強に手が回らないという

のも、現実問題としてはあるのも事実だ

と思います。

　その点については、また今後の定数改

革の問題とか、それから非正規で小学校

１年生の補助員であるとか、摂津市独自

の人的補償もやっておられますので、ぜ

ひそちらの人的補償も継続し、充実を図っ

ていただく中で、努力もしていただきた

いなと思います。

　こども園については、小学校の空き教

室ということです。要望としておきます

が、小学校となりますと１年生から６年

生、体の大きいお兄ちゃん、お姉ちゃん

がいる中、同じ校舎の中で、今度は幼稚

園児が校舎の中に入るわけで、その辺の

区別をどうされるのか、今後、しっかり

とした打ち合わせや調整をしていただく

必要があるのかなと思います。

　学童保育については、保育所の５歳児

の人数と学童の新１年生の問題とが、必

ずしも一致するものでないとは思います

が、しかし、それだけの差があるという

ことは、やはり潜在的に待機者がいるの

ではないかということもいえると思いま

すので、今後、そういったものについて

も注目をしていただきたいと思いますし、

学童保育の人件費について、予算と決算

ではかなり乖離がある問題を前回の委員

会、前々回の委員会でも指摘させていた

だきましたが、そうしたことをきちんと

した、より適正な人員配置をやっていく

という上でも、あらかじめ保育所の卒園

児の状況ですとか、それから支援を必要

としている子どもたちの数の情報収集と

か、そういったものと含めて、それも考

えていただけたらなと思いますので、要

望としておきたいと思います。

　いろいろと申し上げまして、意見の違

う点もありますけども、このぐらいにさ

せていただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　それでは、安藤委員

の質問はこれで終わりました。

　次、南野委員。

○南野直司委員　それでは、私のほうか

ら何点かお聞かせいただきたいと思いま

す。先ほどの安藤委員とかぶる部分が出

てくるかもしれませんけども、どうかよ

ろしくお願いします。

　それでは、決算概要を中心にさせてい

ただきたいと思います。

　１点目でございますけども、概要１４

６ページの教育研究所移転事務事業、決

算額１０８万５，７００円についてでご

ざいます。平成２１年度の新規事業とい

うことで、男女共同参画センターのほう

に教育研究所が移られて、その中で改修

工事が進められているということでござ

います。
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　この際、聞いておきたいんですけども、

その改修工事の進捗状況と、それからま

た２階、３階に配置ということでござい

ますけども、その辺の詳細の部分を何か

でお知らせしていただいているかもしれ

ませんけども、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから、２点目ですけども、これも

同じく１４６ページの学校部活動等助成

事業、決算額２６１万６，８４０円につ

いてでございます。

　中学校の部活動に関する助成金、ある

いは指導者派遣、また大会に出場するチー

ム、個人への補助ということでございま

すけども、中身についてお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、次に、１４８ページの学校

読書活動推進サポーター配置事業、１，

７００万７３０円についてでございます。

先ほどもいろいろ議論があったと思うん

ですけども、読書サポーターの派遣とい

うことでございますけども、この決算に

ついての中身について、お聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、１６２ページの学童保育事

業、決算額１億３，１１１万９，３５３

円についてでございます。先ほど、質問

に対しての答弁があったんですけども、

例えば、１月の一斉募集のときに、先ほ

どの答弁では忘れていたということがあっ

て、という話があったんですけども、１

月の一斉募集のときに定員数が決まるわ

けなんですけども、その途中で、他市か

ら引っ越しされてきたときに、待機児童

になられたケースというのはないかどう

か、お聞きしたいなと思います。

　それから、同じく１６２ページの成人

祭開催事業、決算額６０万５，１６８円

についてでございます。事務報告書で確

認しますと、成人を迎えられた方の参加

率が平成２１年度も約７０％であったと

認識いたします。それから、第２部は、

三宅柳田小学校の体育館で青春フリータ

イムですけども、開催されておられます。

大体、青春フリータイムですね、どれぐ

らいの方が参加されているのか、この辺

をお聞きしたいと思います。

　それから、６点目になると思います。

１６４ページの放課後子ども教室推進事

業、決算額４２８万９，０６１円につい

てでございますけども、子どもたちの安

全で安心な居場所づくりを、健全育成を

図りながら取り組んでいただいておりま

すけども、この平成２１年度におきまし

ては、放課後子ども教室わくわく広場の

中で、児童の学力向上に向けて、学校教

育課と連携して宿題広場が事務報告書に

も今回新たに、載っていたと思います。

実施していただいていると思いますけれ

ども、できれば、わくわく広場と、それ

から宿題広場と一緒の体育館でやってい

るといいますか、体育館一つでされてい

るところもあるでしょうし、別々で、例

えば中庭に宿題広場を設けられてしてお

られるとか、わかる範囲で結構ですので、

各学校の取り組みをお聞かせいただきた

いなと思います。

　それから、７点目です。同じく１６４

ページの学校支援地域本部事業、決算額

２５万５，７１１円についてでございま

すけども、学校と地域の活動支援、それ

からまた中学校区単位で本部を設置し、

企画及び学校とボランティア活動の調整

ということでございますけども、この中

身についてお聞きしたいと思います。

　それから、８点目です。１６８ページ

の公民館施設改修事業、決算額６０７万

９，２５０円についてでございますけど

も、これは、先ほどご説明があったんで

すけども、三つの公民館のトイレの設置
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の経費ということですが、もう少し詳し

くこの中身についてお聞かせいただきた

いなと思います。

　それから、９点目です。これは１７４

ページの学校体育施設開放事業、決算額

３１０万３，６８６円についてでござい

ますけども、これも中身についてお聞か

せいただきたいなと思います。

　それから、最後です。同じく１７４ペー

ジの体育施設管理事業、決算額４，１５

８万９，０９６円についてでございます。

市立体育館の管理運営に関する事業でご

ざいますけども、これも中身についてお

聞かせいただきたいなと思います。１回

目は以上でございます。

○柴田繁勝委員長　それでは、南野委員

の質問に対して、以登田所長からお願い

します。

○以登田教育総務部参事　それでは、教

育研究所の移転事務につきまして、御答

弁いたします。

　改修工事を進めまして、１０月の、今

週の末に引っ越しをして、いよいよ１１

月１日から新しい場所でのスタートとい

うことにしております。

　２階、３階部分でございますけども、

２階が教職員等の研修のための研修室、

それから心理治療のためのプレイルーム、

そして教科書センター、これは、教科書

を閲覧できるようなところです。

　それから、３階部分でございますけど

も、教育相談ですね、カウンセリング等

を行います教育相談室、それから教職員

等が活動できますように教材研究をする

部屋として研究室、それから適用指導教

室、我々は「パル」と名前をつけており

ますけども、適用指導教室の学習室にあ

たるところを３階部分に持ってきており

ます。

　以上、部屋等の説明にさせていただき

ます。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、私の

ほうから２点、御質問に対して御答弁さ

せていただきます。

　まず、１点目の学校部活動等助成事業

に関わってでございます。これは、中学

校の部活動の円滑な運営等を行うための

助成事業でございます。

　報償金につきましては、外部指導者の

派遣は、昨年度に関わりましては、延べ

１３人を中学校に派遣いたしました。９

割近い生徒が部活動に入部しておりまし

て、さまざま、部活動の数も多うござい

まして、その中で部活動の運営が困難な

場合に、その専門的な指導者等を派遣す

る、そのような内容でございます。

　また、部活動の助成金につきましては、

平成２１年度につきましては、１校あた

り３０万円を部活動の運営等に助成を行っ

ているところでございます。

　そのほか、部活動の対外競技参加費補

助金につきましては、全国大会等へ出場

したときに、交通費・宿泊費等の補助を

いたしております。内容につきましては、

以上でございます。

　それから、次の学校読書活動推進サポー

ターの中身でございます。これにつきま

しては、すべて読書サポーターの賃金に

充てておる内容でございます。

　ご承知のとおり、小中学校全校に読書

サポーターを配置いたしまして、学校の

図書室の開館時間を延長するなど、また

図書室の環境整備を行うなど、学校読書

活動の推進に大きな成果を上げておりま

す。

　特に、貸出冊数が配置前に比べまして、

小中学校とも大きく伸びておりますし、

授業以外での平均利用者数につきまして

も、大きく伸びておる現状がございます。
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　なかなか、はっきり読書好きとアンケー

ト等で答えてはいただけませんが、子ど

もたちが確実に図書室に向かって本に触

れる、そのような機会が増大しておると

いう状況がございます。

○柴田繁勝委員長　門川課長。　

○門川青少年課長　そしたら、青少年課

に関わります５点の御質問に御答弁させ

ていただきます。

　まず、１点目です。学童保育室で他市

からの転入ですね。平成２１年度は、確

か私が記憶している範囲では１件あった

かと思います。９月頃に来られて、待機

になったケースがあったかと思います。

　それと２点目ですね、成人祭のほうで

すね。２部のほうで福祉会館の体育館の

廃止に伴いまして、昨年度は、三宅柳田

小学校の体育館をお借りしましてさせて

いただいているんですけども、確かに、

福祉会館の前でしたら、文化ホールの前

がその福祉会館ということで、ほぼ、ほ

とんどの方が２部を利用されてたかと思

うんですけども、三宅柳田小学校のほう

になりまして、距離も２００メートルほ

どあったかと思いますけども、パーセン

テージで幾らということは言えませんが、

大体の方が行かれていたように聞いてお

ります。今年度につきましては、その２

部をコミュニティープラザのほうでさせ

ていただくような考えを持って今進めて

おります。

　それと、放課後子ども教室の宿題広場

の件でございますが、これは、平成２０

年度から実施させていただいておりまし

て、まず味生小学校、鳥飼北小学校で平

成２０年度はさせていただきまして、平

成２１年度につきましては、鳥飼小学校

を除いた９小学校のほうで実施させてい

ただきました。今年度、全小学校が一応、

実施できるようになりました。

　それで、開催させていただいている場

所につきましては、学校の配慮等がござ

いまして、図書館、要するに空調機器が

整っている部屋というところをお借りし

ましてさせていただいているわけなんで

すが、ただ、すべての学年をその宿題広

場でみさせていただくことはできません

ので、一応、学年指定、これは学校によっ

て４年生、５年とかいったケースもあり

ますので、それ以外の児童については、

当然わくわく広場の体育館の片隅で、区

分させていただくような形、例えばブルー

シートをひかせていただいて、そこで宿

題をするケースもございます。

　それと、学校支援地域本部事業につい

てでございますが、これも平成２０年９

月に補助金の申請等がございまして、そ

のときは四中を除いた中学校校区がお受

けになりまして、主に広報誌等を使う予

算と、あと当然学校の教職員の負担を和

らげるという観点で、要するに地域のパ

イプ役にやっていただくために、地域コー

ディネーターの人件費を主に使っている

わけなんですね。

　今回、平成２１年度で上げさせていた

だいた四中につきましては、当初のその

平成２０年度では申請していただくこと

ができませんで、平成２０年度の分につ

きましては、委託事業という形をとって

おりました。平成２１年のその四中の分

については、補助事業という観点で申請

があがりまして、一般財源化させていた

だいたという形ですね。非常に予算の執

行については、先ほど申しました広報誌

の印刷とか人件費が主なものになります。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課に関わります２点について御

答弁させていただきます。

　まず、１点目、学校体育施設開放事業
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の３１０万３，６８６円の中身でござい

ますけれども、これにつきましては、通

信運搬費関係で７万７，４３３円が決算

であがっておりますけれども、これは、

第二中学校、第四中学校にナイター施設

設備を有しておりますけれども、そこに

管理棟を設けており、その管理棟での電

話代でございます。

　あと、委託料といたしまして３０２万

６，２５３円。この内訳といたしまして

は、各学校には、学校開放運営委員会と

いうのを設置していただいておりまして、

１校あたり１４万円掛ける１５校で２１

０万円の支出がございます。それと先ほ

ど申しました二中、四中で夜間開放委託

をしておる関係で、シルバー人材センター

に職員を配置していただいております。

その人件費が９２万６，２５３円。合わ

せて３１０万３，６８６円の執行となっ

ております。

　続きまして、体育施設管理事業の中身

でございますけれども、この予算につき

ましては、屋内体育施設としての正雀体

育館、味生体育館、味舌体育館、鳥飼体

育館、この四つの体育館を指定管理者と

いたしまして、摂津市施設管理公社を指

定しておりますけれども、そこの公社に

対する指定管理料でございます。

　内訳といたしましては、体育館に勤務

していただいております管理公社の高年

者職員の給与であったり、あと簡易な修

繕・消耗品費、あと運営に関わります光

熱水費、電気・水道・ガス代、それと体

育館の保守点検に関わります各種委託料、

こういったものを合わせまして、４，１

５８万９，０９６円の執行となっている

ところでございます。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　先ほど、答弁漏れし

ておりまして申しわけございません。

　学校支援地域本部事業の平成２０年度

の予算につきましては、府費ということ

で、市のほうを通さず、摂津市の学校支

援地域本部実行委員会が受けて、事業を

展開させていただいております。

　それで、ちょっと言葉足らずで申しわ

けなかったんですけども、学校を支援す

るのと同時に、地域の教育力を向上させ、

地域を活性化するため、その地域の窓口

役として地域コーディネーターの方を配

置しております。

　また、学校の教育について、地域の方々

にボランティアとして協力していただく

仕組みを進める取り組みをする形で、平

成２０年度からモデル事業で３年間の事

業ということで、今年度、一応終わりな

んですけども、大阪府のお話を聞きに一

度行かせていただいているけれども、そ

の予算についても、１０分の１０の予算

であったんですけど、国、府が３分の２、

市が３分の１の負担ということで、平成

２３年度に向けて今、話し合いをされて

いるということは聞いております。平成

２３年度の予算計上も今のところ青少年

課としてはあげる予定で動いております。

○柴田繁勝委員長　上参事。

○上生涯学習スポーツ課参事　南野委員

の公民館施設改修事業、３館へのトイレ

設置についてお答えいたします。

　市内公民館６館のうち、２階にトイレ

がございませんのが別府・味生・千里丘

というふうな状況でございまして、この

３館にトイレを設置させていただきまし

た。

　目的は、お年寄りも公民館をたくさん

利用されるということで、公民館を快適

に利用していただくために設置したもの

でございます。

　経費は、千里丘公民館につきましては、

１４７万円を要しております。
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　次に、味生と別府の公民館につきまし

ては、同時に入札いたしまして、２館分

で２６３万円の経費で設置したものでご

ざいます。

○柴田繁勝委員長　２回目の質問、南野

委員。

○南野直司委員　１点目の教育研究所移

転事業についてでございますけども、も

うそろそろ移られるということで御答弁

いただいたんですけども、今までも鳥飼

のほうで、これは実施していただいてた

と思うんですけども、例えば学校で、ど

うしたらいいのかわかれへんとか、そう

いった場合の相談、不登校等々に関して

のホットラインっていうんですかね、直

接そこに電話して、いろんな悩んでいる

ことの相談ができる、そういう電話回線

というんですかね、そういうのを設置さ

れたらどうかなと思うんですけどもね。

御答弁いただきたいなと思います。

　それから、２点目の学校部活動等助成

事業についてでございます。

　御答弁いただきましてよくわかりまし

た。これは、全国大会、例えば、大会に

出場するチーム、個人への補助という部

分ですね、これは、全国大会から補助が

出るという基準みたいなのがあって、そ

れは宿泊費であったり、交通費であった

りということですね。

　今回、広報にも載せていただきました

し、いろいろ一般紙にも出ておりました

けども、三中の吹奏楽部が関西マーチン

グコンテストで金賞を取られて、全国大

会に出場されるということでございます

けども、その場合に、かなりたくさんの

楽器を運ばないといけないというので、

トラック等々で運ばれると思うんですけ

ども、そういう費用ですね、どうでしょ

う。これは、学校で負担されているのか、

あるいはＰＴＡが負担されているのか。

　そういったやっぱり全国大会に出たら、

市からはこの部分で補助してあげられな

いのかなと思うんですけども、その辺の

考えについて、お聞かせいただきたいな

と思います。

　それから、３点目の学校読書活動推進

サポーター配置事業について、ご説明い

ただきましてよくわかりました。

　今回、第２次摂津市子ども読書活動推

進計画が策定されたんですけども、さま

ざまな観点からと施策でこの読書活動で

すね、だれもがいろんな場所で読書に親

しめる環境等々の整備を蔵書の分もそう

ですけども、取り組んでいただいておる

と思うんですけども、この第２次摂津市

子ども読書活動推進計画を策定されまし

て、今後の取り組みといいますか、課題

みたいなものですね、御答弁いただきた

いと思います。

　それから、４点目に、学童保育事業に

ついてですが、お一人いらっしゃったと

いうことで御答弁いただいた。

　他市では同じく学童保育に預けられて

おりまして、摂津市に引っ越してきて、

まさか待たないといけないことになると

は思っておられない、というケースも僕

も出くわしたことがあるんですけど、やっ

ぱり条例改正として、間違っていたら後

で訂正してほしいんですけども、受付時

のその人数が定員になってしまうと。プ

ラス５名とか１０名、これはその先生方

の人数の関係もあると思うんですけども

ね、プラス５名か１０名にしておいても

らったら、その待機児童というのはなく

なってくるのかなと思うんですけどもね。

これは、ずっと前から何度か御質問等々

をさせてもらってるんですけども、いま

だに、やっぱり一人でもいらっしゃった

ら、ここは何とかそういう制度を導入で

きないかなと。条例を改正できないかな
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と思うんですけども、その辺御答弁、も

う一度いただきたいなと思います。

　それから、成人祭開催事業についてで

ございますけども、質問で、コミュニティー

プラザを利用されたらどうですかと、聞

こうと思ったんですけども、されるとい

うことで御答弁いただきましたんで、も

う結構です。ただ、運営は、引き続き青

少年指導員等に、車からの移動とか、お

手伝いいただくと思うんですけども、距

離的には三宅柳田小学校とコミュニティー

プラザではそんなにもかわらないと思う

んですけども、またその辺、青少年指導

員としっかりまた連携はとっていただい

て、コミュニティープラザで、実施して

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。これは要望としておきます。

　それから、次の放課後子ども教室推進

事業についてでございますけども、御答

弁いただきましてわかりました。今後は、

このわくわく広場と宿題広場の二つでい

くのかなと思ってるんですけども、例え

ばわくわく広場の中で、地域の方であっ

たり、自治会の方であったり、ボランティ

アでそれを担当していただく方の募集が

かなり困難だということで、認識してお

るんですけども、その募集の方法等、ど

のようにされておられるのか、お聞かせ

をいただきたいなと思います。

　その次の、学校支援地域本部事業につ

いてでございますけども、地域コーディ

ネーターに対する人件費等々ということ

で御答弁いただきましてわかりました。

この際、聞いておきたいんですけども、

学校と家庭と、それから地域との連携で、

例えばボランティア活動であったり、そ

ういった連携ですね、より身近なコミュ

ニティーの核である学校にしていくとい

う部分も含めて、これは、非常にこれか

ら大事なことやと、私自身も思っており

ます。一つは、これは学校の事業とは全

く別の話なんですけども、大阪府で今出

しておられます芝生推進化事業がござい

ます。

　これは、摂津市では千里丘小学校と摂

津小学校が取り組まれたんですけども、

これは、三つの利点といいますか、メリッ

トがありまして、一つ目は、摂津市はお

金を負担することはない。

　もう一つは、大変なんですけども、地

域の方と一緒になってそういった芝生、

例えば芝生推進協議会を立ち上げて、話

し合いながら子どもたちの教育環境の向

上を図っていけるということがあります。

これが二つ目です。

　もう一つは、この間、地区体育祭等が

ございまして、やっぱり地域の方も学校

のグラウンドに来て、芝生を見たら、そ

の上で、レジャーシートをひいて、皆さ

んがそこでお弁当を食べておられて、非

常に子どもも地域の方も、高齢者の方も

喜んでいただいたという、こういう事業

であるんですけど、まさしく、学校・家

庭・地域との協働で進めていける一つの

事業があると思うんですが、これは、例

えば、ＰＴＡの皆さんが本当にこういう

事業があるということも知らないし、ど

うしたらいいのか、やり方もわからない

という現状があるんですけども、これは、

大阪府の事業ですけども、そういった部

分で周知徹底をしていけないかな。摂津

市の教育委員会として、周知徹底はして

いけないか。

　また、一つ芝生化するのに物すごく労

力がかかります。書類申請であったり、

そういったコーディネート的なバックアッ

プが摂津市のほうでできないかなと思う

んですけども、その考えをお聞かせいた

だきたいなと思います。

　それから、次の公民館施設改修事業に
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ついてでございます。御答弁いただきま

してありがとうございます。

　今後、公民館等におきましては、高齢

化社会にも入っておりますし、今、各地

で公民館まつり等を開催されておるわけ

ですけども、やっぱりエレベーターが設

置されてないですし、これは、前にも御

質問させていただいたこともあるんで、

公民館まつりなんかは、２階で催し物が

開催されるわけでありまして、車いすの

方が、２階に上がれないということもあ

りまして、味生公民館なんかは、外にエ

レベーターを設置すればどうかなと。か

なりの予算もかかるということを認識し

ておるんですけども、でも、今後は建て

替えもあるかもわかりません。

　しかしながら、これも地域のコミュニ

ティーの場として大事な部分ですから、

そういっただれもが利用しやすい公民館

に、僕はしていかなあかんと思うんです

けども、その辺のバリアフリー化に向け

ての市民の方の利便性向上に向けて、バ

リアフリー化、どう考えておられるのか、

お聞かせをいただきたいなと思います。

　次に、学校体育施設開放事業について

でございます。御答弁いただいたわけで

すけども、今、安威川以北では体育館に

つきましては、市民体育館、それから味

舌育館がもうそろそろなくなろうとして

おるわけでございますけども、例えば、

前にも御答弁いただいてたんですけども、

鳥飼高校の後にできた障害者の方の施設

ですね、吹田支援学校の鳥飼校であった

り、摂津市内の大学であったり、高校で

あったり、そういった施設の体育館であっ

たり、グランドであったり、それらの開

放のお願いっていうのはどのように進め

ておられるのか、その辺を聞きたいなと

思います。

　それから、最後ですけども、体育施設

管理事業について御答弁いただいたんで

すけども、今、コミュニティープラザで

すね、摂津市のホームページからインター

ネットを通じて施設の予約ができるよう

になりました。本のほうも予約ができる

ということで取り組んでいただいておる

んですけども、この摂津市内の体育施設

であったり、グランドであったり、体育

館であったり、そういうＩＣＴといいま

すか、電子自治体の推進で、市民サービ

スの向上に向けて、インターネットを通

じて予約ができないかとは思うんですけ

ども、その辺考えをお聞かせいただきた

いなと思います。

　以上で、２回目を終わります。

○柴田繁勝委員長　以登田所長。

○以登田教育総務部参事　それでは、相

談関係のホットライン等についてお話し

させていただきます。

　現在、学校から、又は保護者・市民の

皆様から専用電話、後ろのけたが０７８

３になりますので、通称「オナヤミ」と

呼んでおりますけども、この相談電話を

開設しております。これは、実際同じ電

話機なんですけども、鳴り分けをするよ

うになっておりまして、相談電話だった

らこちらのランプがつくというような形

にしておりますので、普通の電話でした

ら、我々が先にとりますんですけども、

この相談電話が鳴りましたら、カウンセ

ラーが先にとるというような形にしてお

ります。

　そして、当方だけで解決しない課題に

つきましては、摂津市内では子育て支援

ネットワークというものをこしらえてお

りまして、そちらのほうに、例えば家庭

児童相談室だとか、それから健康推進課

だとか、それから警察そして保健所等が

寄って、子どものためにというような会

をこしらえておりますので、その相談さ
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れた課題で、一番適したところに連絡を

我々はする。また、必要に応じて集まっ

て、その課題に対して相談していくとい

うような形で、委員がおっしゃった、そ

のホットラインにはぴったりじゃないか

もしれないんですけども、似たような形

で現在は進めております。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　第三中学校の吹

奏楽部の全国マーチングコンテスト出場

に関わって、全国大会の場所もいろいろ

ございまして、今回は大阪ですので、本

来でしたら交通費の補助等ない状況でご

ざいます。楽器を運ぶであるとか、ある

いはもうスタートのときから部員が心を

一つにすることが必要であって、バスで

の移動を考えており、そのバスの下部へ

楽器を入れたりするんだと、そんなこと

を聞いておるところでございます。そこ

で、交通費を広く解釈しまして、規定の

範囲内で部員数分の交通費の補助をする

予定をしております。

　これからも、さまざまな状況が出てく

ると思うんですけれども、どのような場

合に助成ができるのかどうか、基準の見

直し等もこれから必要なのかなと思って

おります。

　続きまして、子ども読書活動推進計画

等に関わって、現在の課題でございます。

　これは、学校教育からみた課題と、い

わゆる社会教育等からみた課題に分けら

れるかなと思っております。

　私は、学校教育からみた課題として答

弁させていただきますが、学校読書活動

推進サポーターの配置等で、本と出会う

機会は非常にふえ、また本に対しての興

味や関心は増しておる状況はございます。

　しかし、全国学力・学習状況調査の生

活状況調査等を見ておりましたら、なか

なか図書館等へは行っていない。あるい

は家庭での読書時間は少ない、こんな状

況がございます。

　よくよく考えますと、私も本をじっく

り読むのは、やはり家、家庭であって、

例えば寝る前であるとか、トイレである

とか、そういう家の中で、落ち着ける場

所で本というのは読みたいと思っており

ます。

　もちろん、図書館で読むときもござい

ますが、学校で本と出会って、その後、

家庭や学校以外の場所で読書習慣が定着

する必要があるなと思ってます。

　そういう意味では、学校教育からみた

課題としては、今後、学校での取り組み

を、いかに家庭や地域と連携しながら定

着させるか、これが大きな課題であると

思っています。その連携という意味でい

えば、恐らく社会教育の側からみた課題

も同じではないかと私はとらえておりま

す。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

子ども読書活動につきまして、社会教育

の分野のほうから御答弁させていただき

ます。第２次の子ども読書活動推進計画

を策定いたしましたけれども、庁内では

２部５課で取り組んでおるわけでござい

ますけれども、現在、子どもたちに読書

活動の楽しさとか、本のすばらしさを知っ

ていただくということで、例えば保健セ

ンターのほうでは、４か月健診のときに

ボランティアの方の協力を得ながら、絵

本の読み聞かせをしていただくとか、本

を配布していただくとか、そういったブッ

クスタート事業に取り組んでいただいて

おります。また、４月２３日の子ども読

書の日や、１１月の文字文化活字の日、

こういったときには市民図書館などでの

親子絵本教室なども開催しておるところ

でございます。そういったことで、子ど
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もの発達段階に応じて、社会教育の分野

でもいろいろなところで啓発活動や周知

活動を行っておるんですけども、ブック

スタート事業もそうなんですけれども、

本をお渡しして終わりではなく、その本

をお渡しした後、またさまざまな場面で、

その本を活用していただけるような支援

をしていく。例えば、子どもが集まって

いただく集いの広場とか、ボランティア

グループの活動場所にも本を置くとか、

そういったフォローがなかなか今できて

ない部分があろうかと思います。

　そういったことを今後、関係課と協力

しながら、またボランティアグループの

方もたくさん活動もされておりますので、

そういった方と連携しながら取り組んで

いきたいと思っております。

　それと今、前馬次長のほうからもあり

ました学校と地域、学校図書館、市民図

書館、図書センター、あるいは公民館、

公民館でも読み聞かせ講座とか、ボラン

ティア養成講座もやっておりますけれど

も、そういった社会教育と学校教育、こ

の辺、連携しながらやっていくことが、

子どもたちにとっての読書の普及につな

がると考えておりますので、よろしくお

願いします。

　それと、２点目の鳥飼高校や大学、高

等学校の体育館、グランド開放の件でご

ざいますけれども、吹田支援学校鳥飼校

につきましては、平成２２年度から開設

ということで、大阪府のほうと協定を交

わしまして、支援学校に支障のない土・

日・祝日の午前９時から午後４時まで、

貸し出し区分を９時から１２時、１時か

ら４時、この２区分に定めまして、使用

団体登録をしていただいて、責任を持っ

て、掃除もしながら使っていただくとい

うふうに運営をしておるところでござい

ます。当然、使用後のグラウンド整地も

行っていただいております。

　また、月曜日からの支援学校教育に支

障のないように、シルバー人材センター

のほうにも配置していただいて、支援学

校にご迷惑がかからないようにしておる

ところでございます。

　あと、星翔高校、薫英女子短期大学、

人間科学大学等々、市内には大学等がご

ざいますけれども、私も学校に出向きま

して、グラウンドの開放や体育館、特に

体育館の開放につきましてお願いをした

んですけれども、なかなかクラブ活動が

活発な学校でございまして、空きはない

けれども、少ないけれども、市長杯とか、

体育協会杯、そういった大会の折に、日

程があえば相談にのらせていただきます

といった回答もいただいております。

　ちょっと漏れましたけども、吹田支援

学校鳥飼校についても、バスケットボー

ル、バレーボールが２面とれる立派な体

育館でございますので、そこの開放につ

いても、障害者の方の施設ということで、

府のほうからはかなり制約のある施設で

難しいということは聞いておりますけれ

ども、現在、開放に向けてお願いをして

おるところでございます。

　それと、３点目の体育施設管理の関係

で、体育施設のインターネット予約を取

り入れられないかといったことでござい

ます。

　現在、スポーツ施設の予約につきまし

ては、体育館は、それぞれの各体育館の

窓口で、グランドとかテニスコートなど

の屋外体育施設は、ふれあいルームの窓

口で受付を行っておりまして、利用者の

方については、受付時間内に窓口に出向

いていただくと、こういったことでご足

労をかけております。

　施設のあき状況につきましては、電話

での対応もさせていただいているところ

－54－



でございます。北摂７市の中で、スポー

ツ施設の予約システムがないのは、摂津

市だけでございまして、市民の方からも

インターネットの施設予約システム導入、

こういったことの要望も寄せられている

ところでございます。

　７月に開設されましたコミュニティー

プラザで、予約システムを導入されてお

ります。スポーツ、文化施設についても、

同様のシステムを導入すればということ

で、特にスポーツ施設については、私ど

ももコミュニティープラザ同様、施設の

空き状況を確認して、また仮予約ができ

るといったシステムも、利用者の方には

大変受け入れられると考えておりますの

で、その導入については、私どもは希望

しておりますけれども、全庁的に経費の

関係もございます。

　そういったことも含めて、全庁的に計

画的に取り組んでいく必要はあろうかと

思いますけれども、我々、スポーツ振興

の立場としましたら、体育施設への導入

についての必要性を要望していきたいと

考えております。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、学童保育

室の他市からの転入枠の件でございます

が、本市の場合、今のところ、すべて先

着順ということで対応させていただいて

おります。

　ただ、一斉受付の関係で、例えば、１

２月等に電話を頂戴したケースもござい

ます。ある市から摂津市に転入する場合

の手続どうですかと。その場合について

は、４月にこちらのほうへもう籍を置か

れるんでありましたら申請を出してくだ

さい、ということで摂津市の住所をお聞

きしまして、それで申請の受付をさせて

いただいたケースもございます。

　ですから、今、委員がおっしゃってい

ただいている形で一枠あれば、逆にいい

ますと、市民の方優先とかいうケースも

一理あるかなと思いますので、そういっ

た観点もございますので、とりあえずも

う先着順で、そのどなたを隔てることな

く、受付をさせていただいております。

　あと、放課後子ども教室推進事業の件

で、有償ボランティアの件なんですけど

も、平成２１年度で１３３名の方が登録

していただいております。平成２２年の

１０月１日現在で、１２２名の方が登録

していただいておりまして、大体、小学

校校区で約十二、三人の方がおられます。

　一部少ない地域もございますが、そこ

の場合は、お互いに協力し合うとか、ど

うしても難しいケースになりますと、ま

た学校経由で、そのボランティアの募集

等のチラシ等の配布といったことをさせ

ていただいております。

○柴田繁勝委員長　続いて、上参事。

○上生涯学習スポーツ課参事　公民館の、

だれもが使えるようなバリアフリー化に

ついてどう考えるか、というお問いにお

答えいたします。

　高齢化社会を迎えまして、気軽にだれ

もが利用していただくために、バリアフ

リー化は必要と認識しているところでご

ざいます。

　エレベーターにつきましては、多額の

経費が見込まれるため、市全体の公共施

設の整備の中で考えてまいりたいと考え

ております。

　なお、公民館の階段の手すり、トイレ

の中の手すりの設置などにつきましては、

地道にまた努力してまいりたいと考えて

おります。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら、学校芝生化事業について御答弁しま

す。
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　学校・家庭・地域との連携が広がり、

つながっていくということでの、その周

知徹底と、あと申請等の労力が要るとい

うことでのコーディネートという御質問

でございます。

　南野委員から、小学校の芝生化を例に

取り上げていただいて、御質問もいただ

いております。

　確かに、役員になられますと茨木土木

事務所のほう、農と緑のほうですね、図

面を書いたりですね、いろいろ申請等の

御苦労があったろうかと思います。

　また、期間が短かったこともあって、

大変御苦労されたことかと思いますけれ

ども、またそういった部分につきまして

は、大阪府の茨木土木事務所の地域支援

課のほうが、バックアップをさせていた

だきたいということも聞いておりますの

で、芝生の申請につきましては、大阪府

北部の農と緑の総合事務所の地域政策室

でございますけれども、相談ということ

では、大阪府茨木土木事務所の地域支援

課がコーディネーターをしていただきま

すので、その点はよろしくお願いいたし

ます。

　また、この周知徹底ということでござ

いますが、今までパンフレットが届きま

すと、学校等にもお配りさせていただい

ておりますけれども、やはり地域での実

行委員会の立ち上げということで、ＰＴ

Ａ、自治会ということでございますので、

ＰＴＡの担当のほうからも周知していた

だきますよう、連絡や調整をとりながら、

こちらのほうも進めていきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいた

します。

○柴田繁勝委員長　それじゃ、２回目の

答弁が終わって、ここで暫時休憩したい

と思います。

（午後３時１４分　休憩）

（午後３時４０分　再開）

○柴田繁勝委員長　それでは、休憩前に

続いて再開します。

　門川課長。

○門川青少年課長　先ほどの南野委員の

学童保育の御質問に対しまして、私のほ

うから補足の説明をしたいと思います。

　１月１日末で、一応、定員と定めてい

るわけなんですけども、その定員の解釈

の件なんですが、定員４０名の場合は、

２名の指導員を配置するわけなんですけ

ども、これ、例ということでお聞きいた

だきたいんですけど、例えば４２名の場

合、補助指導員を１名加配をするわけな

んですね。そのマックスが４５名になる

んです。

　従前は４２名で、もう定員でとめてお

りました。それが、平成２２年４月の分

からマックスを定員とみなすような変更

をかけさせていただきまして、一斉受付

以降、その３月末までに申し込みをされ

た方がケースによっては入室できたとい

うことで、大体、２０名ほどは入れてい

るということになります。

　ただ、それにつきましては、今後もそ

ういう方針で、指導員等、調整しながら

やっていきたいと思いますので、その点

だけ御説明させていただきます。

○柴田繁勝委員長　よろしいですね。

　３度目の質問を、南野委員。

○南野直司委員　それでは、１番目の教

育研究所移転事務事業について、ホット

ラインの設置ということで質問させてい

ただきまして、御答弁いただきまして、

これは、０７８３、「オナヤミ」という

ことで、今までの方法でいきますという

ことでございます。

　また、この分ですけども、皆さんに知っ

ていただくように、広報等々でまた周知

の徹底を図っていただきたいなと思いま
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す。

　更に、不登校などの課題に対しまして

は、関係機関と連携をとっていただきま

して、きめ細やかな相談体制の充実を図っ

ていただきますよう、これは要望として

おきます。

　それから、２番目の学校部活動等助成

事業についてでございます。御答弁いた

だきまして、ありがとうございます。

　サッカーでは、本田圭佑選手がワール

ドカップに出場されて、摂津市に夢と希

望と感動を与えていただきまして、また

文化スポーツ関係、三中以外の中学校の

生徒も本当に頑張っていただきまして、

広報にもご紹介されておりましたけども、

そういった部活動に関しまして、外部指

導員の拡充等々も含めまして、全面的に

バックアップしていただきますように、

よろしくお願いをいたします。これも要

望としておきます。

　それから、３番目の学校読書活動推進

サポーター配置事業に関して、今後の課

題と取り組みについて御答弁いただいた

わけでございますけども、摂津市のすべ

ての子どもたちが、あらゆる機会とあら

ゆる場所において、本に親しめる環境の

充実を更に今後も図っていただきますよ

う、これも要望としておきます。

　それから、４番目の学童保育事業につ

いて、先ほど課長から補足答弁いただき

まして、この平成２２年４月にそのよう

にプラスされたということで、御答弁い

ただきましてわかりました。

　しかし、待機児童が出ているという現

状を踏まえていただきまして、今後、更

に待機児童がなくなるような制度の充実

に向けて、また検討していただきますよ

うよろしくお願いをいたします。

　それから、６番目ですかね。放課後子

ども教室推進事業について御答弁いただ

きまして、外部といいますか、ボランティ

ア等、地域の方に御協力いただくという

のは、本当に困難な課題と思いますけど

も、開かれた学校という観点から、地域

に住む人たちの知恵、また技能をこのボ

ランティア活動の中で生かしてもらう、

また子どもたちがその人たちに触れてと

いう観点から、更にこのわくわく広場、

それからプラス宿題広場を充実していた

だきますように、よろしくお願いをいた

します。これも要望としておきます。

　それから、７番目の学校支援地域本部

事業についてでございます。これは芝生

の話にいきましたけども、岩見課長から

御答弁いただきまして、ありがとうござ

います。

　この芝生推進事業を進めるに当たりま

して、本当に困難な部分はございますけ

ども、先ほども申しましたように、地域

の方との連携も図れます。また、先生に

は負担をかけないということでございま

すけども、先生方も水やり等々、忙しい

中、御協力もしていただいております。

　また、子どもたちにおいては、芝生の

上で遊んでいただいてますし、ミニスポー

ツ大会など開催した折には、本当に子ど

もたちも喜んで参加していただいており

ます。

　今後におきましても、これは大阪府の

事業ということで、予算も大阪府のほう

から来年度も引き続きあると思うんです。

　１校に対して１，０００平米ですかね、

５３０万円までの補助がおりますし、摂

津市の教育委員会として、バックアップ

をしながら、そのような事業があるとい

うことで周知徹底を図っていただいて、

多くの小学校がこの芝生を通して、地域・

学校・家庭の連携をとりながら、子ども

たちの環境教育の改善に取り組めるよう

に、これも要望としておきますので、ど
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うかよろしくお願いをいたします。

　それから、８番目の公民館施設改修事

業について、今後、バリアフリーが大事

という観点から、エレベーターの設置等々、

御答弁いただいたんですけども、本当に

大事な部分であると思います。

　また、安威川以南については、コミュ

ニティーセンターの建設等々、今後、あ

ると思うんですけども、あっても味生公

民館なんかは、そのまま地域のコミュニ

ティーとして残っていくのかなと思いま

すので、その辺の高齢者の方も含めて、

だれもが利用しやすいその施設という観

点から、どうかバリアフリーに取り組ん

でいただきますように、これも要望とし

ておきます。

　それから、９番目の学校体育施設開放

事業について、各摂津市内の大学であっ

たり、高校であったりにお願いをしてい

ただいていると、御答弁いただいたんで

すけども、大変な部分でございますけど

も、やっぱりこのスポーツ振興というの

は、本当に大事な部分やと思います。

　広報に、だれもがスポーツを身近にと

いうことで、総合型地域スポーツクラブ

設立のためのプレ教室等々も掲載してお

りますし、地域でのそういった体育施設、

グランドも含めてですね、特に体育館が

二つなくなるということでありますので、

どうかその辺も各高校や、大学であった

りの体育館等々をお借りできるように、

努力は今後もしていただきたいなと思い

ますので、どうかよろしくお願いをいた

します。

　それから、最後ですけども、体育施設

管理事業について、これはインターネッ

トからの予約ができないかということで、

そのように考えてるということで、御答

弁をいただきました。

　今後、電子自治体の推進も含めて、そ

ういった形で体育施設におきましても、

市民サービスの向上、利便性の向上を目

指して取り組んでいただきますように、

要望としておきます。

　以上で、終わります。

○柴田繁勝委員長　　南野委員の質問は

終わりました。

　続いて、渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　それでは、質問させて

いただきます。

　お二人の委員と非常に重なることがあ

ると思いますが、今、それぞれ自分の支

持者等がホームページとか音声を聞いた

ときに、それなりのきちっとした質問を

してないと怒られますので、重なる面が

多いと思いますが、質問させていただき

たいと思います。

　まず、決算概要で質問させていただき

たいと思います。歳出でございます。

　１４２ページの安全対策事業です。こ

ども安全巡視員ですね、それについてで

すけど、非常に青パトといいますか、巡

視員の方々が回られることによって、やっ

ぱり抑止力といいますか、非常に効果が

あらわれているというふうに思います。

　今、非常にややこしい時代でございま

すので、今後、その増員をしていくお考

えはないのか。

　また、平成２１年度回られて、それな

りの一つの報告を受けておられると思う

んですけど、その報告された事例をお聞

きしたいというふうに思います。

　続きまして、同じく１４２ページの教

職員等相互共済福利厚生事業、これも非

常に細かい質問なんですけど、以前、私

が質問したときに、この消耗品費の中に

被服の貸与というのがありました。

　この時代を考えて、そういう貸与はで

きる限り考えていかなあかんというよう

な、確か御答弁をいただいたというふう
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に思いますし、市の職員も、昔は制服が

あったわけですけど、そういう形から自

分の自前で、そのようなスーツを着てこ

られるという方が多いわけでありまして、

民間においても、制服から私服という形

にされている企業も多いというふうにお

聞きしておりますが、この点について、

平成２１年度でも、まだこのような貸与

という形のものがあがってるということ

で、これについてのお考えをお聞きした

いと思います。

　それから、１４４ページ、教育相談事

業です。前回もお聞きしたと思うんです

けど、このいじめの問題、きょうのニュー

スですかね、きのうですかね、群馬県の

桐生市で小学校６年の子が自殺をされた

ということで、非常に悲しい知らせがあっ

たわけですけど、本当にまだまだこうい

う問題がまだあるんだなというふうにつ

くづく感じました。平成２１年度の実態、

どのようなことがあったのか。

　それと虐待も非常に多いですね。本当

に、ことしは、テレビをつけたら親が子

どもを虐待という、本当に痛ましいこと

がたくさんあったわけですけど、それに

関してどのような相談があったり、事例

があるということになってるのか、そう

いうこともお聞きしたいと思います。

　それから、１４６ページでございます。

　学校部活動等助成事業ですけど、ＰＴ

Ａ保護者の方々と、学校の立場とで非常

に乖離があるように思うんです。

　保護者のほうから、うちの子は野球を

やっている、また剣道をやっているから

クラブをつくってほしい、というような

話がそれぞれの学校であると思います。

　その中で、学校は、学校の先生は今、

大変忙しいというふうに思いますが、そ

ういう、その担当する先生がいないとい

うこととか、それから従前からあるクラ

ブが使用しているから体育館が使えない

とか、さまざまな理由があって、その新

たな部活というかクラブを結成すること

ができないような現状というふうにお聞

きしましたが、ただ、その中で、クラブ

でも非常に盛んな時期と、全然部員が少

ないというか、廃部寸前のクラブがある

と思うんですよ。

　だから、ある一定の期間をあけて、しっ

かりと学校とＰＴＡと子どもたちが話し

合って、例えば廃部にするクラブ、また

新しくつくるクラブとかということを、

話し合いの中で決めていく必要があるん

ではないか。

　例えば、ことしは、本田圭佑選手には

じまり、本田圭佑選手に終わったんじゃ

ないんですけど、その本田圭佑選手だけ

じゃなくて、さまざまなアスリートが出

てきましたよね。

　高校野球においてもそうですし、さま

ざまなアスリートが出てきたわけであっ

て、この摂津は、スポーツマンのまちや

というふうに、そのような印象が対外的

に出てくるような、そのような状況で、

また中学２年男子の体力テストがありま

したが、大阪府下ナンバー１ということ

で、お聞きしております。

　そういう点から、これからどんどんど

んどん、そういうアスリートを生むよう

なまちにしようということで、その中に

は、民間のそれぞれのクラブでやってい

る方々で、すごい傑出した能力のある生

徒もおるわけです。そういう生徒たちを

何とか伸ばすということで、学校も真剣

にやっぱりクラブを創設して、その子ど

もたちをバックアップするような場があっ

ていいんではないか。

　単に、既存のクラブがあるからだめ、

先生が面倒みるのが、いっぱいいっぱい

やからだめという形で、そういう子ども
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たちの新たな芽を摘んでしまうというこ

とは、やっぱりよくないというふうに思

います。

　そういう点で、この助成事業に関して、

クラブというあり方に関してお話をお聞

きしたいというふうに思います。

　それから、同じく１４６ページ、教科

書採択事業についてです。ことしは、確

か小学校の教科書だけやったと思うんで

すけど、その一定の流れをお聞きしたい

というふうに思います。

　それから、もう一遍、１４４ページの

研修事業の中で、教職員の方々の研修で、

高度な研究、研修を行うというふうな内

容でございますが、例えばその中に道徳

教育とか、先ほども話が出ていましたけ

ど、子どもたちに対しての道徳教育の研

修をしているのか。

　例えば、国旗、国歌のこと。卒業式に

おいてのね。そのようなことを、しっか

りと子どもたちに教えるかというような、

そういう研修をやっているかとか、そう

いうことをお聞きしたいと思います。

　次に、１４８ページの学級補助員配置

事業について、これは、特定の学校を挙

げるというのは、非常によくないかもし

れませんけど、それぞれ荒れた学校とい

うのがありまして、例えば、私の地元の

二中なんですけど、非常に学校が荒れて

いるということで、今、大分落ちついた

ということなんですけど、そのときに警

察関係の補助員に一人来ていただいたと

いうこと、そのことが非常によかったと

いうふうなことをお聞きしました。

　それぞれ、学校によって違うと思うん

ですけど、今後、そういう補助員の動員

を考えておられるのかどうか、そのこと

もお聞きしたいと思います。

　それから、同じく１４８ページの教職

員人権問題研修事業です。

　これに関して平成２１年度はどのよう

な研修を行ったのか、その内容について

お聞きしたいと思います。

　それから、同じく１４８ページ、摂津

市学力向上プラン推進支援事業、これは、

新規という形でございますが、先ほど、

安藤委員の質問の中でも、学力定着度調

査ということで、ある一定の調査をされ

た中の結果が出たということで、その結

果を踏まえて、今後どうするのかという

ような質問をされておったわけでござい

ますが、それに関連して、これ関連する

かどうかわかりませんが、この内容に関

してお聞きしたいと思います。

　それから、１５２ページ、小学校就学

援助事業。これも質問あったんですけど、

今、このような非常に不況の時代で大変

な状況にある中で、実態を我々もしっか

りと知っておくべきだというふうに思い

ますので、要保護、準要保護のその実態

をお聞きしたいと思います。子どもたち

のね。

　それから、１５２ページ、小学校給食

援助事業。これも先ほど、安藤委員の質

問にありましたんですけど、非常にタイ

トな中で、鳥飼北小学校の給食の民営化

ということになるわけですけど、大橋課

長から、しっかりと話し合いをし、理解

を求めていくという御答弁をいただいて

おったわけですけど、しっかりと話し合

いをする、十分話し合いをするという行

政の立場の考え方と、またＰＴＡ、学校

側とちょっと乖離が生じるかもしれませ

んので、一応、来年の３月に向けてのタ

イムスケジュール、いついつに保護者と

の、ＰＴＡとの話し合いとか、そういう

タイムスケジュールが決まっているんで

あればお聞きしたいと思います。

　次に、１５６ページ、中学校卒業記念

事業なんですけど、執行率が６６．３％
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ですか。これは、何か記念品が変わった

とかいろいろあるとは思うんですけど、

この執行率が低いということに関して、

何でこれだけ低いのかなということにつ

いてお聞きしたいと思います。

　それから、同じく１５６ページ、中学

校就学援助事業の中学校夜間学級生徒に

対する扶助費、この内容についてもお聞

きしたいと思います。

　次に１６０ページ、生涯学習スポーツ

課、一般事務事業の中で、社会教育委員

報酬ですね、これが非常に執行率が低い

んですけど、そのことに関してお聞きし

たいと思います。

　それから、１６２ページ、吹奏楽祭開

催事業。これも執行率が低いので、何で

かということで教えていただきたいと思

います。

　それから、１６４ページ、こども会育

成事業ですけど、私も、こども会のいろ

いろな役をやっておった関係もありまし

て、これを、文教常任委員会の中で、ずっ

と質問させていただいてるんですよ。

　そのときに、今、困った状況やという

答弁を必ずいただいてるんです。それに

関してどないすんねんいうたら、努力し

ますいうことを絶えず担当の方がいって

おられたんですけど、どのような努力を

されたということをね、ただ本当にこの

ままやったら、このこども会が消えてな

くなるんではないかなと。

　今、はっきりいって、我々の鳥飼西地

区において、新しい家がたくさん建って

るんです、３階建ての。若い世代が、そ

こに入居し、子どもたちもふえてるんや

けど、逆にどんどんどんどんこども会が

衰退していっておる。今、この状況とい

うのは非常に理解というか、無関心やら、

責任がどうこういう問題があるかもしれ

んけど、その状況がずっと続いている中

で、必ずそういう形の努力します、何と

かしますという御答弁なんですけど、例

えば、市こ連でどんな話し合いをされた

か。

　また、具体的にこういうことをしよう、

ああいうことをしようというプランニン

グはされたのか。そういうことをしっか

りお聞きしたいと思います。担当者が変

わりはったから、なかなかその点は大変

やと思いますけど、一遍、その辺をお聞

きしたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

○柴田繁勝委員長　順を追って答弁をお

願いします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら安全対策事業、それと教職員の福利厚

生事業と中学校卒業記念事業ということ

での３点について、お答えさせていただ

きます。

　子ども安全巡視員、いわゆる青パトの

件でございますけれども、今後の増員の

予定はないのかということでございます。

　そもそも、青パトと申しますのは、以

前にも御答弁させていただいたとは思い

ますけれども、規制緩和によりまして、

一般車両等での青色パトロールカーが回

れるようになりました。それに伴いまし

て、本来ですと地域住民の方々において、

夜間ないし昼間も土曜、日曜も含めて行っ

ていただくというところでございますけ

れども、なかなか、そういった地域の立

ち上げがないということで、教育委員会

事務局で検討いたしまして、今まで文書

集配をしておりましたその車に、青色パ

トロールのパトライトをつけまして、そ

れで子どもたちの下校時の安全を見守っ

ていこうということではじめた事業でご

ざいます。

　したがいまして、今現在３名の方でシ
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フトを組んで、１日２名の方が乗車して

いただき、それで回っていただいておる

ところでございますけれども、教育委員

会の所管をしております、その青パトに

つきましては、増員といいますか、この

車の増車というものも含めて、今現在は

考えておりません。ですので、以前にも

答えておりますように、市としては道路

交通対策課の、駐車禁止を見守っており

ますミニパト、それと商工会青年部の方々

に回っていただいております、青色パト

ロールカーと、それと、自治振興課が所

管しております防犯協会の車ということ

で、今現在、私の認識では４台というこ

とで、市内を青色パトロールカーで巡回

していただいているということで認識を

しておりますので、教育委員会としまし

ては、今後の増車といいますか、その部

分については考えておりません。

　それで、この子ども安全巡視員からの

報告の事例ということでございますけれ

ども、これも、前回の決算委員会でも御

答弁させていただいておりますが、子ど

もに関してのそういった事例というもの

は、今までございませんけれども、１日

６０キロから７０キロ、市内を回ってお

ります関係上、やはり回っているだけで

はあれですので、市の横との連携という

ことで、道路の陥没とか、安全策、ガー

ドレール等、またカーブミラー等の破損

とかがあれば、写真や記録に納めまして、

持ち帰った時点で各課にその報告をいた

しまして、各課で対応をしていただいて

いるということはございます。

　ですので、事件に関わった報告は、今

現在ではございませんので、よろしくお

願いいたします。

　続きまして、福利厚生事業の被服の貸

与ということでございます。

　委員が御指摘のとおり、職員につきま

しても制服等の貸与がなくなりました。

　しかし、現場の職員の作業服というこ

とでは、今現在残っておるところでござ

います。

　今回執行いたしております２万１，５

２５円につきましては、学校校務員の校

務補助嘱託員に貸与した被服でございま

す。

　したがいまして、学校教職員に対する

被服の貸与は、現在、凍結中でございま

すので、被服の貸与はいたしておりませ

ん。

　それともう１点です。中学校の卒業記

念の執行率、なぜ低いかということの問

いだったと思います。

　決算額といたしまして、５０万７，１

９０円ということになっております。内

容といたしましては、印鑑付きの多機能

のペンを購入いたしました。見積もり合

わせによりまして、１本６００円という

ことで安く抑えることができました。購

入本数が６５９本、消費税込みで４１万

５，１７０円と、あと卒業証書を入れま

す賞状の筒でございます。この分が１３

１円で予備の分を足して６６９本の消費

税で９万２，０２０円、合計の５０万７，

１９０円ということでございますけれど

も、この多機能ペンにつきまして、当初

の予算を要求させていただいた時点で、

９１７円で予算を要求させていただきま

した。卒業生といたしまして７００人を

予定いたしまして、消費税をかけたもの

を要求させていただきましたので、その

見積もり合わせによって差金が生じたと

いうことでございますので、御理解をい

ただきますよう、お願いをいたします。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、学校

教育に関わる御質問に御答弁申し上げま

す。
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　まず、いじめの問題でございます。平

成２１年度のいじめの認知件数は、先ほ

ども申し上げましたとおり１４件ござい

ました。件数そのものは、この数年徐々

に減ってはおります。

　しかし、一方で認知事案は非常に陰湿

化したもの、あるいは重篤化したものが

ございます。

　特に、問題と感じておりますのは、障

害のある児童・生徒に対してのいじめで

ございます。発見も大変遅れますし、ま

た気がついたときには非常に複雑なもの

になっておったり、なかなか本人が状況

を訴えることができない、このような状

況でいじめを行うということは、非常に

大きな問題があると考えております。

　件数そのものが減ったことについては、

非常に教職員のアンテナが高くなったり、

あるいは未然防止に向けて組織対応がで

きるようになったこと。これは、これま

での成果としてはあげられると思うんで

すが、一方でなかなか見つけにくい状況

がございます。これについては、日頃の

人権面からの指導等も含めて、改めて考

えていかなければならないと思っており

ます。ですから、件数そのものは減りま

したが、決して楽観的にはみておりませ

ん。

　続きまして、学校部活動等の助成事業

に関わって、今後の部活動のあり方につ

いての考え方であります。

　これまでも、同じような答弁もしてま

いったんでございますが、学校部活動そ

のものは、学校の教育活動として柱にな

る重要なものであると考えております。

　しかし、一方で委員もおっしゃったと

おり、指導者の問題、また施設の問題、

これは、正直いってございます。その中

で何ができるか、学校も苦悩しておるの

は事実でございます。

　子どもの声をいかに反映するかは大切

ですが、子どもの声を反映しようにも、

本当に指導者がいない場合もございまし

て、学校が、その声に対して何の悩みも

持ってないかというと、そうではござい

ません。その中で、学校教育課としまし

ては、外部指導者派遣等の努力もしてき

たわけでございます。

　部活動の教育的意義を改めて考えます

と、やはり学校の教育活動の一環、そし

て学校への所属意識、愛校心と申します

か、そういったものも含めて学校が母体

となりながら、教員と生徒の関係をつくっ

ていくもの、それが一番大きな意義であ

り、部活動の存在の価値であると私は思っ

ています。そういう意味であれば、この

部活動編成については、あくまでも学校

がその主体性を保つこと、これが必要で

あると思っています。

　そうはいいましても、以前にも御答弁

申し上げましたが、生涯体育、あるいは

生涯学習の入り口に入る、そういう側面

もございます。どこまで生徒の声を聞け

るかどうかわかりませんが、そういった

ものも参考にしながら今後のあり方を検

討する必要があると思っています。

　ただ、学校がこの部活動の内容、あり

方等についての考え方を発信する機会が、

あまりにも少なかったのではないかと思っ

ています。

　学校というのは、今やっていることが

すべてです。ですから、もう文句は言っ

てほしくない。そんな状況になっていっ

た事実も否めません。そういう意味であ

れば、現状はこうで、この部活動をこう

発展させていきたい、そんな発信があま

りにも少なかった、これは私は反省材料

としてあると思っています。部活動につ

いて、決して軽視してるわけではござい

ませんし、部活動からさまざまな夢や志
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を児童・生徒が持っていっていただけれ

ばと考えておる次第でございます。

　続きまして、今年度の教科書採択に関

わってでございます。

　委員、おっしゃったとおり今年度は、

小学校の教科書採択の年でございました。

今年度に関しましては、従前の採択と同

様、まず選定委員を委嘱しまして、選定

委員会では、調査員に調査・研究を命じ

まして、その研究報告書をもとに選定委

員会で、教育委員会からの諮問のあった

内容について答申をまとめ、最終的には

教育委員会で採択する教科書を決定した

と、そのような状況でございます。

　大きな流れは従前とは変わりませんが、

より教育委員会が、また教育委員が中身

を詳しく読もう、そしてまた責任を持っ

て採択をしようと。以前からもそうでし

たが、そういう思いを前面に出し、そし

てまた教科書を実際に読む時間が増して

おります。

　また、選定委員会のあり方というもの

がいつも問題になっておりますが、選定

委員会から、すべての教科書がいいです

という形での答申はいかがなものか、選

定委員会の内部で意見がありました。で

すから、すべての教科書のよい点を、改

めて調査員の報告を受けて洗い出すとと

もに、やはりどの教科書がよりよいもの

か、一つに絞り込むわけではございませ

んが、選定委員会の意見も添えた答申を

教育委員会としては受けております。

　その上で、その絞られたものだけでは

なく、全体をもう一度見直すということ

で、教育委員会の責任と権限の下で今年

度も採択を行いました。

　続きまして、道徳に関わってでござい

ます。

　道徳教育は、社会に出て社会全体の幸

せであるとか、あるいはその社会の秩序

を守る、また社会全体の向上、これを図

るために行っていく重要な教育の領域で

あると考えています。したがって、この

道徳教育に関わっての研修は、重要であ

ると考えています。

　実は、道徳推進教師を各学校に置くも

のとする、新しい指導要領ではそのよう

なことが定められております。その道徳

推進教師を中心に各学校の道徳の全体計

画を立て、道徳を進めてまいります。教

育委員会では、年間に３回シリーズで、

この道徳推進教師対象の研修を行いまし

た。

　各学校での道徳の授業、かつては道徳

というのはありませんとか、子どもたち

にとって、時間割りにあっても、実体が

伴わないことが多ございました。

　しかし、現在はさまざまな教材等を使

いながら、道徳的な実践力を育成するた

めの授業が展開されております。課題と

しましては、まだまだ十分に教え切れて

ないようなものもございまして、非常に

項目が多うございますから、重点という

ものが当然あるでしょうが、まだまだ教

えられてないものがあり、課題でござい

ます。

　我々は、調査も行っておりますので、

不十分なものは十分に指導するように、

各学校に指導を行っているところでござ

います。

　国旗、国歌と、この道徳と直接関係あ

るのかどうか、愛国心の問題等で関連す

るのかと思うんですけれども、国旗、国

歌の指導に関しての研修等は、特には行っ

ておりません。

　しかし、国旗、国歌に関しまして、学

習指導要領に則した形で正しく指導する

ように、それを教育委員会としては指導

しているところでございます。

　次に、学級補助員配置事業に関わって
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でございます。

　御指摘のとおり、第二中学校に２名の

配置をしております。これは、府の緊急

雇用の事業を使っておりますので、雇用

について何度も同じ人を更新するわけに

はいきません。平成２２年度の１０月か

ら新しい方に来ていただいております。

　昨年度からこの９月までお越しいただ

いた方は、警察ＯＢと児童福祉施設のＯ

Ｂの方、そして、現在お越しいただいて

いる方は、児童福祉施設ＯＢの方と元中

学校の教員でございます。学校の状況や

荒れる子どもたちの生活背景の問題等、

よく御存知の方に来ていただき、第二中

学校を支援していただいている現状がご

ざいます。

　今後でございますが、この財源そのも

のが、緊急雇用の事業等に使っておりま

すので、先ほども申し上げましたが、平

成２３年度までしか雇用することができ

ません。

　しかし、例えばスクールソーシャルワー

カーを、今年度から全中学校区に配置し

ましたように、さまざまな生活上の課題、

またそこから来る荒れ等に対応するため

に、考えられる限り、またできる限りの

人員的な措置も行ってまいりたい、その

ように考えております。

　続きまして、摂津市学力向上プラン推

進支援事業に関わってでございます。

　御承知のとおり、全国学力・学習状況

調査等において、全国や府と比較しまし

たら、非常に厳しい状況が本市の児童・

生徒にはございます。

　背景はいろいろございますが、学力を

向上させることについては必要なことで

あり、重要なことであり、この取り組み

は進めていかなければなりません。

　平成２１年度、平成２２年度の２か年、

学力向上のための基盤づくりのために、

大阪府が市町村支援プロジェクト事業を

起こしました。これは、府が指定校を決

めていくわけでございますが、幸いにと

申しますか、本市では全小・中学校がこ

の事業の対象となりました。基盤整備の

ためにお金をいただけるということで、

平成２１年、平成２２年と取り組みを進

めております。

　現在、若干市費で予算をふやしまして、

学力向上プラン推進支援事業といたしま

して、この事業を推進いたしております。

　各学校での学力向上のための研修、ま

た先ほど基盤整備と申し上げましたが、

なかなか普段買えないような備品、これ

は、ＩＣＴに関わってのものもございま

すし、教材用のプリンター等、そういっ

たものを購入しながら、教育環境の充実、

あるいはその環境充実から生まれる教材

の充実、そして最終的には授業改善のた

めに各学校が取り組んでおるところでご

ざいます。

　なかなか、成果は目に見えてはあらわ

れませんが、授業改善に関わって本市の

教員が、さまざまなところへ積極的に出

かけますし、またこの授業でいいんだろ

うかとの考えから、授業を公開する、そ

して御意見を頂戴する、このような機会

がふえておる現状でございます。

○柴田繁勝委員長　続いて、北橋室長、

お願いします。

○北橋人権教育室長　虐待事象について、

どのような相談や事例があるかという御

質問に御答弁申し上げます。

　まず、最初にお断りいたしますが、非

常に個人情報に関わる部分もございます

ので、大まかな概略になるかと存じます

が、御了承をお願いいたします。

　まず、平成２１年度の通告件数に関し

ましては、前年度からの見守り事象も含

め、また乳幼児全体を含めまして、摂津
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市全体で１００件以上の事象を取り扱っ

ております。

　内容としましては、西淀川の痛ましい

事件以来、非常に市民の方々の関心も高

くなりまして、電話での通告事象も大変

ふえております。子どもの泣き声等が聞

こえると、すぐに通告していただけるケー

スも、現在ふえております。

　虐待事象の中で、特に多いと思われま

すものは、ネグレクトのケースが大変多

うございます。身体的な虐待につきまし

てもケースがございます。

　通告後、関係機関と連携をしまして、

４８時間後の安否確認をした後、即、一

時保護したケースもございます。

　ただ、命に関わるような重篤なケース

を取り扱うことが、昨年度は１件もなかっ

たことについては、関係機関等の取り組

み、それから摂津市要保護児童対策地域

協議会の取り組みなどが、非常に充実し

ているためと認識しております。

　しかし、この虐待ケースにつきまして

は、その虐待者が保護者であるケースが

多いんですが、虐待に至った背景は、養

育不安等を抱える中でのケースが大変多

い現状がございますので、その保護者に

対して、やはり保護者にも支援が必要と

いうことで、通告をしたからそれで終わ

りということではなく、通告したときか

らが支援のはじまりということで、保護

者の見守り、子どもの安全確保に力を入

れて、継続的な見守りを続けております。

　続きまして、人権教育研修の内容につ

きまして御答弁申し上げます。

　人権教育研修につきましては、校長、

教頭の人権教育推進のためのリーダーシッ

プの向上、また人権教育を担当するミド

ルリーダーの育成、経験の少ない教職員

の人権感覚や人権意識の向上に力を入れ

て取り組んでおります。

　特に、経験の少ない教職員の育成を重

点として研修を行っております。経験の

少ない教職員につきましては、人権感覚、

人権意識の向上及び指導力の向上はもと

より、人として子どもの模範となり、あ

こがれられる存在で保護者、地域から信

頼され、尊敬される魅力のある教職員の

育成を目指しまして、人権を尊重する意

識を深めて、子どもの背景にまでしっか

り目を向け、子どもがいきいきと学ぶこ

とのできる授業づくりや、学級集団づく

りなどの指導力を向上させるために、府

の指導主事等を招いて研修を積極的に行っ

ているところでございます。今後も継続

して進めてまいります。

○柴田繁勝委員長　続いて、大橋課長。

○大橋学務課長　学務課に関わります３

点の御質問に御答弁申し上げます。

　まず、就学援助事業の実態でございま

すが、就学援助の認定率につきましては、

平成に入ってから急激に増加をいたしま

して、平成１６年度にピークを打って、

その後、高原状態で推移しております。

事務報告書でも確認いただけますように、

率としては、平成１６年度以降は大きな

変化はございません。

　ただ、昨今の経済情勢等をみる中では、

その就学援助の対象者の中での格差とい

うものも、以前よりも広がっているとい

うふうには推測をしております。

　そういった意味からしますと、学校教

育法に基づく教育の機会の均等、この部

分を少し検討する必要があるというふう

には考えております。

　したがいまして、これまでの広く浅く

の部分から、よりコアな部分での厚い支

援というものも検討していく必要がある

というふうには認識しております。

　続きまして、給食事業でございますが、

一般的な委託にかかる保護者説明のタイ
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ムスケジュールというご趣旨だったと思

うんですけども、まず一般的なケースで

ご説明させていただきますが、業者を選

定する前に、まず当該校のＰＴＡの役員

の方々に説明をするということにしてお

ります。役員の方々とのお話し合いの中

で、次に、一般の保護者全体の説明会と

いうものをもつようにしております。

　その後、業者選定をしてその結果をま

たＰＴＡの役員、また全体の保護者に説

明会、若しくは紙ベースでの報告という

ことをさせていただいて、新年度に入っ

て試食会をもっていただく中で、もう一

度説明をさせていただくということで、

一般的なスケジュールと考えております。

　３点目の夜間中学の生徒の就学援助の

部分でございますが、これについては、

府下統一の動きでございまして、平成２

０年度までは、大阪府と夜間中学の設置

市が、それぞれ２分の１補助をもって、

在籍する生徒に対する就学援助を実施し

ておりましたが、平成２１年度からは、

在籍する生徒の居住市が、就学援助の扶

助をするという制度に切り替わりました。

　したがいまして、平成２１年度実施要

綱を作成させていただいて、はじめての

決算ということになっております。

　対象といたしましては、６名在籍がご

ざいましたが、その就学援助の基準、こ

れは昼間の児童・生徒の基準と同額になっ

ておるんですけど、その基準に合致して

おられる生徒が２名ということで、２名

分の支出ということでなっております。

○柴田繁勝委員長　それでは、小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課に関わります２点に

ついて、御答弁させていただきます。

　まず、一般事務事業の中の社会教育委

員報酬の執行率の件でございますけれど

も、本市の社会教育委員は、摂津市社会

教育委員条例、同施行規則によりまして、

学校関係者１名、社会教育関係者７名、

家庭教育の関係者１名、学識経験者３名

の、合計１２名を委嘱させていただいて

おります。

　平成２１年度は、５回の会議、つまり

６０名で計画をしておったわけでござい

ます。

　会議は、５回開催したわけでございま

すけれども、会議出席者が４８名という

ことで、４１万４，０００円の予算に対

しまして、３３万１，２００円の執行と

なっておるところでございます。

　次に、吹奏楽祭の執行率の件でござい

ます。吹奏楽祭は、例年、市の吹奏楽連

盟に事業運営委託をして、実施をしてお

ります。

　例年、第一中学校から第五中学校まで

の吹奏楽部、また摂津高校の吹奏楽部、

摂津高校のＯＢ、ＯＧ会、摂津市吹奏楽

団、こういった方々に出演していただき

まして、開催をしておるところでござい

ますけれども、平成２１年度は、インフ

ルエンザの猛威がございまして、インフ

ルエンザによる出場辞退が相次ぎ、残念

ながら中止ということになりました。

　執行額で若干の支出が出ておりますけ

れども、事前の準備として、必要な消耗

品を若干使われた分を執行しているとい

うことでございます。

　平成２２年度は、９月２６日に先ほど

申しました団体に加え、一般の団体、新

たに一団体が加わりまして、９団体で盛

大に開催されたところでございます。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　それでは、青少年課

に関わります御質問に対して答弁させて

いただきます。

　こども会育成事業について、どのよう

な努力をされているのかということです
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が、昨年につきましては、４回ほどなん

ですけども、地域の子どもを中心とした

野外活動レクリエーションを通して、仲

間意識や信頼感、人間づくりを学び、こ

ども会活動でのリーダーを養成するとか

いった研修会の中学校区、昨年させてい

ただいているのは、三中校区、二中校区、

一中校区ですね。

　あと、育成者のためにこども会新役員

が、野外活動を通してその楽しさを実感

していただき、今後のこども会活動に活

用してもらおうということで、育成者約

１３０名に来ていただきまして、講習会

をさせていただいてます。

　ただ、今後につきましては、やはり地

域格差等もございまして、自治会等、一

度アンケート等をとらせていただいて、

自治会との協力体制ができないのかどう

か、そういったことを検討してまいりた

いと思っております。

○柴田繁勝委員長　これでよろしいです

か。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきます。

　まず、安全対策の巡視員ですけど、増

員の予定はないということなんですけど、

予算の関係上、それはやむを得ないとは

思います。

　ただ、ああいう感じで市内を回ってお

られますと、非常に抑止力といいますか、

その効力があるわけでございまして、事

件が起きてから後で後悔するよりは、ま

ず事前に何とかそれを工面して、増員を

していただいて、細部にわたって市内を

巡回していただきたい、このように要望

しておきます。

　次に、教職員等相互共済福利厚生事業

の被服の貸与に関しては、もうよくわか

りました。了解しました。

　それから、教育相談事業のいじめの問

題でありますが、非常にもう痛ましいこ

と、またそのときその時代によって、そ

のいじめの内容がちょっと変わってきた

り、さまざまな複雑な要因が出てくると

思うんです。

　当然、学校の先生は、アンテナをしっ

かりと立てながらみられているのはわか

るんですけども、ずっと以前の質問の中

にもありますけど、学力向上はせなあか

んわ、そのいじめの問題の対策、またＰ

ＴＡの問題とか地域の問題とかさまざま

あって、今、大変やと思います。

　ただ、その間隙を縫ってそのようない

じめが起きて、実際、今回の群馬県では

そういう自殺者が出るというふうなこと

があったときには、何でやろうという後

悔が、まずきますよね。

　だから、そういう点ではしっかりと先

生だけじゃなくて、ＰＴＡとも、また地

域とも話し合いをしながら、そのいじめ

の問題について、もっともっと話し合い

の場をつくっていただいて、学習する必

要があるんではないかというふうに思い

ますので、これも要望にしておきます。

　それから、虐待の問題なんですけど、

１００件もあったということで、非常に

びっくりしております。

　個人情報の問題があるというのは、よ

く理解できるんですけど、ただその辺は、

その個人情報等を我々が、実際知っておっ

たら何とかできたのにというような、そ

ういう非常に複雑な狭間があると思うん

です。だから、その個人情報というのも

時と場合によっては、やっぱりオープン

にせなあかんわけでありまして、その辺

はよく柔軟に対応していただきたいと思

いますし、情報を知れば知るほど地域が

そこに注目するわけですから、そういう

感じでみんなでその虐待をなくそうとい
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う形で、自分の子やからええやないかと

いうような問題じゃないわけですからね。

　だから、そういう点のことをしっかり

とこれからもやっていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。

　それから、部活動等助成の問題ですけ

れど、学校が一つの中心なんやから、学

校が話し合いの中で決めたことが一番や

というのは、それは当然そうやと思いま

す。

　ただ、取りつく島もない、そういう校

長先生もいてはるわけですよ。そこで、

学校でそのクラブをつくってほしいとい

うても、うちはできませんと、ばんとそ

こではねつける、現実にそういう校長先

生もいてはるわけですね。

　だから、その担当の職員も交えて、今

後のクラブ活動について話し合うという

場がないわけですよ。特定の、その自分

の子どもたちがやっているその保護者が

集まって、校長先生のところに行く。校

長先生はできませんといわれる。それで

帰る。そのような状況が続いとるわけで

す。

　すばらしい選手もたくさんおるんです

ね。例えば、手前みそになりますけど、

剣道の選手でも今、この大阪府で２０人、

国体に向けての強化選手ですけど、大阪

府下で２０人の中学生の強化選手に選ば

れた選手もおるわけです。その彼女は、

三島地区の大会でも優勝しておるし、決

勝が摂津市同士でやるんですよ。剣道の

ね。そのようなやっぱりすごい選手もた

くさんおるんやけど、しかしクラブがな

い。ほんなら全国大会に行かれへんわけ

ですね。そんなことが実際にあるわけで

す。

　例えば、大阪府下の大会やったら、一

つの窓口の中学校、二中の先生が皆集め

て行くということはできるんですけど、

そこから先の全国大会には行かれないん

ですよ。その子はね、現実問題として。

　そういう芽を摘んでしまうことが果た

していいのかということを考えたときに、

それぞれの事情があるからということで

済まされへんようなことがたくさんある

わけであって、だからそういう点で、もっ

ともっと学校とＰＴＡと保護者と、それ

から子どもたちで話し合いをする必要が

あると。

　クラブの中には、本当に少ない２、３

人の人数で、でも昔からあるから今置い

ておったらええやないか、というような

クラブもあるわけなんです。そのクラブ

を無視するわけにはいかんにしても、そ

のときそのときに応じてやっぱり、この

クラブをつくってこうしようとか、例え

ば外部指導員でも、我々がいつでも協力

しますよといってるのに、学校からは何

も返答はないわけですよ。もう要らんこ

とせんといて、もうややこしい、もういっ

ぱいやらなあかんことはたくさんあるか

ら、もう要らんことせんといてというの

が、これ現実違うかなと思うんです。

　でも、そんなことによって、すばらし

い能力のあるその子どもたちが摘まれる

というのは、非常にこれは嘆かわしいこ

とでありまして、その点しっかりと、やっ

ぱり各学校の校長先生と、そういう場を

もってその議論をするという、また話し

合いをしなさいということを、この教育

委員会から指示してもらわなあかんわけ

ですわ。学校に任せとるから、もう学校

でやってもらったら結構で、うちは何も

そういう権限ないんです、というような

ことで済ませてしまったら、そういうす

ばらしいアスリートが今後、摂津市から

出ないようになってしまうんじゃないか、

というふうに危惧するわけでありまして、
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その点しっかりと話し合いをしていただ

きたい。これは、要望しておきます。

　それから、教科書の採択の件ですけど、

よくわかりました。そういう流れで。

　ただ、調査員の選定とか、その辺は非

常にデリケートな問題がありますので、

しっかりと公平に行っていただきたい、

このように要望しておきます。

　それから、研修事業の中の道徳教育の

件なんですけど、過去、私の子どもらが

小さいときに、集団というより個を大切

にしなさいというような教育をしてる先

生がおったですよ。実際、その個人が大

切ということで、集団とか社会というよ

り、自分を大切にしなさいという教育が

あったわけですね。

　それで、ずっと進んだ中で、非常にこ

の利己主義な子どもたちがふえた。利己

主義な大人たちがふえた。だから、この

世の中を見直さなあかんということで、

今、道徳教育をしようということなんで

すけど、この日本の道徳教育というのは、

これは世界に冠たるものがありまして、

例えば、ヨーロッパやら外国では宗教を

一つの中心にした道徳、その宗教の教え

の中の、さまざまなその道徳というより

かは、そういう教えがあるんですけど、

日本は、そういう点で強烈な宗教はない

中で、この道徳教育が育ってきたわけで

す。その道徳教育をしっかりとやること

が、国の存亡に関わることでありまして、

そういうことをこれから強化していただ

きたい。しっかりとその道徳教育を、ア

レルギーを捨てていただいて、しっかり

と教育をしていただきたい、そういうふ

うに思います。

　それから、国旗、国歌の問題がありま

したけど、これは教育長も御存じやと思

いますが、私は、ずっと、何年もこれを

やってきました。一つの卒業式、入学式

においての教職員の対応は、ある一定、

改善されていったと思います。

　しかし、私、久し振りに、ことしの卒

業式、入学式に行きましたけど、そっか

ら先が全然進んでない。

　例えば、子どもたちに国旗、国歌を教

える、国旗の意味を教えるということが、

果たしてなされているのかというふうに

非常に私は疑問を持つんです。

　一応、起立して、伴奏がなりますよね。

その中でだれも歌ってないし、教職員も

当然歌ってないし、教職員の中では校長

先生とか歌ってる人はおるんですけど、

中で見とったら教職員の人も歌ってない。

いろいろ意味合いがあると思います。国

旗、国歌の。

　しかし、今現実に法律で、日本国の国

旗は日の丸、国歌は君が代となっとるわ

けです。

　今、テレビなんかで尖閣列島をめぐっ

て、非常に日本の国旗を焼かれたり破か

れたりというシーンがありますよね。あ

のときに何とも思わん子どもたちを育て

てええのかなというふうに思うんです。

やっぱり健全なナショナリズム、愛国心

が当然必要ですよね。

　先ほど、前馬先生がおっしゃった愛校

心、ありますよね。愛校心と一緒で、健

全な愛国心が当然だと思います。自分の

国の国旗が焼かれたり、破られたりする

ことに対して、何も憤りを感じないよう

な子どもたちを、もしか育てとったんやっ

たら、もうこの国の将来はないと思いま

すね。

　だから、そういう意味でしっかりとそ

の国旗、国歌の意味、この国はどういう

もんか。この国の将来はどうすべきかと

いうことを、あなた方がそれを担うんで

すよ、ということを教えるべきだと思い

ます。
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　それが、極端な話、戦争をせいとか、

そんな話じゃないんですよ。自分らの生

まれ育った土地はしっかりと守ろう、そ

ういう気持ちがやっぱり必要なんです。

　それが、だんだんだんだん縮小された

ら、社会の不安定とかそういうものにつ

ながっていくわけですよ。

　だから、そういう点で我々は、学校教

育の中で健全なナショナリズムを植えつ

けるということを、それは絶対必要やと。

　中国みたいに、何かすごく愛国教育さ

れて、焼き討ちしたり、あんなデモやっ

てますよね。日本の企業に行って。あん

なことは決して日本人は、もう望まへん

し、日本人の一つの過去においての学習

によってそういうことはしないわけです。

　ただ、健全なナショナリズムはしっか

りと教えるべき、というふうに私は思い

ますので、そういう点、教育長ね、来年

度の卒業式、入学式は、非常に期待して

おきますので、学校の科目で当然そうい

う授業があるわけですから、教えること

がね。それが軍国主義にもつながらへん

し、ファッショにもつながるとは思って

ないでしょう、教育長。だから、そうい

うことは、やっぱり当然なことですから、

それはよろしくお願いしたいと思います。

　それから、次に、学級補助員の配置事

業ですけど、これは、本当に非常に二中

は、助かったというふうにいってますし、

それぞれの立場の方が人事じゃないけど、

いろんな方々が変わっていくと思います

けど、そういう形で何とか、そういう荒

れた学校といわれるところには集中して、

そういう方々を派遣していただきたい。

そのように要望しておきます。

　それから、教職員の人権問題研修事業、

これはもうよくわかりましたので結構で

す。

　それから、小学校の就学援助の要保護、

準要保護、これもわかりましたので、結

構です。

　それから、小学校の給食援助事業、一

応タイムスケジュールを説明していただ

きました。そのとおりやっていただきた

いんですけど、今さっき言ったように、

皆さんが十分や思うことと、ＰＴＡの皆

さんが十分や思うことと、我々が十分や

思うことでは、それぞれ違うわけであっ

て、だから十分な説明をしましたという

御答弁をいただきましたけど、その点は

しっかりと念を入れて、ここにＰＴＡの

副会長もいてはりますけど、しっかりと

話し合いをして頑張っていただきたいと

思います。

　それから、中学校の夜間学級生徒に対

する扶助費もわかりました。

　それから、中学校の卒業記念事業、こ

れもわかりました。

　こども会育成事業ですけど、ジレンマ

なんですよ。本当にジレンマの状況で、

何とかしたいと思うんやけど、実際何も

できない。

　それで、私はいろいろ不満を聞いたん

です。ほんなら、非常にこども会自体の

催し物、イベントが多いということで、

せっかくの日曜日、パートで疲れた体を

癒したいのに、こども会に借り出されて、

いろんなイベントをやらなあかんという

ことで、非常にご不満がある方々が多い

んですよね。

　私は、そこでイベントを減らしたらど

うですかというような話をして、また今

やっているイベントをほかのイベントに

変えたらどうですかというような話をし

た。ああ、わかりましたということで、

これを具体的に、事例をあげていいます

と、学校で肝試しをやったらどうやとい

うことでね。

　夏、子どもたちを教室に泊めてですね、

－71－



学校怖いですよね、夜の学校、そういう

イベントをやったら、あんた方も楽しめ

るんと違いますかと言ったら、私らも楽

しめます、やりますとなったのに、学校

側から、子どもたちが騒ぎますんで、あ

きませんってけられたわけです。

　だから、子どもたちが新たなイベント

をやろうとしとんのに、その周辺が、い

や、これはできません、あれはできませ

んという。口では、何とかこども会を充

実ささなあかんて皆思とんのに、実際、

学校でやろうとしたらそういうような壁

ができるわけですよ。

　だから、その辺が全体で、そういうみ

んなで育成しよう、こども会をもっともっ

と発展させようという気風がなかったら、

これは消滅してしまいますわ。はっきり

言いましてね。

　何やるんでも、あかんあかんですわ。

堤防で何かしようかいうても、それはも

う何か都合が悪い、具合が悪いとかいう

ことで、あかんという形になったりね。

すべて断られましたて言うてましたね。

いろんなことが。

　そういう形でジレンマに陥ってますと

いうことを言われましたし、だからその

ような状況で、非常に皆さんが思われて、

皆さんが言うてはるけど、現実は違うと

いうことなんでね。これは学校も、それ

から全庁的にも、しっかりとそういう形

の協力体制をとってこそ、はじめてこど

も会というのは存続できる、発展は難し

いかもしれんけど、存続できるん違うか

というふうに思うわけでありまして、そ

の点は来年またそういう機会があったら、

ここでまた質問させていただきますんで、

その点しっかりと考えていただきたい。

これ、すべて要望です。

○柴田繁勝委員長　よろしいですか。

○渡辺慎吾委員　はい、結構です。

○柴田繁勝委員長　それでは、渡辺委員

の２回目の質問というのは、すべて要望

ということでございます。

　引き続いて、野原委員から質問を受け

ます。

○野原修委員　今回から、はじめて文教

常任委員会で質問させていただきます。

　今までに、もう３人の委員の方から質

問していただきまして、ダブるところは

ありますが、視点を変えて質問をしたい

と思いますので、よろしくお願いしてお

きます。

　まず、１点目、決算書４３ページの安

全・安心な学校づくり交付金、１億８４

４万８，０００円。これの７分の２掛け

と、また１．０１掛けの説明をお願いし

ておきます。

　続きまして、２点目、決算概要です。

安藤委員、また渡辺委員からも言われま

した概要１４２ページの安全対策事業で、

子ども巡視員の青パトの件、今４台走っ

てるんですけど、その辺の連携が果たし

てうまくいってるのか。

　また、学童の時間帯なんかに、そうい

う帰りの時間帯にうまくシフトできない

か。今、商工会の青年部は、毎週金曜日

の夜８時から１０時までをずっと回って

くれてるんですけど、それが夜のパトロー

ルという形はなかなかできてないので、

本来、昼は交通対策課のめいわく駐車パ

トロールの車と、教育委員会の２台の車

が走っているように思うんですけど、そ

の辺の連携お聞かせください。

　また、受付員に関しまして、８７名の

方がボランティアで、また平成１６年、

大阪府に先駆けて摂津市が取り組まれて

いるということで、平成２２年で打ち切

りとなりますが、今後どういう形で展開

されるのかお聞かせ願いたいと思います。

　３点目、南千里丘開発による４３階建
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てのビルができ、そこで人数がふえる中

におきまして、校区変更、そのようなも

のの考え方はできないのかお聞かせくだ

さい。

　４点目、概要１４４ページの新型イン

フルエンザ対策という形のもので、これ

は、昨年インフルエンザが出たときに、

私も関西大倉高校出身で、プレス発表前

に学校に問い合わせて、そういう事例が

あるということで聞いて、大変だなと思っ

たのですが、摂津市の教育委員会の対応

は、いち早い対応で、マスクの無料配布

とかいろんな形で対応されたことは、敬

意を表するのでありますが、その通学の

ときに連絡が徹底されていたのか。やっ

ぱりそういう中で登校する児童もあった

ように聞きます。その辺の連携はどうなっ

ているのかお聞かせください。

　５点目、概要１４６ページの進路選択

支援事業の内容をお聞かせください。

　６番目、概要１４６ページ、特色ある

学校づくり推進事業についてお聞かせく

ださい。

　７点目、これは、さっき前馬次長のほ

うからありました道徳教育、また今、渡

辺委員のほうからありました国旗・国歌

の話でありますが、私もこの委員会に所

属するので、過去５年間ぐらいの議事録

を読み直して、渡辺委員がずっとやられ

て、私は５年間、まだ議員になって５年

なんですが、学校の入学式と卒業式、行

かせてもらってるんですけど、あまり変

わったようには感じないんですけど、ど

のような指導をされているのか、そこを

お聞かせ願いたいと思います。

　８点目、耐震補強等事業、これは、安

藤委員のほうからも質問がありまして、

一応、幼稚園の耐震化率のほうは１００

％になったということでありますが、今

は、小・中学校で６４．６％ということ

で、今後どういうような推移をするのか

お聞かせください。

　９点目、概要１５８ページの幼稚園施

設運営事業の下水道受益者負担金、本年、

幼稚園のほうで１８万５，２２０円と出

ております。平成２０年度は、中学校の

ほうで２２３万７，７８０円と出ており

ます。この内容をお聞かせください。

　１０点目、せっつ生涯学習大学事業に

ついてお聞かせください。

　あと、概要１６４ページのこども１１

０番の家事業についてお聞かせください。

　最後に、概要１６６ページの家庭教育

学級事業についてお聞かせください。

○柴田繁勝委員長　今の野原委員の質問

に対して、岩見課長から。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

に係ります御質問について、４点かと思

います。御答弁させていただきます。

　まず、歳入のほうでございます。

　安全・安心な学校づくり交付金といた

しまして３，１２９万４，０００円の国

費が歳入として入っております。

　内容につきましては、中学校のエアコ

ン設置に伴います歳入でございます。お

問いの７分の２掛けと１．０１掛けの内

容ということでございますけれども、本

来、この交付金につきましては３分の１

ございます。

　しかし、本市の場合、財政力指数が１．

１０８ということで１を超えております

ので、財政力が強いということになりま

して、交付率が７分の２に減額をされて

おるということでございます。

　なお、１．０１を掛けておりますのは、

１％の事務費分を加算させていただいて

いる分でございますので、御理解をよろ

しくお願いいたします。

　続きまして、青パト、こども安全巡視

員の学童の時間帯との連携ということで
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の御質問でございます。

　今現在、教育委員会総務課の方で青色

回転パトロールのほう、午前９時３０分

から午後５時３０分までということで勤

務をしていただいております。戻ります

のが、５時前で、一定文書集配したもの

の整理等がございますので、５時前には

帰ってまいりますが、この季節になりま

すと、５時を回りますと、かなり暗くなっ

てくるのも確かにございます。

　したがいまして、できる限り、今現在

回っていただいてます巡視員の方には、

学童保育の方が帰られます５時過ぎぐら

いまでの巡視を行うように、私のほうか

らも指導したいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

　それと、受付員、平成２２年度で大阪

府からの交付金が打ち切られるというこ

とで、今後どういう体制でいくのかとい

うことでございますけれども、安藤委員

の御質問にも御答弁させていただきまし

たが、本市につきましては、府の補助金

がはじまります前から行っておりますの

で、今後も引き続き、こういった地域の

ボランティアの方々のお力をおかりしま

して、地域の子どもは地域で守ろうとい

う言葉を合い言葉に、ボランティアの方々

を募って受付員制度を続けてまいりたい

と考えております。

　続いて、耐震補強工事の今後の計画と

いうことでございます。この夏の工事を

終えまして、小・中学校の耐震化率が６

４．６％でございます。

　今後、残る校舎でございますけれども、

小学校で６校１１棟、中学校で４校１２

棟、合わせまして１０校で２３棟残って

おります。なお、耐震工事の要らない学

校におきましても、施設や設備の老朽化

が進んでおりますことから、それらの改

修工事も必要であり、多額の予算も伴っ

てまいります。

　また、今夏の異常気象によります猛暑、

また児童・生徒の熱中症対策も喫緊の課

題でございます。先ほどより、空調設備

のエアコン設置についての要望等もござ

いましたけれども、今後の市の財政状況

もございますけれども、国の動向を見極

め、より有効に交付金をいただけるよう、

大阪府からも情報収集をいたしまして、

残る１０校でございますので、おおむね

１０年以内には耐震化工事を完了し１０

０％を目指していきたいと、そのように

考えております。

　続きまして、幼稚園の受益者負担金と

いうことでございますけれども、昨年は、

第二中学校の受益者負担金があがってお

ります。

　第二中学校につきましては、国費関係

もございまして大きなお金でございます。

今年度、工事を進めましてまもなく工事

が完了すると。現実には終わっておりま

すけど、検査がまだ残っておりますので、

ほぼ完了ということでございます。

　小学校につきましては、鳥飼東小学校

の下水道の切り替えをもう既に完了した

ところでございます。鳥飼東小学校につ

きましては、土地区画整理事業の区域で

ございますので、受益者負担金の発生は

ございません。

　とりかい幼稚園の受益者負担金でござ

いますけども、平成２１年度に支払いを

させていただいて、今年度実施設計を、

今現在しておるところでございます。

　したがいまして、来年、とりかい幼稚

園の排水設備の下水道への切り替えの工

事をする予定でございますので、よろし

く御理解をお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　続いて、前馬次長。

○前馬教育総務部次長　私のほうからは、

特色ある学校づくり推進事業について、
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また国旗・国歌の指導について、この２

点について御答弁申し上げます。

　現在の指導要領、また来年度から小学

校、再来年度から中学校で完全実施され

ます新しい学習指導要領では、総則にお

いて、各学校では特色ある教育活動を展

開する、このような記述がございます。

　特色ある教育活動とは、一つには地域・

児童・生徒の実態に応じた教育活動を行

うこと。また、子どもたちに必要な学力、

その他生きる力、これを育むこと。

　先ほどの、地域・児童・生徒の実態と

もあわせて、いかにして子どもたちに力

をつけていくか、その過程そのものが特

色ある教育活動であるととらえておりま

す。この事業がスタートしたときには、

総合的な学習の時間と新たな領域等も入

りまして、この教育課程の編成を学校が

責任を持って行うことが、より一層求め

られてまいりました。

　その状況は、現在も変わっておりませ

ん。各学校で実態に応じて、学力向上で

あるとか、総合的な学習、あるいは地域

連携等に現在取り組んでおる現状でござ

います。

　ただ一方で、特色というのは無理やり

出すものではない、そんなことも、学校

からも声が聞こえてまいります。我々の

ほうとしましては、無理やりつくり出す

ものではなく、よく児童・生徒の実態を

把握すること、学力テスト等も児童・生

徒の実態把握とも関連してまいると思い

ます。児童・生徒・地域の実態を十分把

握した上で、特色ある教育課程編成に努

めていただきたい、そのように考えてお

ります。

　次に、国旗・国歌に関わってでござい

ます。５年間、入学式や卒業式にお越し

いただいて、ほとんど変わっていないよ

うに感じる、その御指摘もきちんと受け

とめたいと思っております。

　ただ一方で、この儀式においての国旗・

国歌の取り扱いが、この１０年、１５年

で大きく進歩した事実もございます。

　しかし、一定の進歩の後、更にどうす

るかが今、問われているとも思っていま

す。学習指導要領の小学校の音楽では、

各学年において国歌「君が代」を指導す

るものとする、そのように表記されておっ

たものが、新しい指導要領では歌えるよ

うに指導するものとする、そのように変

化しております。

　したがって、いかにして歌えるように

するか、高学年が歌うのを低学年が見る

機会も必要でしょうし、特に高学年に国

歌の大切さ、あるいは歌詞・旋律の内容

を正しく教えることも、今後必要ではな

いかと思っています。指導要領に基づい

てと申し上げてまいりましたので、今後

も学習指導要領に基づいた形で適切な指

導を続けてまいりたいと思っております。

○柴田繁勝委員長　以登田所長。

○以登田教育総務部参事　進路選択支援

事業に関わりまして答弁させていただき

ます。

　すべての子どもたちが、家庭事情だと

か経済的理由により進学を諦めることな

く、進学後においても中退することなく

学業が続けられるようにということで、

行っておる事業でございます。

　去年度、事業としては支出ゼロなので

ございますけれども、これは、制度の改

革の年でありまして、高等学校の授業料

無償化ということで、奨学金のほうもい

ずれ変化があるだろうというふうなこと

を見込みまして、例年はもう既に刷って

配るんですけれども、刷ってしまっても

制度改正がなされましたら、制度が変わ

りましたらまた無駄になりますので、そ

の辺で、もう少し後で情報収集してから
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というふうに思ってたんですけれども、

とうとう中学校の卒業時期になりました

ので、それまで配っていたものを集めま

して、注釈を加えたものを挟んで配布し

たと、去年度はそんな形でさせていただ

きました。この事業でのっておりますの

は、そういう啓発に関わる費用でござい

まして、そのほかの、例えば相談に関わ

るものは教育研究所の相談員でございま

すし、この事業自身がストップしていた

わけではないということで御説明とさせ

ていただきます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　学務課に関わります２

点の御質問に御答弁申し上げます。

　南千里丘開発に関わります校区変更の

御質問でございますが、先ほどの御答弁

と重複する部分があるかもしれませんが、

Ａ街区の５８６戸については、４棟の建

物が建つというふうに聞いております。

そのうち２棟が３月の入居開始、もう２

棟が５月の入居開始ということで聞いて

おります。残りのＢ街区の５８６戸、４

３階建ての部分についても、年末ないし

は年度末にはもう販売がはじまるという

ふうに聞いております。

　それらを踏まえたときの摂津小学校の

キャパの問題でございますが、このＡ街

区、Ｂ街区両方の推移をもう少しみる必

要があるとは思いますが、校区変更とい

うことも選択肢の一つではあるというふ

うには考えております。

　今後、そのＡ街区、Ｂ街区の推移をも

う少し確認するとともに、地元の実情も

踏まえながら検討をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

　次に、新型インフルエンザに係ります

連絡体制の問題でございますが、教育委

員会といたしましては、学校保健安全法

に基づき、学校・学級の休業を決定する

わけなんですけれども、今回の新型イン

フルエンザのように広域に関わる部分に

つきましては、やはり大阪府との連携と

いうことが必要不可欠となってまいりま

す。

　そういったところで、この初動の部分、

患者がまだ少ない、発生も摂津市ではな

かったわけなんですけど、こういった中

での、どういうふうに学校休業を考える

かという部分で、市教委と府教委の連絡

の部分で若干スムーズではなかった部分

があったというのは、正直なところそう

いうふうに認識しております。今後、こ

れらの経験を踏まえまして、学校と市教

委、市教委と府教委、これらの連絡体制

にミス・遅延のないように進めてまいり

たいというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課に関わります２点に

ついて、御答弁させていただきます。

　まず、１点目の、せっつ生涯学習大学

の取り組みでございますけれども、生涯

学習大学は学んだ成果を自己完結するの

ではなく、学んだ成果をまちづくりに生

かしていただきたい、こういったねらい

で開設をしているものでございます。

　生涯学習まちづくり学部、スポーツ健

康学部の２学部を開設しております。

　生涯学習まちづくり学部では、人と人

との出会いのすばらしさとか、生涯学習

を通したまちづくりについて、またスポー

ツ健康学部では、スポーツの心理学であっ

たり、子どもたちへのスポーツ指導のあ

り方、スポーツ心理学、こういったこと

をテーマに、年間１０講座を半年間にわ

たって受講していただきました。

　生涯学習大学を開講するに当たりまし

ては、今まで我々が、多くのイベント等

で出会う方以外の方もたくさん興味を持っ
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ておられて、申し込みもされておられま

す。我々も、こういった方々の活躍の場

を今後どのように支援していくのかとい

うことが重要かなと思っております。

　この事業は、平成２０年度からはじめ

ておりまして、平成２０年度修了生の生

涯学習まちづくり学部の方々には、生涯

学習サミットをプロデュースしていただ

く、またスポーツ健康学部の修了生の方々

には、総合型スポーツクラブの設立準備

会に動いていただいていると、こういっ

た実際の実践活動も行っていただいてお

ります。我々もこういった活動を支援し

ていきたいと考えております。

　次に、家庭教育学級事業でございます

けれども、家庭教育学級には、子育て、

いろいろな講座等がありますけれども、

生涯学習の観点から設置しているもので

ございまして、幼稚園・保育所の子ども

を持つ保護者の方を幼児家庭教育学級、

小学生の子どもを持つ保護者の方を家庭

教育学級、また子育てが一段落されて、

女性としてのいろいろな地位や生活習慣

を勉強していただく女性学級、こういっ

た学級を開設しておるところでございま

す。

　家庭教育学級には１学級４万円の委託

料をお渡しいたしまして、そこで自分た

ちで講師を捜していただく、自分たちで

講座を準備していただく、後片づけも行っ

ていただく、講師謝金を払っていただく、

こうした生涯学習の観点から開設してい

るものでございます。

　市といたしましても、５月には合同の

開講式、９月には合同の研修会、１１月

には人権研修会、３月には合同の閉講式

と、こういった市全体として、家庭教育

学級の皆さん方に集まっていただいて、

我々が伝えたい部分も伝えておりますし、

また各学級では年間を通したテーマも決

められておりますので、それぞれのテー

マに応じた活動もされていただいている

ところでございます。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　それでは、青少年課

に関わります、こども１１０番の家事業

について御答弁させていただきます。

　こども１１０番家事業がはじまったきっ

かけは、これは平成９年に発生した神戸

の小学校の男児殺害事件など、子どもが

犯罪に巻き込まれる事件が多発したこと

などから、地域の子どもは地域で守る、

子どもたちが安心して暮らせる環境を確

保するため、大阪府において青少年大阪

府民会議が母体となり、こども１１０番

の家の運動の取り組みがはじまりました。

　摂津市においても、平成９年からこの

取り組みを行っておりまして、現在で１

０小学校すべてで取り組んでいただいて

おります。

　この運動は、子どもの通学路を中心に、

協力家庭がこども１１０番の家として、

その目印となる１１０番の家のカードを

掲げていただくことにより、子どもたち

がトラブルに巻き込まれそうになったと

きに、駆け込みや助けを求めることによ

り、子どもたちを犯罪から守り、被害を

最小限に食いとめようとするものであり

ます。

　また、この運動は、府民にとって地域

で単に取り組める社会運動となり、一層

綿密な地域の人間関係も築かれ、先ほど

も申しましたように、地域の子どもは地

域で守り育成するという機運の醸成や、

地域の教育力の回復につながることも期

待しております。

　１１０番の名簿の管理でございますが、

これにつきましては、各小学校のＰＴＡ

を中心に管理していただいております。

校区の１１０番の家運動に対する御理解、
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御協力をお願いするなど、ＰＴＡを中心

に動いていただいております。

　それと、見舞金制度の導入もしており

まして、万が一、子どもたちが逃げ込ん

で、その家等の持ち主等が事故等に遭っ

た場合に、見舞金を支払うという制度に

なっております。軒数につきましては、

平成２１年末１，５３６軒ございました

が、本年、商店連合会等の協力によりま

して、１５１軒の協力を得ることになり

まして、そのエリアにつきましては、一

応４地域になるんですけども、ＰＴＡ等

に名簿等も配付させていただきまして、

地図等に落としていただいているという

のが今の現状でございます。

○柴田繁勝委員長　ここで暫時休憩いた

します。

（午後５時１６分　休憩）

（午後５時１８分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　野原委員。

○野原修委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　１番目の、安全・安心な学校づくりの

交付金につきましては了解できました。

結構です。

　２番目の、安全対策事業、これも理解

はできました。ただ、青パトに関しまし

ては、やはり５時以降、自治振興課のほ

うで回ってもらっているのと連携しても

らって、やっぱりその時間、夕方時間に、

今は大体昼時間に回ってもらっている方

が、自治会の方は多いと思いますので、

できればその夕方の時間に回っていただ

くようなお願いを、自治振興課のほうか

ら防犯協会のほうにいってもらって、そ

ういう形の子どもの見回りの時間帯をま

た協議していただきたいと、お願いして

おきます。

　３番目の、南千里丘開発の校区変更の

件なんですけれど、地元の味舌の自治会

のほうからも要望書は過去出ていると思

います。また、星翔高校の前で、小学校

の子どもが入れ違うというような形で、

何で向こうへ行かなあかんの、こっちへ

行かなあかんのみたいな、そういういろ

いろな状況があると思いますので、早い

機会にもう一度、その校区というものを

見直していただいて、子どもたちが十三

高槻線を渡るというような、いろいろな

形もあろうかと思いますが、どういう形

の対応をするのか聞かせていただきたい

と思います。

　インフルエンザ対策に関しましては、

今言いましたような、今度いろいろな形

で災害が起きた場合に、小学校が避難所

とかになっているときに、その避難所を

どこがリーダーとして地域の方を受け入

れるのか、また避難所として開設するの

か、これは総務防災課との兼ね合いもあ

ろうかと思いますが、その辺の連携はど

うとられているのか、いま一度お聞かせ

ください。

　５番目、進路選択支援事業は、１回目

の答弁のところでわかりました。このゼ

ロというところで、何でゼロになってる

のかなという疑問が、一応それで理解で

きました。

　あと、お聞きしたいんですけど、去年

は、卒業から就職へと子どものための夢

や希望を実現というような形で、就職支

援も入っていたと思うんですけど、今年、

就職支援というのが入ってないんですが、

その辺のところも多分、総合的に考えら

れると思ってるんですけど、この一番厳

しい時期に、就職する子どもたちのため

にどういうふうな形をとられているのか、

再度お聞きしたいと思います。

　６番目、特色ある学校づくり推進事業、

今、前馬次長のほうから聞きました。ま
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た、教育長のほうにも、生きる力を育て

るため、また地域と連携するといった形

で、過去、一般質問でもさせていただい

たんですけど、例えばガランド水路、こ

れは下水処理水を使った、大阪府下でも

誇れる施設である、摂津市にはそういう

施設があるということを、小学校と連携

して、地域の人と子どもたちに知っても

らうという取り組みを確保できないかと

いうお願いをしてきましたが、その辺の

ことで、今後より強くタイアップできな

いか。また三中の子どもたちに、この大

正川、今、チューリップアートとか、こ

の間は大正川のろうそくファンタジーと

かいう形で、摂津まつりに次ぐそういっ

た注目を、結構浴びるような場所になっ

てきましたので、その辺で小学生は危な

いかもわからないですけど、中学生と地

域の方で、そういった河川をきれいにす

るというような形で、自然に親しんで、

我々の郷土愛をいま一度育むということ

で、清掃作業とか、いろいろな形のもの

の取り組みをできないか、地域とともに

という物の考え方でそういう教育ができ

ないか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　７番目、君が代と国歌ということで、

今、前馬次長のほうから、歌えるところ

までもっていきたいというような御答弁

がありました。一応到達年数というとこ

ろで、それをお示ししていただければと

思います。

　また、これは本来、テープじゃなくて

ピアノ演奏とか、また第三中学校なんか

でしたら、ブラスバンドがいつも卒業式

には待機して、そういう演奏をしており

ますので、鳥飼地域のほうは、行ったこ

とがないのでわからないんですけど、そ

ういうブラスバンドとかピアノ対応、そ

ういう形の対応はできないのか、これ教

育長のほうから御答弁いただけるようで

したらお願いします。

　８番目、耐震補強に関しましては、今

後１０年間でやっていただくということ

ですが、これもやはり、もう済んでいる

ところと、これからというところの不公

平というか、これは財政の問題でなかな

か難しいと思いますが、子どもの安全と

いう意味ではいち早く実現できるよう、

また進めていただきたいと思います。

　９番目、下水道受益者負担金に関しま

して、これは建設のほうでも、市民の方

にはいち早い、そういう形で下水をつな

いで水洗化率という形のもので進めてい

る中で、やっぱり公の施設でこの時期に

なっているということ、また今後残って

いる施設、先ほど言ってもらいましたか

もしれませんが、あと何校残っているの

か、その辺だけお聞かせ願いたいと思い

ます。

　１０番目、せっつ生涯学習大学に関し

まして、ここでリーダーを育成するとい

う形で、これはやはり、せっつ生涯学習

大学というのは、高齢者というのか、我々

団塊世代が会社を退職して、いろいろな

これからの生きがい、それを求める場所

には重要なところだと思います。

　また、各老人大学とか、いろいろな、

ほかで「いきいきカレッジ」とかいう形

でやられているところあります。その辺

との連携はどうされているのか、また今

後どういう方向にもっていこうとされて

いるのか、お聞かせください。

　こども１１０番の家事業でありますが、

これは過去に、ステッカーを張ってあっ

ても、なかなかお留守のとことか、高齢

者の方で出てこられないとかいうような

形が多かったように思います。

　そういうところは、多分チェックを毎

年されているとは思うんですけど、そう
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いう事故等がないように、本当にそうい

うときに子どもが飛び込んだら、きっち

り対応できるような形にしていただきた

いと思います。

　それと、これと並行して、青パトのう

さぎ型回転灯、大阪府から各小学校区に

１個ずつ出たんですか。まだ、配布はさ

れてないんですか。要求して配布される

んですか。そういうのがあろうと思いま

すけれど、きょうは時間がないので結構

です。今後もそういうＰＴＡの方に青パ

トのうさぎの回転灯、そういう形のもの

もまた推進してもらうような働きかけを

お願いしておきます。　

　最後になりまして、家庭教育学級事業

で、それぞれ家庭のほうで進めていくと

いう形であります。本来は、教育という

形のものが学力という形の、先生方もそ

ういう形に全精力をつぎ込んでもらうと

いう意味で、やはり家庭で、道徳とかそ

ういった形を教えてもらえるような形を

推進していただくような形で家庭教育学

級事業という形をつなげていただけるよ

うに、これはお願いしておきます。

○柴田繁勝委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　１点だけ、南千里

丘開発に伴う摂津校区の校区変更のこと

でございますが、先ほど来担当課長が申

し上げておりますように、今現在２０階

建てにつきましては３月と５月の入居と

いうことで、アンケート等も協力してい

ただいております。その中で、当面、来

年の４月には、そのことによって教室不

足が発生するような状況ではないという

ことを、ほぼ確信しております。

　ただ、今後、高層階、Ｂ街区のほうも

また開発がはじまってまいりますので、

その影響をみながら全体的な学級数と影

響を把握していくつもりはしております

が、ただそれ以外に御指摘いただきまし

た、摂津校区の味舌東自治会の通学の状

況ですが、おっしゃっていますように、

味舌と味舌東は統合に伴いまして旧の味

舌小学校区の阪急より北側の子どもたち、

その子どもたちが星翔高校の前を通って

今の味舌小学校へ通っていると。

　その中で、味舌東自治会校区の子ども

たちは、依然として摂津校区でございま

すので、ちょうど星翔高校のあたりで交

互になってしまうということで、確かに

おっしゃっている状況が果たしてこれで

いいのかどうかということは、一考する

余地があると私も思っております。

　ただ、やはり摂津校区全体の生徒数が、

どうしても南千里丘開発に影響されます

ので、そのことも含めて検討しなければ

なりませんので、直ちに校区審議会を開

くということではございませんが、ただ

そういう問題意識は持っておるというこ

とで、きょうのところはよろしくお願い

したいと思います。

○柴田繁勝委員長　続いて、岩見課長。

○岩見総務課長　公共下水道の接続が、

まだできていないところという御質問で

答弁させていただきます。

　来年度、先ほど申し上げましたように、

とりかい幼稚園の下水道の排水設備工事

を予定しております。したがいまして、

残りますのが第四中学校がまだ残ること

になります。

　ただ、この第四中学校につきましては、

下水道の供用開始時期がまだ未定という

ことを担当部署のほうから聞いておりま

す。供用開始の時期が定まり次第、下水

道受益者負担金また実施設計工事と速や

かに行いたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　特色ある学校づ

くりと関わりまして、地元の施設、自然、

－80－



と触れ合う機会ができないかどうかとい

うお問いでございましたが、本市には、

淀川、安威川、大正川がございまして、

自然としても、渡り鳥もやってきて、非

常にさまざまな触れ合いができる場所も

多うございます。そういった場所につい

て知ることが重要であると思っておりま

す。

　小学校３年生・４年生の社会科の副読

本等でも、施設や自然の紹介というもの

は織り込んでおりますし、また新しいも

のができましたり紹介すべきものがあれ

ば、その中で触れていきたいと思ってお

ります。

　具体に清掃するとか、その活動につい

ては学校の教育課程の編成の中で検討も

してまいりますが、いずれにせよ知るこ

とがすべてのはじまりと思っております。

○柴田繁勝委員長　以登田所長。

○以登田教育総務部参事　進路支援選択

事業の中で、就職に関わってのことでご

ざいますが、進路の相談ということで、

関係機関につなぐというところでありま

すので、就職ではハローワークを紹介し

て、特に中途で自分の行き先の急激な変

更とか、家庭事情等で発生するようなこ

とで、教育研究所に相談におみえになる

方はいらっしゃいますので、どこへ行っ

て何をしたらいいのかというのがわから

ない状態でこちらに来られますので、主

に就職に関わってはハローワークを紹介

して、ここで相談してくださいという形

にもっていっております。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　インフルエンザに係り

ます市長部局との連携について、御答弁

申し上げます。

　今回のインフルエンザにつきましては、

市長部局の窓口が総務防災課ということ

になっており、教育委員会の所管する学

校保健安全法に係る部分については、教

育委員会単独で決定することができます

が、当然のことながら、市全体の取り組

みとしての総務防災課との連携というの

は不可欠となってまいります。

　今回のインフルエンザについては、弱

毒性であったため大事には至っておりま

せんが、これが仮に強毒性であった場合

につきましては、やはりもう少し広範囲

にわたっての大きな取り組みが必要になっ

てまいるというふうには考えております。

　そういった意味で、今後、強毒性とい

うことも踏まえながら、この連携のあり

方については検討してまいりたい、また

具体的に進めてまいりたいというふうに

は思っております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

大学と老人大学などとの連携、また今後

の方向性でございますけれども、先ほど

も答弁させていただきましたけれども、

生涯学習大学は、学んだ成果を地域でリー

ダーやコーディネーターとして、摂津の

まちづくりに役立てていただく人材養成

という目的で開講しております。

　老人大学は、先ほど委員からもありま

した「いきいきカレッジ」という名称で、

高齢者の方が新たな知識とか技能、教養

を身につける講座として、せっつ桜苑、

ふれあいの里、この２か所で開講されて

おります。修了後は地域社会活動などで

地域に貢献していただくといったことを

目的とされていると聞いております。

　具体的には、修了生の方がＯＢ会を結

成されて、災害ボランティアとして活動

されるといったこともされており、地域

活動をはじめるきっかけづくりとして位

置づけられているのかなと考えておりま

す。またもう一つ、市内には女性大学と

いうのもございます。女性の生き方や背
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景、会話力とか表現力、そういったもの

を身につける講座を設けられておりまし

て、その意見については、せっつ女性プ

ランにも反映されるとお聞きしておりま

す。二つの大学とも、私どもの生涯学習

大学が目指します人づくりにつながる部

分もかなりあると思います。そういった

ところで今後どのような連携ができるの

か、あるいは統合できる部分があるのか、

関係課と協議しながら取り組んでいきた

いと考えております。

○柴田繁勝委員長　よろしいですか。教

育長。

○和島教育長　それでは、国旗・国歌の

問題、特に国歌斉唱の問題につきまして、

私のほうから御答弁申し上げたいと思い

ます。

　この問題につきましては、本当に以前

から何度も、この文教常任委員会あるい

は本会議の中でも議論されている問題で

ございますけれども、そのときも申し上

げておりますように、小・中学校の学校

教育、これは、もうご承知のように学習

指導要領に基づいて展開しているところ

でございまして、その学習指導要領にお

きましても、国旗・国歌の指導は、児童・

生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解

させ、これを尊重する態度を育てるとと

もに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重

する態度を育てること。このことを目的

としており、その教育をしていく。

　これは、先ほどの渡辺委員の御質問の

中にもありましたが、どのように教育し

ていくんだということだと思います。そ

のことが将来、児童が国際社会において

尊敬され、信頼される日本人として成長

することにもつながってくるものだと考

えております。

　ですから、卒業式、入学式の挙行に当

たりましても、国旗掲揚、国歌斉唱、こ

れについては学習指導要領に基づいて、

とり行っているところでもございますけ

れども、ただいま御指摘のありましたよ

うに、それでは十分に国歌が歌えている

のかどうかという問題につきましては、

私も式に出ておりますが、まだまだその

目的が十分に達していない部分があると

思っております。

　そのことから、学校におきましては音

楽の時間において、先ほど次長のほうも

説明いたしておりますように、各学年で

国歌斉唱を学ぶということでありますけ

れども、その手法として、先ほど言われ

ましたピアノ演奏、あるいはカセットテー

プもありますけれども、そのような楽器

も活用しながら、今後、更に指導してま

いりたいと思っておるところでもござい

ます。

○柴田繁勝委員長　どうですか、いつま

でかというようなことも含めて、踏み込

めるんだったら答弁してください。

○和島教育長　いつまでという御質問で

ございますけれども、私どもではやはり、

できるだけ早く、そのことが実現するよ

うに、学校も指導してまいりたいと思っ

ておりますが、いつまでと言われて、来

年、再来年ということは、今この場で言

えませんけれども、1日でも早く実現で

きるように努力していきたいと、そのよ

うに考えております。

○柴田繁勝委員長　よろしいですか。

○野原修委員　結構です。

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩をいたします。

（午後５時３９分　休憩）

（午後５時４０分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

－82－



○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　賛成多数。

　よって、本件は、認定すべきものと決

定しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後５時４１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　　文教常任委員長柴　田　繁　勝

文教常任委員 野　原　　　修
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